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厚生労働科学研究費補助金（循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業） 

総括研究報告書 

 

健康増進に向けた住宅環境整備のための研究 

研究代表者  林 基哉  北海道大学大学院 教授 

 
研究要旨 

令和 1 年度特別研究「健康増進のための住環境についての研究」では、住宅環境の健康影響に関す

るエビデンス、関連統計データの収集が行われた。その中で、外気温低下の過剰死亡率への影響が北欧

よりも高いなど、住環境改善の重要性が示された。また、化学物質、湿気、音、光等の影響に関するエ

ビデンスを整理した。さらに、住宅の動向を踏まえた健康リスクの全体像を想定するフローを検討し

た。本研究は、健康住宅に求められる条件を整理し、健康住宅のガイドライン作成のための基礎資料を

得るとともに、住宅環境改善の効果を推定することを目的としている。 

令和２年度までに、健康維持増進住宅研究から、空気質、温熱環境、コミュニティと健康との関連

性、屋外環境の影響を金額へ換算する手法、スマートウエルネス住宅研究からは、断熱改修前後におけ

る居住者の血圧や活動量の変化と健康影響評価に関する知見を得た。文献調査からは、WHO 健康と住宅

のガイドラインと関連情報、騒音による循環器疾患への影響に関する知見が得られた。また、気象デー

タと人口動態統計を用いた死亡の季節依存性、コホート研究による死亡率の外気温閾値の推定、化学

物質及びダンプネスによる健康リスクの実態分析によって、住環境改善による健康リスク低減を示す

基礎を得た構。さらに、1990 年時点の断熱等級別の住宅ストックをベースに断熱等級別の着工戸数を

積み上げる方法により、健康影響抑制の将来推計方法の基礎を構築した。 

令和３年度には、我国の健康維持増進住宅研究の成果から、社会経済要因・健康志向行動・室温の関

連構造に関する知見が得られ、海外の動向に関する調査からは、空気環境、温熱環境と生活習慣病との

関連性が注目された。うつ病発症と日照度の関連、SVOC、エンドトキシン、温熱環境特に低湿度環境と

健康、居住リテラシーと COVID-19 の影響に関する知見をまとめた。また、死亡率が上昇する室温閾値

の推計、死亡の季節依存性に関する経時的分析、化学物質及びダンプネスによる健康リスク、ダストと

子供のアレルギーの関係に関する調査を進めた。省エネルギー法の普及に伴う室内温熱環境の改善効

果推定では、住宅の室内環境に大きな地域差が続くことが明らかになり、居住リテラシーと健康リス

ク低減に関する情報整理によって、居住者の健康増進を図るためには、居住リテラシーの醸成が必要

であることが改めて確認された。 

 以上を基礎とし、我国の気象、住宅の環境性能と居住リテラシーの実態と動向を踏まえて、健康住宅

のガイドラインに向けた取りまとめを行う。 

 
研究分担者 
佐伯 圭吾・奈良県立医科大学 医学部  
杉山 大典・慶應義塾大学 看護医療学部  
池田 敦子・北海道大学 大学院保健科学研究院 
長谷川 兼一・秋田県立大学 システム科学技術学部  
森 太郎・北海道大学 大学院工学研究院  
桑沢 保夫・建築研究所 環境研究グループ 

東 賢一・近畿大学 医学部  
阪東 美智子・国立保健医療科学院 生活環境研究部  
開原 典子・国立保健医療科学院 生活環境研究部  
金 勲・国立保健医療科学院 生活環境研究部  
小林 健一・国立保健医療科学院 医療・福祉サービス研究部 
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A．研究目的 

1970 年代以降、住宅の省エネルギー化が推進さ

れ、新旧の住宅性能に大きな格差が生じる中、建

材等の化学物質、真菌・ダニ、ダンプネス等にとも

なうシックハウス症候群・アレルギー疾患、室内

温熱環境の影響が示唆されている高血圧症、脂質

異常症、虚血性心疾患、脳血管性疾患とヒートシ

ョックのような状態像など、多様な住宅環境に係

る健康リスクの可能性が指摘され、その対策が厚

生労働省及び国土交通省などによって検討されて

きた。 

近年、健康・省エネ住宅推進議連や健康・省エネ

住宅推進委員会（「健康・省エネ住宅普及啓発活動」

を行う学識者、自治体、省庁などによる委員会）の

議論を通じて、健康住宅への関心が改めて高まり、

厚生労働省においても健康・省エネ住宅の健康に

対する影響を調査研究するべきであるとの要請が

あった。また、国土交通省の「スマートウエルネス

住宅等推進事業」の調査により住宅環境の健康に

対する影響が示唆され、さらに令和元年 5 月 10 日

に改正建築物省エネ法が成立し、室内温熱環境の

整備が進むことが期待されている。 

2019 年度の特別研究「健康増進のための住環境

についての研究」では、住宅環境に係る健康影響・

健康増進及びその機序に関するエビデンス、住宅

及び健康影響に関連する統計データの収集が行わ

れている。その中で、我国における外気温低下に

よる過剰死亡率が北欧よりも高いなど、住環境改

善の重要性を示すエビデンスが得られつつある。

この他に、SVOC 等の化学物質、湿気、音、光等

の影響に関するエビデンスを整理している。また、

住宅統計、人口動態統計、省エネルギー住宅の普

及率等を用いて、我国の住宅環境に係る健康リス

クの全体像を想定するためのフローを検討し、新

 
図 1 研究の構造 

2023(R5)

想定される
成果

2020(R2)

方法：　WHO健康住宅ガイドライン、健
康維持増進住宅研究、スマートウェル
ネス住宅研究開発など、国内外の住宅
環境に係る健康影響に関するエビデン
スの収集と整理

2020-2022
(R2-R4)

方法：　我国の住宅ストックの現状、建
築基準法、省エネルギー法等の住宅関
連施策の動向に関する調査、我国の住
宅環境と住宅環境に係る健康影響レベ
ルの推定と将来予測

2019(R1)

2014-2018
国交省他：
スマートウェルネス住宅研究開発

2000-2003
国交省他：
シックハウス対策技術の開発

2007-2012 国交省他：健康維持増進住宅研究 1997-2000
国交省他：
健康的な居住環境形成技術の開発

厚労科研（特別研究）：健康増進のための住環境についての研究

健康住宅のガイドライン案　（健康エビデンスに基づく健康増進のための住宅環境改善）

方法：住宅環境に係る健康エビデンスと住宅環境の実態を踏まえた住宅環境改善効果の推定

健康住宅のガイドライン作成のための基礎資料
住宅環境改善の健康状態に対する効果の検証

本研究：健康増進に向けた住宅環境整備のための研究

1) 健康エビデンスの収集・整理 2) 住宅環境の実態と健康影響の分析

3) 住宅環境改善の健康状態に対する効果の検証2021-22
(R3-R4)

健康増進住宅の整備
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たに必要な情報の整理を行っている。 

本研究は、上記の特別研究の成果に基づいて、

健康住宅に求められる条件を整理し、健康住宅の

ガイドライン作成のための基礎資料を得るととも

に、住宅環境改善の健康状態に対する効果の検証

を行うことを目的としている。令和 2～3 年度に、

住宅環境に係る健康影響に関するエビデンスの収

集・整理を行い、住宅環境の実態と健康影響レベ

ルの想定に関する分析方法を確立する。令和 2～4

年度に、住宅環境の実態を踏まえた健康リスクの

想定を行うとともに、令和 3～4 年度に、省エネル

ギー住宅の普及などの動向を踏まえて、住宅環境

の改善にともなう健康状態の改善に関する推定と

検証を行う。 

 

B．研究方法 

（１）居住に係る健康エビデンスの収集・整理（R2

～R3） 

住宅環境と健康影響・健康増進に関する最新情

報を収集してガイドラインに向けて整理する。 

① 健康維持増進住宅研究成果にもとづくエビデ

ンス整理（桑沢、長谷川） 

健康影響低減（空気質・湿気、温熱環境、屋

外環境の影響、ライフスタイルの調査から得

られた、健康影響要因、開発技術要素、室内環

境ガイドラインに関する情報）、健康増進（住

環境満足度や CASBEE 健康チェックリスト

総合スコア、ストレス・健康・慢性疼痛などの

身体症状）に関する成果を整理する。 

② スマートウエルネス住宅研究開発委員会成果

のエビデンス整理（長谷川、森） 

断熱改修等の温熱環境改善に係る健康関連

事象（年間室温と血圧の季節差、温度ムラと

血圧、断熱改修と血圧低下、室内温度とコレ

ステロール値、室内温度と可活動膀胱症状な

ど）についての成果を整理する。 

③ 国内外の住宅環境に係る健康エビデンス整理

（東、池田、杉山） 

世界保健機関（WHO）及びその欧州地域事

務局（WHO 欧州）、欧州北米、国内の研究機

関を対象に、室内温熱環境及び空気環境等の

室内環境要素と健康影響に関する最新のエビ

デンスを整理する。 

④ スマートウエルネス住宅、トップランナー住

宅、健康増進に配慮した復興住宅に関する調

査（全員） 

健康維持増進を目的とした、先進的住宅事

業に関するヒアリング及び実地調査を行い、

事業コンセプト、設計施工状況、居住者の健

康状態等の情報を収集整理する。 

（２）住宅環境の実態と健康影響の分析（R2～R4） 

① 総務省統計局住宅・土地統計調査、省エネ住

宅普及率を用いた住宅性能の実態（桑沢、長

谷川） 

既存統計データを用いて、住宅ストックの

仕様、温熱空気環境に関する性能の地域分布

を把握する。 

② アメダス気象データ、人口動態統計、家計調

査を用いた気象と死亡率の関係（森） 

アメダス気象データの観測点と死亡地との

突合を行い、家計調査から暖房レベルを推定

したうえで、気象条件と死因別死亡の関係性

を明らかにする。 

③ 室温の死亡率上昇閾値の推計：既存データと

コホートデータリンケージによる分析（佐伯） 

既存情報を用いて、外気温低下による寒冷

曝露からイベント発現までの潜時を考慮した

最新の分析手法(DLNM)を用い、死亡率が上

昇する外気温閾値を推計する。さらに住環境

の健康影響に関するコホート研究（平城京ス

タディ n=1127）の室温データと外気温の相関

から、死亡率が上昇する室温閾値を推計する。 

④ 化学物質及びダンプネスによる健康リスクの

実態（池田、金、開原） 

地域、築年数等を踏まえ、化学物質濃度及

びダンプネスに伴う健康リスクの実態を推定

する。 

（３）住宅環境改善の健康状態に関する効果の検

証（R3～R4） 

研究１、研究 2 を踏まえて、住宅環境の改善に

よる健康増進効果の可能性を明らかにする。 

① 省エネルギー法の普及に伴う室内温熱環境の
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改善による健康リスクの変化（桑沢、長谷川、

森） 

省エネ住宅の普及による室内温熱環境の向

上と健康増進効果について、地域性を考慮し

て推定する。 

② 居住リテラシーと健康リスク低減効果の推定

（長谷川、池田、阪東） 

既存の住まい方マニュアル、居住リテラシ

ー調査の結果を整理し、健康住宅ガイドライ

ンの基礎とする。 

③ 住宅環境に係る健康リスクと QOL 及び医療

費の関係（杉山、小林、阪東） 

居住環境と疾病、障がい、高齢化、QOL の

関係、医療費及び環境改善費の関係について

整理を行い、住宅環境の改善効果の波及範囲

に関する考え方を示す。 

 

以上のように、本研究は既往の文献および公表

データに基づいており、個人情報を全く使用せず、

倫理面の問題は発生しない。 

 

C．研究結果及び考察 

C1．居住に係る健康エビデンスの収集・整理 

令和 3 年度の調査によって、以下の知見が得ら

れた。 

健康維持増進住宅研究成果のエビデンスについ

て、以下に示す。健康維持増進住宅研究第一フェ

ーズでは、住宅内の空気質、温熱環境さらには屋

外環境、コミュニティと健康との関連を検討して

おり、屋外環境の影響を金額へ換算する手法など、

今後の研究上参考にするべき点が多くある。 

令和 3 年度は、スマートウエルネス住宅研究開

発委員会成果のエビデンス整理を行った。スマー

トウエルネス住宅研究開発委員会（委員長：村上

周三、東京大学名誉教授）は、2014 年度から 2019

年度にかけて断熱改修を予定・実施する住宅を対

象として、改修前後における居住者の血圧や活動

量等を計測し、住環境の変化に伴う健康への影響

を評価している。得られたデータ（改修前後を対

象にした約 1、800 世帯、約 3、600 人を対象）に

より、①家庭血圧と室温、②健康診断数値と室温、

③過活動膀胱・睡眠障害と室温、④入浴習慣と室

温、⑤傷病・症状と室温、⑥身体活動と温熱環境、

⑦社会経済要因・健康志向行動・室温の関連構造、

⑧断熱改修方法と室温上昇量、の観点から、住宅

の温熱環境の向上が健康増進に繋がる可能性を示

唆する貴重な知見を整理し、社会に発信している。

この中で以下の知見が注目された。 

社会経済要因・健康志向行動・室温の関連構造

については、冬季における住宅内室温と外気温の

実態とその関連性が分析され、以下のことが分か

った。住宅床近傍室温は床上1ｍ室温よりも低く、

居間と脱衣所とでは大きな温度較差がある。省エ

ネ区分地域 4 の住宅床近傍室温と床上 1m 室温が

最も低い可能性が示唆された。断熱改修方法と室

温上昇量については、断熱改修範囲・費用と室温

上昇量の関係性を把握するため、居間室温に関す

る分析では改修前後の調査データに欠落のない

266 世帯、費用対効果の分析については 133 世帯

を対象として分析された。現時点では以下のこと

がわかった。また、開口部の断熱改修に多くの費

用を投じるほど、平均室温が上昇すること、15℃・

18℃未満の割合が減少する。 

健康増進に関わる住宅環境に関する国際機関の

動向と関連文献等の調査について、以下に示す。

住環境による居住者の健康影響として、主として

室内環境化学物質に起因するシックハウス症候群

や化学物質過敏症、真菌・ダニ等によるアレルギ

ー疾患、室内温度に起因する高血圧、脂質異常症、

虚血性心疾患、脳血管障害等の多様な疾病が示唆

されている。本分担研究では、主として生活習慣

病等に関わる住宅環境要因について、世界保健機

関（WHO）の動向や関連文献を収集・整理し、こ

れらのエビデンスに関わる情報をとりまとめた。

WHO のガイドラインの状況としては、2021 年 9

月に空気質ガイドラインをアップデートしたこと

が大きな動きであった。粒子状物質（PM2.5、PM10）、

オゾン、二酸化窒素、二酸化硫黄、一酸化炭素の空

気質ガイドラインが最新の科学的知見に基づき改

正された。また、諸外国の空気質ガイドラインの

状況として、ドイツ、カナダ、フランスを調査した

ところ、2021 年度にドイツでは、メタクリル酸メ
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チル、ベンゾ-a-ピレン、アセトン、2-プロパノー

ル、一酸化炭素、塩化ビニルの指針値が新たに設

定され、カナダではアクロレインと二酸化炭素に

室内空気質ガイドラインが設定された。フランス

では新たに設定された室内空気質ガイドラインは

なかった。その他では、WHO が 2018 年に公表し

た環境騒音ガイドライン、2016 年と 2017 年に公

表した生活習慣病と緑化環境（Greenness）に関す

る報告書をとりまとめた。環境騒音では、近年、夜

間騒音と不眠症、認知力の低下、高血圧、心筋梗

塞、精神疾患との関係が示唆されており、環境騒

音による心血管系や代謝系への影響に関するより

強いエビデンスの存在が示唆されたことから、騒

音源別にガイドラインが公表されている。緑化環

境については、都市の緑化空間の有益な効果とし

て、メンタルヘルスの改善、循環器疾患の有病率

や死亡率・肥満・２型糖尿病リスクの低減、妊娠に

おける悪影響の改善に関して利用可能なエビデン

スがあると報告している。また、これらの効果を

もたらすメカニズムとしては、心理的なリラック

ス効果、ストレス軽減、身体活動の増加、空気汚

染・騒音・暑熱曝露の低減があると報告している。

また、諸外国の温熱環境基準に関する調査を行っ

た。カナダ・トロント公衆衛生局とイギリス公衆

衛生局（現、英国保健安全保障庁）は、夏期の室内

温度として 26℃以下を求めている。特にトロント

の基準は、トロントにおける外気温と死亡率及び

救急医療の増加との関係から 26℃の最大基準を

導出している。 

うつ病発症と日照度の関連に関する文献レビュ

ーを行い、以下の知見を得た。うつ病はわが国の

みならず、世界的に増加が著しい精神疾患である。

うつ病の発症にはさまざまな因子の関与があると

され、生活習慣・経済的背景・社会的関係などの社

会的環境要因だけでなく、日照度などの自然環境

もうつ病の発症に寄与すると考えられている。そ

こで、そこで、本研究では日照度とうつ病の関係

に着目した研究に関する文献レビューを行った。 

文献検索はPubMedおよびAPA PsycINFOを使用

して実施され、2013 年 1 月 1 日から 2021 年 9 月

21 日の最終検索日までに公開された研究を対象

とした。採用基準は、1)抑うつ症状・周産期うつ

病・季節性情動障害をアウトカムにしている事

（ただし、双極性障害またはその他の精神疾患は

除く）。うつ症状を主なアウトカムとしている場

合は、CES-D・PHQ-8 および 9・GDS-15・HAM-D6・

EPDS といった尺度を用いている、もしくはこれ

らの尺度を modify した質問紙を用いている。ま

た、うつ病を主なアウトカムとしている場合は、

診断基準としてDSM-5およびICD9もしくは10を

用いている。2)2013年以降に発表された研究であ

る。3)対象がヒトに限られる（ヒト以外の動物を

対象とした研究は除外）。4)1 日の日照時間、年間

日照時間、季節差などの日周期データが記載され

ている。5)英語で公開されている。以上の 5項目

とした。 

文献検索の結果抽出された 506 件の研究のう

ち 8 件の研究が適格基準を満たし、それらはすべ

て横断的研究であった。採択された 8 つの研究の

うち 4 つの研究では、「日興曝露時間が上昇する

とうつ病に関する尺度が下がる」など日照度とう

つ病もしくはうつ症状の発症との間に有意な関

連があることを示した。一方、8 件の研究のうち

4 件は有意な関連を示さなかった。また、8 つの

研究を地域・国別に分けて検討したところ、スウ

ェーデンとブラジルの比較を行った以外はすべ

て北半球（ヨーロッパと北米のみ）であったこと

もあり、国・地域による系統的な差異は見られな

かった。加えて、英国バイオバンクのデータを用

いた研究を除いて、性差による系統的な差異も見

られなかった。 

今回採択した研究は北米・ヨーロッパの研究の

みで地域の偏りがある事や、研究デザインは全て

横断研究であるため因果関係に言及するのは難し

く、日照度とうつ病の関係について現時点のエビ

デンスは十分とは言えず、今後は縦断的研究や欧

米以外の地域での研究等が必要と考えられた。 

住宅における室内汚染物質としての SVOC（準

揮発性有機化合物）とエンドトキシンに関する知

見を整理した。昨今、PM2.5、ダンプネス、真菌・

細菌、アレルゲンなど室内環境として考慮すべき

要素も増えてきている。本項では、室内汚染質と
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して今後考慮が必要な物質を提案することを目的

とし、可塑剤・難燃剤成分である SVOC（準揮発性

有機化合物）、及びアレルギーとの関連性が言われ

ているエンドトキシン（Endotoxin；内毒素）につ

いて情報を収集・検討、報告した。 

可塑剤として多く使われてきたフタル酸エステ

ル類は内分泌かく乱作用が、リン酸系難燃剤はア

レルギー関連性や発がん性に加え、神経系への影

響と生殖毒性が懸念されている。日本を含め先進

各国では DEHP、DBP、BBP 、DIBP など一部成分に

対する規制が行われている。日本住宅のダスト中

では DEHP 濃度が最も高く次に DINP となり、成分

比は DEHP が全体の 83～84％、DINP が 13％で、両

成分が全体の 9 割以上を占めている。SVOC の空気

中濃度は低く、TDI に対する 1 歳乳児の平均摂取

割合も高くなかったが、最大値から試算すると

DIBP 28.0%、DBP 14.3%、DEHP 2.0%と DIBP 及び

DBP は摂取割合が高くなると報告されている。 

グラム陰性菌が産生するエンドトキシンへの曝

露はアレルギー症の重要な因子とされているが、

曝露時期によって免疫調節能力が付くことも、ア

レルギー症状を悪化させることもある。環境中の

あらゆるところに存在することから、微生物汚染

の指標として活用することも考えられる。 

ハウスダスト中エンドトキシンは約 250～35、

000EU/g と幅広く分布するが、数千 EU/g 程度が一

般的である。 

空気濃度では、高齢者施設や住宅では 1EU/m3 未

満が多く全体的に低いが、10～30 EU/m3 以上まで

検出される居室など他室より有意に高い室が一部

に存在する。オフィス環境では 1EU/m3 未満が殆ど

であり、オフィスより高齢者施設がやや高めの濃

度を示す傾向にある。また、高齢者施設の一部で

は冬期のみに高い ET 濃度が観察されるが、この要

因としては加湿器の汚染が疑われるとしている。

室内における細菌濃度は建物や設備に汚染が無い

限り人体が主な発生源であり、複数の人が集まっ

て活動する共用空間の濃度が高くなる傾向が見ら

れるとしている。 

住居環境向上に資する温熱環境の文献等調査で

は、以下の知見が得られた。住宅の省エネルギー

化が推進され、新旧の住宅性能に大きな格差が生

じる中、多様な住居環境に係る健康リスクの可能

性が示唆されているとともに、高齢少子化、都市

への人口集中、単身世帯の増加、住宅の洋風化、省

エネルギー化にともない多様な住居環境が存在し

ていることが指摘されている。住居環境に係る健

康影響・健康増進の実態を明らかにするためには、

多面的な調査研究を行うことが必要である。本報

告では、温熱環境、特に低湿度環境と健康に関す

る文献調査を行った。 

検索を行うデータベースについて、CiNii 

Articles、J-STAGE、メディカルオンライン、医

中誌 Web、メディカルオンライン、最新看護索引

Web、MedicalFinder、JDream Ⅲ、PubMed、

Web of Science Core Collectionの 9つとし、2020

年 2 月の調査と同様、温湿度環境と健康に関する

文献検索が行われた。検索のワードについて、温

度、湿度、温湿度、健康、室内、住宅、皮膚とし

て検索を行ったところ、2020 年 2 月に行った

COVID-19 の感染拡大前の結果と 2022 年 3 月

の調査結果を比較すると、健康というキーワード

で急激に論文数が増えている。 

これらの全体論文数の概要のほか、日本の傾向、

日本の室内湿度と健康に関する実態調査と生理・

心理量の研究、COVID-19 対策と熱中症対策を両

立させる換気と冷房に関する内容の紹介を行っ

ている。 

 温湿度環境と健康、特に低湿度環境と健康に関

する文献調査を行った結果、一定のエビデンスの

蓄積が確認されたものの、健康維持及び健康増進

などを目指し、湿度と健康に関するエビデンスの

構築が期待されている。湿度管理目標の設定は、

目的により異なる。特に、高齢化が急速に進展し

ている我が国では、高齢者に向けた湿度管理の情

報発信も重要となる。一方で、COVID-19 等、感

染症の拡大時には、平時の室内環境と比較して優

先される物理因子も異なる場合も想定される。今

後、健康増進に向けた住環境整備の中で、多面的

な情報の整備や議論が必要となるだろう。 
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健康住宅及び居住リテラシーに関する文献調査 

では、健康住宅のガイドライン作成のための基礎

資料とするため、健康住宅の動向やCOVID-19の

流行下における居住リテラシーの現状と課題に

ついて、既往研究や文献等から最新の知見を得る

ことを目的とした。具体的には、①健康課題につ

いてまちづくりとして取り組むスマートシティ

プロジェクトにおける健康住宅の位置づけ、②

COVID-19 に関する KAP 調査の動向からみる知

識・態度・行動の関係、③東京都の「健康・快適

居住環境に関するアンケート調査」の調査結果か

ら見た住まいの問題とそれに対する住民の行動

の関係、の 3 つの課題について調査を行った。ス

マートシティプロジェクトの中では、住宅を対象

とした取り組みはわずかに 2 プロジェクトしか

見つからなかった。COVID-19 に関する KAP 調

査からは、知識・態度はおおむね良好であること

が明らかになった。この背景には、COVID-19 に

関する情報がメディア等を通じて多数発信され

ていることがあると考えられ、適切な機会に適切

な手法で正しい情報提供・啓発を行うことの重要

性が示唆された。東京都のアンケート調査からは、

住宅の室内環境に問題を抱えている世帯は少な

くなく、課題に対し何らかの対策を行っている世

帯があることが分かった。このような正しい行動

をとる世帯の割合を今後増やしていくこと、すな

わち居住リテラシーの向上を図ることが必要で

あることが改めて確認された。 

 

C2．住宅環境の実態と健康影響の分析 

死亡率が上昇する室温閾値の推計（既存データ

とコホートデータリンケージ分析）では、以下の

知見を得た。外気温が低下する冬に死亡率が上

昇する現象は、1900 年代前半から世界各国の統

計から認識されていた。近年、外気温低下に関

連する総死亡の相対危険を、曝露からイベント

発生までの潜時を考慮して正確に推定する時系

列分析法が開発された。この方法を用いた推定

の結果、わが国の外気温低下と関連する過剰死

亡数は、高血圧による過剰死亡に匹敵すること

から、公衆衛生上重要な課題と考える。WHO は

住環境に関するガイドライン（2018 年）は冬の

室温を 18℃以上に維持するように勧奨している

が、その室温目標値の設定には根拠が乏しい状

況である。前向きコホート研究から室温コント

ロールの目標値を設定するには、数十万人単位

の大規模対象者の調査が必要と考えられ現実的

ではない。 

本研究では既存の死亡率および外気温データ

と、筆者らが実施するコホート研究参加者の室

温データのリンケージによって、死亡率上昇の

室温閾値を推定することを目標とする。今年度

は、2010 年～2019 年の奈良県および全国の日別

死亡数、日別平均外気温の関連を、温度曝露か

ら死亡までの潜時を考慮した時系列分析モデル 

(DLNM: Distributed Lag Non-linear Model) を用い

て、死亡率が上昇する外気温の閾値を推定した。

さらに奈良県在住対象者を対象とする住環境と

健康に関する平城京スタディ参加者の日中室温

と外気温の関連を一般加法モデルで用いて回帰

し、死亡率が上昇する室温閾値を推定した。 

気象データと人口動態統計を用いた疾病による

死亡の季節依存性に関する経時的分析では、以下

の知見が得られた。日本人の死因で心疾患、脳血

管疾患、呼吸器疾患、不慮の溺死溺水は冬季に増

加するという報告が多い。本研究では 1972～2015

年の人口動態統計死亡票と気象データの関係を整

理し、健康で安全な建築、都市計画の指標とする

ことを目的とした。個々の死亡データと日平均気

温をマージさせてデータベースを作成し 2021 年

度は省エネ区分ごとに分類したデータベースを用

いて、下記の知見を得た。 

昨年の分析と同様に、省エネ区分でデータを分

割しても、住宅で亡くなっているグループのほう

が冬季の死亡感度が高く、年齢層が高いほど死亡

感度が高くなった。 

死亡感度における多変量解析の結果、第一四分

位数（低温時）において、年齢層が上がると回帰

係数推定値が減少し、死亡感度に関してはⅧ地域

に近づくにつれ回帰係数推定値が減少した。一方、

外気温の第三四分位数においては、65 歳未満の

年齢層と 85 歳以上の年齢層の比較、Ⅰ地域とⅧ
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地域との差において有意差がみられた。 

化学物質及びダンプネスによる健康リスクの実

態については、以下の知見が得られた。一般家庭

における短期/長期堆積ダストを活用した子ども

のハウスダスト中リン系難燃剤・可塑剤の一日摂

取量に関する研究結果が示された。 

リン酸トリエステル類は難燃性可塑剤として、

火災や燃焼予防のために建材や家具、カーテンや

じゅうたん、壁紙などの内装材、電化製品を含む

様々な製品に添加されるほか、床のワックスや光

沢剤に用いられる。沸点が 240-260℃～380-400℃

の準揮発性有機化合物（Semi-Volatile Organic 

Compounds: SVOC）であり、製品とは化学的には結

合していないため、製品から徐々に染み出し、ハ

ウスダストホコリに吸着することで室内に存在す

る。過去に、分担研究者らはリン系難燃剤とアレ

ルギー症状との関連を報告した。本研究では掃除

機で収集したダスト中濃度と、部屋に堆積したダ

スト中濃度から、子どもの一日摂取量を計算し、

アレルギーとの関連を明らかにすることを目的と

した。 

出生コホート「環境と子どもの健康に関する北

海道研究」に参加する７歳児に自宅の環境訪問調

査への協力を依頼し、91 軒の兄弟姉妹及び双子を

含む 96 人の協力を得た。小学校入学時検診時の身

長と体重に加えて、喘息・アレルギーに関する情

報を ISAAC 調査票から定義した。ダストサンプル

は、居間および子どもの寝室の「床ダスト」と「棚

ダスト」に加えて、居間に 6 か月間設置した「堆

積ダスト」の 3 種類を収集した。リン酸トリエス

テル類 14 化合物の各ダスト中濃度を、LC-MSMS を

用いて国立保健医療科学院で分析した。それぞれ

のダスト中濃度から、一日摂取量（Daily Intake 

（DI））を計算した。多変量解析では、「喘鳴、鼻結

膜炎、湿疹のいずれか一つでもあり」を従属変数、

「性」「世帯収入」「両親いずれかの喫煙あり

（Environmental Tobacco Smoke）」、および「両親

いずれかのアレルギー（喘息、鼻炎、アトピー性皮

膚炎）既往あり」を説明変数として算出した傾向

スコアを用いて調整した。 

全員 7 歳で、身長と体重は平均±標準偏差がそ

れぞれ 119.3±5.44 ㎝、22.78±2.73 ㎏だった。

喘鳴、鼻結膜炎および湿疹の有病はそれぞれ 26 人

（27.1％）、15 人（15.6％）、23 人（24.0％）だっ

た。一日摂取量の中央値が最も高いのは床ダスト

中 TBOEP の 0.3（µg/kg/day）で、最も高い床ダス

ト TDCIPP の最大値は 2.91（µg/kg/day）、床ダスト

TBOEP の最大値は 1.36（µg/kg/day）だった。しか

し、RfD を上回る DI を示した児はいなかった。多

変量解析で調整後、長期堆積ダスト中の TCsP が喘

鳴のリスクを上げ（自然対数 2.7 倍に DI が増加し

た時の Odds Ratio (OR)(95%Confidence Interval 

(CI)は 3.56 (1.11-11.41)、棚ダスト中の TNBP の

OR (95%CI)は 2.45 (1.26-4.79)、棚ダスト中の

TBOEP は 1.90 (1.01、 3.54)、長期堆積ダスト中

の TCsP は 5.34 (1.38-20.72)と統計学的に有意だ

った。 

本研究の限界は、横断研究であり因果関係を示

すことはできない。一方、床ダスト、棚ダストおよ

び堆積ダストから個別に一日摂取量を推計してお

り、実際にはそれらをまとめて摂取しているため、

リスクを過小評価している可能性がある。有意差

が認められた化合物は TBOEP、TNBP および TCsP と

一貫しており、TBOEP は先行研究でもアレルギー

との関連が認められたことから、今後も調査研究

を継続する必要があるといえる。 

 省エネルギー法の普及に伴う室内温熱環境の改

善効果推定のための住宅ストックの断熱水準の推

計では、統計データを組み合わせて、住宅ストッ

クの断熱性能の地域分布を推定する手法の構築を

目指している。断熱性能が高い住宅ストックが増

加すれば、それに伴う室内温熱環境を始めとする

室内環境の質の向上と健康増進効果に期待できる。

本年度は、構築している手法を用いて都道府県別

の 2050 年までの断熱水準(断熱等級 1〜4)の割合

を推計した。住宅ストックの断熱水準割合には地

域性が明確に現れており、戸建住宅を例にすると、

宮城県では 2030 年時点で等級 4 が 41.3%である

のに対し、同じ東北地方に位置する秋田県では、

2030 年で 25.3%に留まっている。このような地域

性は当然、温熱環境の質にも影響するため居住者

の健康リスクにも大きく作用することになる。今
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後、断熱等級に見合った温熱環境を評価するため、

明け方の室温の低下に着目して都道府県別の温熱

環境の水準を定量化する予定である。地域を代表

する定量化指標を用いて明け方の室温を評価し、

これと循環器系疾患との関連性を示唆するエビデ

ンスを引用することにより、健康リスクの変化を

評価する。 

居住リテラシーと健康リスク低減に関する情報

整理について、居住者の健康増進を図るためには

住宅の環境性能を高めることは重要である。現時

点では、住宅関連技術が進歩し施工レベルも向上

しているため、これらを適用することにより、望

ましい環境を構築することができる。しかしなが

ら、断熱性能や設備性能が高くとも、技術の使用

や住まい方に誤りがあれば、意図した環境性能を

発揮することができず、 逆に、環境汚染を招くこ

とが想定される。例えば、 断熱気密性能が高い住

宅において、開放型ストーブを使用すれば、結露

の発生や空気汚染を引き起こすことは容易に想像

できる。 

住宅での健康リスク要因には、先に挙げた空気

汚染によるシックハウス症状やヒートショックに

よる循環器系の疾患、寒冷環境への曝露による低

体温症、過度な温度上昇に伴う熱中症など、いく

つか挙げられる。住宅で適切に住まう知識や行動

を居住リテラシーと定義すると、健康リスクの原

因の多くは、居住リテラシーの欠如が関連してい

ると考えられる。従って、住宅内での健康リスク

を低減させるためには、居住リテラシーの涵養は

不可欠である。 

そこで本研究では、住宅環境の改善には欠かせ

ない居住リテラシーに資する情報を整備すること

を目的とする。特に、既存の住まい方マニュアル

等を調査し、健康リスク低減の観点から見た居住

リテラシーに関する情報を抽出した。 

 

D．総括 

居住に係る健康エビデンスの収集・整理では、

以下の知見が得られた。我国の健康維持増進住宅

研究の成果から、社会経済要因・健康志向行動・室

温の関連構造に関する知見が得られ、海外の動向

に関する調査からは、空気環境、温熱環境と生活

習慣病との関連性が注目される。国内外で、うつ

病発症と日照度の関連、SVOC（準揮発性有機化合

物）、エンドトキシン、が注目され研究が進行して

いる。居住リテラシーについては、居住環境との

関係性の解明が重要とされ、COVID-19 の影響も研

究されている。死亡率が上昇する室温閾値の推計

（既存データとコホートデータリンケージ分析）、

気象データと人口動態統計を用いた疾病による死

亡の季節依存性に関する経時的分析では、外気温

及び室内環境の死亡率への影響が、化学物質及

びダンプネスによる健康リスクの実態では、ダス

トと子供のアレルギーの関係が明らかになりつつ

ある。 

住宅環境の実態と健康影響の分析では、以下の

知見が得られた。省エネルギー法の普及に伴う室

内温熱環境の改善効果推定のための住宅ストック

の断熱水準の推計では、今後の断熱性能の向上を

考慮しても、住宅の室内環境に大きな地域差が続

くことが明らかになり、居住リテラシーと健康リ

スク低減に関する情報整理によって、居住者の健

康増進を図るためには、居住リテラシーの醸成が

必要であることが改めて確認された。 

 以上のエビデンスを基礎として、我国の気象、

住宅の環境性能と居住リテラシーの実態と動向を

踏まえて、健康住宅のガイドラインに向けた取り

まとめを行う。 
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厚生労働科学研究費補助金（循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業） 

分担研究報告書 

 

健康増進に向けた住宅環境整備のための研究 

居住に係る健康エビデンスの収集・整理 

②スマートウェルネス住宅研究開発委員会成果のエビデンス整理 

研究分担者  長谷川 兼一  秋田県立大学 システム科学技術学部 教授 

 

研究要旨 

 スマートウェルネス住宅研究開発委員会（委員長：村上周三、東京大学名誉教授）は、2014 年度か

ら 2019 年度にかけて断熱改修を予定・実施する住宅を対象として、改修前後における居住者の血圧

や活動量等を計測し、住環境の変化に伴う健康への影響を評価している。得られたデータ（改修前後

を対象にした約 1,800 世帯、約 3,600 人を対象）により、①家庭血圧と室温、②健康診断数値と室温、

③過活動膀胱・睡眠障害と室温、④入浴習慣と室温、⑤傷病・症状と室温、⑥身体活動と温熱環境、

⑦社会経済要因・健康志向行動・室温の関連構造、⑧断熱改修方法と室温上昇量、の観点から、住宅

の温熱環境の向上が健康増進に繋がる可能性を示唆する貴重な知見を整理し、社会に発信している。 

A．概要 

 この事業は、一般社団法人日本サステナブル建

築協会が主体となり、全国各地の医学・建築環境

工学の学識者で構成する委員会（委員長：村上周

三、東京大学名誉教授）を構成している。2014 年

度から 2019 年度にかけて断熱改修を予定・実施

する住宅を対象として、改修前後における居住者

の血圧や活動量等を計測し、住環境の変化に伴う

健康への影響を評価している。2020 年度からは長

期コホート調査を開始し、改修 5 年後の状況を把

握するために追跡調査を定期的に実施する計画と

している。調査が終了した直後から得られたデー

タ（改修前後を対象にした約 1,800 世帯、約 3,600

人を対象）を分析し、以下の観点から貴重な知見

を社会に発信している。 

① 家庭血圧と室温 

② 健康診断数値と室温 

③ 過活動膀胱・睡眠障害と室温 

④ 入浴習慣と室温 

⑤ 傷病・症状と室温 

⑥ 身体活動と温熱環境 

⑦ 社会経済要因・健康志向行動・室温の関連構

造 

⑧ 断熱改修方法と室温上昇量 

 ここでは、昨年度に新たに明らかとなった知見

に着目し、それらの概要を示す。 

 

B．調査結果 

B1．家庭血圧と室温 

 「高血圧治療ガイドライン 2019」1)では、生活

習慣の修正に伴う高血圧予防・降圧の効果につい

て防寒の重要性に触れており、高血圧患者に対し

ては冬季の暖房に配慮すべきであることに言及し

ている。特に、日本の住宅ではトイレや浴室・脱衣

所を暖房する習慣がないため、寒冷曝露が懸念さ

れている。そこで、この事業において、防寒・暖房

の科学的根拠を補強するために、家庭血圧と室温

との関連性についての以下の知見が提示された。 

・ 住宅を断熱改修することにより、改修前より

朝 の 最 高 血 圧 3.1mmHg 、 最 低 血 圧 が

2.1mmHg 低下した。また、ハイリスク者(年齢

65 歳以上、男性、塩分 14 点以上、喫煙あり、
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飲酒あり、汗かく運動なし、高血圧通院あり)

ほど、断熱改修による血圧低下効果は大きい。 

・ 朝と夜の室温変化が大きい住宅では血圧の朝

と夜の差が大きい。また、日々の室温変化が大

きい住宅では、血圧の日変動も大きくなる。 

B2．健康診断数値と室温 

健康診断により得られている血中脂質、血糖値、

心電図の結果と室温との関連性が検証された。分

析をあたっては、在宅中の曝露温度を 12℃、18℃

を閾値として、温暖群、準寒冷群、寒冷群の三群

に分け、各群の属性（年齢、性別、食生活など）

を調整した多変量解析が行われた。その結果、以

下の知見が提示された。 

・ 総コレステロール値と Non-HDL コレステロ

ール値は、温暖群と比較して寒冷群が有意に

高く、オッズ比はそれぞれ 1.57、1.60 である。 

・ 温暖群と比較して寒冷群では、心電図異常の

割合が有意に高く、オッズ比は 2.18 である。 

B3．過活動膀胱・睡眠障害と室温 

過活動膀胱とは、尿意切迫感を主症状とし、頻

尿症状を併発する症候群である。日本では、40 歳

以上の 12.4%が症状を有しており、年齢が高いほ

ど有病率は高く、80 歳以上の有病率は 38%程度

まで上昇している。また、寝室での寒さに暴露さ

れることによる睡眠の質の低下が懸念される。そ

こで、断熱改修前後で過活動膀胱と睡眠障害が改

善されたかが検証され、以下の知見が提示された。 

・ 過活動膀胱と室温との関連では、就寝前の室

温が 18℃以上と比較して 12℃未満では、有

病率が 1.4 倍となる。 

・ 睡眠障害は 5 人に 1 人が抱える国民病といわ

れている。睡眠の質は寝室の寒さと乾燥に影

響する可能性が示唆される。 

・ 過活動膀胱の発症は、改修後の冬季就寝前室

温が上昇すると抑制され、室温低下は睡眠障

害の改善を妨げる。 

B4．入浴習慣と室温 

厚生労働省人口動態統計によると、入浴中溺死

者数は交通事故死者数を超えている。この原因の

一つとして、冬季の寒冷な住環境では熱いお湯に

長時間つかるという危険な入浴習慣が挙げられ

ている。そこで、居間と脱衣所の室温に着目した

分析が行われ、以下の知見が提示された。 

・ 居間と脱衣所の冬季の在宅時平均室温が

18℃以上の住宅では、入浴事故リスクが高い

とされる熱めの入浴をする確率が有意に低

い。 

・ 断熱改修による入浴習慣の変化として、入浴

時間の短縮と湯船の湯温の低下が確認され

た。 

B5．傷病・症状と室温 

居間や脱衣室の室温、居間床近傍の室温が高血

圧、関節症、腰痛症、糖尿病との関連性が検証さ

れ、以下の知見が提示された。 

・ 居間が 18℃未満の住宅群では、関節症、腰痛

症、高血圧症、糖尿病、脂質異常症である割

合が有意に高い。 

・ 床近傍室温が 16℃未満の場合、骨折、捻挫、

脱臼の頻度が高くなる可能性がある。 

・ 上下温度差が 1.5℃群に比べて、5.5℃群は糖

尿病であるオッズ比が 1.43、高血圧であるオ

ッズ比が 1.19 である。 

・ 室間温度差が 2.7℃群に比べて、8.0℃群は糖

尿病であるオッズ比が 1.37、高血圧であるオ

ッズ比が 1.25、脂質異常症であるオッズ比が

1.25 である。 

・ 床近傍温度が 3℃低下すると、つまずき、転

倒、骨折、捻挫の頻度が増える。 

・ 室温が上がると風邪、腰痛の頻度が低下する。 

B6．身体活動と温熱環境 

住宅内で座位時間が長くなると、総死亡リスク

が高くなるといわれている。我が国では、コタツ

の使用やトイレや脱衣所のような非居室が寒い

住宅が多いため、座位行動が長時間になる可能性

が高いと推察される。そこで、冬季の暖房使用と

住宅内の座位行動・身体活動との関連性が検討さ

れた。 

・ 断熱性能が低い住宅では、暖房を適切に使用

し、居室・非居室を暖かく保つことで、男女と

も座位行動が抑制され、身体活動を促進させ

る可能性がある。 
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・ 居室では、局所暖房を使用せずに部屋を暖め

る暖房、脱衣所・トイレなどの非居室では、寒

さを我慢せず滞在時のみでも暖房することが

重要である。 

・ 断熱改修により暖房使用に変化が現れ、コタ

ツ・電気カーペットを使用しなくなるととも

に、脱衣所暖房を使用しなくなる割合が高く

なる。 

B7．社会経済要因・健康志向行動・室温の関連構

造 

冬季における住宅内室温と外気温の実態とその

関連性が分析され、以下のことが分かった。 

・ 住宅床近傍室温は床上 1ｍ室温よりも低く、居

間と脱衣所とでは大きな温度較差がある。 

・ 省エネ区分地域4の住宅床近傍室温と床上1m

室温が最も低い可能性が示唆された。 

B8．断熱改修方法と室温上昇量 

断熱改修範囲・費用と室温上昇量の関係性を把

握するため、居間室温に関する分析では改修前後

の調査データに欠落のない 266 世帯、費用対効果

の分析については 133 世帯を対象として分析され

た。現時点では以下のことがわかった。 

・ 開口部の断熱改修に多くの費用を投じるほど、

平均室温が上昇すること、15℃・18℃未満の割

合が減少する。 

 

C．まとめ 

 スマートウェルネス住宅研究開発委員会では、

断熱改修を予定・実施する住宅を対象として、改

修前後における居住者の血圧や活動量等を計測し、

住環境の変化に伴う健康への影響を評価している

その結果、①家庭血圧と室温、②健康診断数値と

室温、③過活動膀胱・睡眠障害と室温、④入浴習慣

と室温、⑤疾病・症状と室温、⑥身体活動と温熱環

境、⑦社会経済要因・健康志向行動・室温の関連構

造、⑧断熱改修方法と室温上昇量、の観点から、住

宅の温熱環境の向上が健康増進に繋がる可能性を

示唆する貴重な知見を整理し、社会に発信してい

る。また、2020 年度からは長期コホート調査を開

始し、改修 5 年後の状況を把握するために追跡調

査を定期的に実施し、知見を蓄積する計画として

いる。 

 

F．研究発表 

１．論文発表 

  なし 

 

２．学会発表 

  なし 

 

G．知的財産権の出願・登録状況（予定を含む） 

１．特許取得 

  なし 

 

２．実用新案登録 

  なし 

 

３．その他 

  なし 
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1） 日本高血圧学会高血圧治療ガイドライン作成

委員会：高血圧治療ガイドライン 2019，高血

圧学会，2019 年 3 月 

2） 一般社団法人 日本サステナブル建築協会：

スマートウェルネス住宅等推進調査事業 報

告書，2022 年 3 月 
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厚生労働科学研究費補助金（循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業） 

分担研究報告書 

 

健康増進に向けた住宅環境整備のための研究 

健康増進に関わる住宅環境に関する国際機関の動向と関連文献等の調査 

 

分担研究者  東 賢一  近畿大学 医学部 准教授 

 

研究要旨 

住環境による居住者の健康影響として、主として室内環境化学物質に起因するシックハウス症候群

や化学物質過敏症、真菌・ダニ等によるアレルギー疾患、室内温度に起因する高血圧、脂質異常症、

虚血性心疾患、脳血管障害等の多様な疾病が示唆されている。本分担研究では、主として生活習慣病

等に関わる住宅環境要因について、世界保健機関（WHO）の動向や関連文献を収集・整理し、これら

のエビデンスに関わる情報をとりまとめた。WHO のガイドラインの状況としては、2021 年 9 月に

空気質ガイドラインをアップデートしたことが大きな動きであった。粒子状物質（PM2.5、PM10）、オ

ゾン、二酸化窒素、二酸化硫黄、一酸化炭素の空気質ガイドラインが最新の科学的知見に基づき改正

された。また、諸外国の空気質ガイドラインの状況として、ドイツ、カナダ、フランスを調査したと

ころ、2021 年度にドイツでは、メタクリル酸メチル、ベンゾ-a-ピレン、アセトン、2-プロパノール、

一酸化炭素、塩化ビニルの指針値が新たに設定され、カナダではアクロレインと二酸化炭素に室内空

気質ガイドラインが設定された。フランスでは新たに設定された室内空気質ガイドラインはなかっ

た。その他では、WHO が 2018 年に公表した環境騒音ガイドライン、2016 年と 2017 年に公表した

生活習慣病と緑化環境（Greenness）に関する報告書をとりまとめた。環境騒音では、近年、夜間騒

音と不眠症、認知力の低下、高血圧、心筋梗塞、精神疾患との関係が示唆されており、環境騒音によ

る心血管系や代謝系への影響に関するより強いエビデンスの存在が示唆されたことから、騒音源別に

ガイドラインが公表されている。緑化環境については、都市の緑化空間の有益な効果として、メンタ

ルヘルスの改善、循環器疾患の有病率や死亡率・肥満・２型糖尿病リスクの低減、妊娠における悪影

響の改善に関して利用可能なエビデンスがあると報告している。また、これらの効果をもたらすメカ

ニズムとしては、心理的なリラックス効果、ストレス軽減、身体活動の増加、空気汚染・騒音・暑熱

曝露の低減があると報告している。また、諸外国の温熱環境基準に関する調査を行った。カナダ・ト

ロント公衆衛生局とイギリス公衆衛生局（現、英国保健安全保障庁）は、夏期の室内温度として 26℃

以下を求めている。特にトロントの基準は、トロントにおける外気温と死亡率及び救急医療の増加と

の関係から 26℃の最大基準を導出している。 
 

A．研究目的 

住宅環境による居住者の健康影響としては、室

内環境化学物質に起因するシックハウス症候群、

真菌・ダニ等によるアレルギー疾患、室内温度に

起因する高血圧、脂質異常症、虚血性心疾患、脳血

管障害等の多様な疾病が示唆されている。このう

ち室内環境化学物質については、国際機関や国内

外で室内空気中濃度の指針値設定等の対応がとら

れてきた。しかしながら、引き続き課題が残され

ており、国内外で取り組みが進められている。ま
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た、世界保健機関（WHO）は 2018 年に「住宅と

健康のガイドライン（ Housing and Health 

Guidelines）」を公表し、過剰な暑さや寒さ（excess 

heat and cold）、住居内の過密性（感染症対策）

（crowding）、住居内のアクセスのしやすさ（バリ

ア フ リ ー な ど の 高 齢 者 や 障 害 者 対 応 ） : 

（ accessibility of housing for people with 

functional impairments）、傷害要因に対する安全

性（ベランダの手すり、階段の落差など）: （home 

injury）に関するガイドラインを作成した。 

本分担研究では、主として生活習慣病等に関わ

る住宅環境要因について、WHO の動向や関連文

献を収集・整理し、これらのエビデンスに関わる

情報をとりまとめる。 

 

B．研究方法 

国際機関や国内外の住宅環境要因に関する報告

書、関連学会の資料、関連論文をインターネット

および文献データベースで調査した。 

 

（倫理面での配慮） 

本研究は、公表されている既存資料を中心とし

た情報収集を行った後、それらの整理を客観的に

おこなうものであり、特定の個人のプライバシー

に係わるような情報を取り扱うものではない。資

料の収集・整理にあたっては、公平な立場をとり、

事実のみにもとづいて行う。本研究は、動物実験

および個人情報を扱うものではなく、研究倫理委

員会などに諮る必要のある案件ではないと判断し

ている。 

 

C．研究結果及び考察 

C1．WHO 及び諸外国の空気質ガイドライン 

1）WHO の空気質ガイドラインの改正 

WHO は 2005 年に粒子状物質（PM2.5、PM10）、

オゾン、二酸化窒素、二酸化硫黄の空気質ガイド

ラインを公表していた（表１－１）。WHO の空気

質ガイドラインは屋外大気と室内空気に適用され

る。その後、2010 年に室内空気質ガイドラインが

設定された一酸化炭素を含めて喫緊にガイドライ

ンを改正する優先候補物質とし、近年のエビデン

スのレビューを行い、2021 年 9 月にこれらの物質

のガイドラインをアップデートした（表１－２）。 

粒子状物質と二酸化窒素においては、長期間曝

露（年平均値等）では全死亡（不慮の事故を除く）

を指標とし、5 パーセンタイル値を導出して空気

質ガイドラインを設定した。また、短期間曝露（日

平均等）では、1 日の全死亡（不慮の事故を除く）

を指標とし、年平均値の空気質ガイドラインに合

致する日平均濃度の 99 パーセンタイル値を推算

し、その値をもとに空気質ガイドラインを設定し

た。 

オゾンでもピーク季節のガイドラインについて

は、全死亡（不慮の事故を除く）を指標とし、5 パ

ーセンタイル値を導出して空気質ガイドラインを

設定した。 

二酸化硫黄と一酸化炭素では、24 時間平均のガ

イドラインに対して、それぞれ 1 日の喘息による

入院や救急搬送・全死亡（不慮の事故除く）・呼吸

器疾患死亡、入院と心筋梗塞による死亡を指標と

して空気質ガイドラインを設定した。 

2）諸外国の室内空気質ガイドライン 

住宅の室内空気質に対する疾病および健康障害

の予防策として、諸外国では室内空気質ガイドラ

インの作成に重点が置かれている。目標となる気

中濃度を設定し、それを目指した発生源対策等を

行うアプローチである。2021 年度においては、ド

イツ連邦環境庁がメタクリル酸メチル、ベンゾ-a-

ピレン、アセトン、2-プロパノール、一酸化炭素、

塩化ビニルの室内空気質ガイドラインを公表した

（表２－１）。一酸化炭素は、WHO の空気質ガイ

ドラインを踏まえて改正したものである。ベンゾ-

a-ピレンと塩化ビニルは閾値のない発がん物質と

評価し、100 万分の 1 及び 10 万分の 1 の過剰発

がんリスクに対応する濃度を設定している。 

カナダ保健省では、アクロレインと二酸化炭素
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の室内空気質ガイドラインを公表した（表２－２）。

フランスの ANSES については、2021 年度に新た

に公表された室内空気質ガイドラインはなかった。 

3）WHO の環境騒音ガイドライン 

昨年度の分担研究報告書において、騒音のガイ

ドラインの報告を行っていなかったため、今年度

に報告を行う。 

住居内の典型的な騒音による人への影響は、旧

来より、睡眠妨害、アノイアンス（迷惑）、会話妨

害に焦点があてられており、1999 年に WHO は都

市騒音のガイドラインを公表した。しかしながら、

近年、夜間騒音と不眠症、認知力の低下、高血圧、

心筋梗塞、精神疾患との関係が示唆されてきたこ

とから、WHO 欧州事務局は 2009 年に夜間騒音の

ガイドラインを公表した。このガイドラインでは、

睡眠妨害と不眠症等に関する最小悪影響レベルに

基づいて、家屋正面の屋外夜間騒音レベルの年平

均値として 40 dB を勧告した。また、55 dB を超

えると心血管系疾患のリスクが増大することも勧

告した。その後、環境騒音による心血管系や代謝

系への影響に関するより強いエビデンスの存在、

道路交通騒音、鉄道騒音、航空機騒音とともに新

たな騒音源を考慮（風力発電騒音、娯楽騒音）する

必要があることを踏まえて、2018 年に騒音源別に

環境騒音のガイドラインを公表した（表３－１）。 

C2. 諸外国における室内温熱環境基準 

昨年度の分担研究報告書において、WHO が

2018 年に公表した室内温度に対するガイドライ

ン（住宅と健康ガイドライン）を報告した。今年度

は、諸外国における室内温熱環境基準をレビュー

した。 

ASHRAE（アメリカ暖房冷凍空調学会）が温熱

快適性を指標として、住宅の室温として 19.4°C

～27.8°C（67°F～82°F）を勧告しているが、

疾病や健康障害を影響指標としたものではなかっ

た。 

フィンランド環境省は、建築基準法において、

建物の室温は居住者にとって快適であるべきで、

悪影響を及ぼすべきではないとしたうえで、暖房

期の室温の設計値 21℃を設定している。 

中国では国家環境保護総局が夏場 22～28℃、冬

場 16～24℃の室内空気質基準を設定している。 

カナダ・トロント公衆衛生局では、トロント市

法 497 章（暖房）において、9 月 15 日～6 月 1 日

の間は住居内の全てのエリアにおいて、最小温度

を 21℃に維持管理するよう求めている。また、629

章（不動産の基準）において、6 月 2 日～9 月 14

日の間は、室内温度を 26℃以下に維持管理するよ

う空調機器を稼働させるよう求めている。夏期の

最大温度 26℃の基準に関しては、カナダのトロン

ト公衆衛生局が 2015 年 6 月に集合住宅における

暑熱による健康リスク低減の検討を進め、トロン

トにおける外気温と死亡率及び救急医療の増加と

の関係から 26℃の最大基準を 2015 年 11 月に導

出している（図４－１）。 

イギリス公衆衛生局（現、英国保健安全保障庁）

は、夏期の猛暑における備えとして、6 月 1 日～9

月 15 日までの間、高齢者が居住する介護施設や医

療機関では、室温を 26℃以下に維持するよう求め

ている）。また、住宅における冬期の室温について

は、適切な着衣で座りがちな生活の居住者では、

健康リスクを最小限に抑えるために少なくとも

18℃に室内を暖房するよう勧告している。日中

18℃以上の室温を維持することは、特に 65 歳以

上の高齢者には重要で、乳幼児突然死症候群

（SIDS）のリスク低減にも寄与すると述べている。

また、夜間 18℃以上の室温を維持する（十分な寝

具、寝間着、ブランケット、補助暖房器具を使用す

ることとあわせて）ことは 65 歳以上の高齢者の健

康を守るには有益であろうと述べている。 

C3. 生活習慣病と緑化環境（Greenness） 

近年、住宅環境として、住宅周辺の緑化環境が

生活習慣病（循環器疾患、悪性腫瘍等）のリスク低

減に関与することを示唆する疫学研究が欧米諸国

で報告されている。住環境による健康増進に向け

た新たな分野として、このことに関する疫学研究
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のレビューを昨年度行った。昨年度に WHO の報

告書を記載していなかったので、今年度に報告す

る。 

WHO は、2016 年にエビデンスのレビュー結果

を報告している。それによると、都市の緑化空間

の有益な効果としては、1）メンタルヘルスの改善、

2）循環器疾患の有病率や死亡率・肥満・２型糖尿

病リスクの低減、3）妊娠における悪影響の改善に

関して利用可能なエビデンスがあると報告してい

る。また、これらの効果をもたらすメカニズムと

しては、心理的なリラックス効果、ストレス軽減、

身体活動の増加、空気汚染・騒音・暑熱曝露の低減

があると報告している。 

その後、WHO は専門家会合を行った結果を報

告している。それによると、都市環境における緑

化空間による介入は、肥満、循環器系への影響、精

神保健福祉に関するさまざまな公衆衛生上の取り

組みを支援する。しかしながら、健康や福祉や公

平性に対する介入効果に関する知見は限定的であ

ると報告している。 

 

D．総括 

WHO のガイドラインの状況としては、2021 年

9 月に空気質ガイドラインをアップデートしたこ

とが大きな動きであった。粒子状物質（PM2.5、

PM10）、オゾン、二酸化窒素、二酸化硫黄、一酸化

炭素の空気質ガイドラインが最新の科学的知見に

基づき改正された。また、諸外国の空気質ガイド

ラインの状況として、ドイツ、カナダ、フランスを

調査したところ、2021 年度にドイツでは、メタク

リル酸メチル、ベンゾ-a-ピレン、アセトン、2-プ

ロパノール、一酸化炭素、塩化ビニルの指針値が

新たに設定され、カナダではアクロレインと二酸

化炭素に室内空気質ガイドラインが設定された。

フランスでは新たに設定された室内空気質ガイド

ラインはなかった。 

その他では、WHO が 2018 年に公表した環境騒

音ガイドライン、2016 年と 2017 年に公表した生

活習慣病と緑化環境（Greenness）に関する報告書

を報告した。環境騒音では、近年、夜間騒音と不眠

症、認知力の低下、高血圧、心筋梗塞、精神疾患と

の関係が示唆されており、環境騒音による心血管

系や代謝系への影響に関するより強いエビデンス

の存在が示唆されたことから、騒音源別にガイド

ラインが公表されている。緑化環境については、

都市の緑化空間の有益な効果として、メンタルヘ

ルスの改善、循環器疾患の有病率や死亡率・肥満・

２型糖尿病リスクの低減、妊娠における悪影響の

改善に関して利用可能なエビデンスがあると報告

している。また、これらの効果をもたらすメカニ

ズムとしては、心理的なリラックス効果、ストレ

ス軽減、身体活動の増加、空気汚染・騒音・暑熱曝

露の低減があると報告している。 

また、諸外国の温熱環境基準に関する調査を行

った。カナダ・トロント公衆衛生局とイギリス公

衆衛生局（現、英国保健安全保障庁）は、夏期の室

内温度として 26℃以下を求めている。特にトロン

トの基準は、トロントにおける外気温と死亡率及

び救急医療の増加との関係から 26℃の最大基準

を導出している。 
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G．知的財産権の出願・登録状況（予定を含む） 

１．特許取得 

  なし 

 

２．実用新案登録 

  なし 

 

３．その他 

  なし 
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詳細データ 
 

１．WHO 空気質ガイドラインの改正とその経緯 

WHO 欧州は、欧州空気質ガイドライン第 2 版（WHO Europe, 2000）を公表後、2002 年から

2004 年にかけて欧州地域で調査した報告等に基づき、2005 年に粒子状物質、オゾン、二酸化窒

素、二酸化硫黄の空気質ガイドラインの改正作業を行い、グローバル・アップデートとして公表

した（WHO Europe, 2006）。特に発展途上国では、固形燃料の燃焼から生じるこれらの汚染物質

によって、毎年多くの死亡者が発生している。本アップデートは、これらの汚染物質による公衆

衛生問題に対処するために作成された。このガイドラインは、欧州諸国のみならず、世界中の国々

におけるリスク評価や政策立案において利用されるよう、WHO 本部からも公表された（WHO, 

2006）。表１－１にグローバル・アップデートのガイドラインを示す。 

 

表１－１ WHO の空気質ガイドライン 2005 年グローバル・アップデート 

汚染物質 ガイドライン値(μg/m3) 曝露時間 

PM2.5 25 24 時間平均値 

10 年間平均値 

PM10 50 24 時間平均値 

20 年間平均値 

オゾン 100 8 時間平均値 

二酸化窒素 200 1 時間平均値 

40 年間平均値 

二酸化硫黄 500 10 分間平均値 

 20 24 時間平均値 

 

WHO ではその後、さらにその後のエビデンスのレビューを 2015 年に実施し、10 月にボンで開

催された専門家会合でその評価結果を公表した（WHO, 2016）。そして、2017 年度に公表された

WHO のガイドラインに関する資料の中で、粒子状物質（PM10、PM2.5）、二酸化窒素、二酸化硫黄、

一酸化炭素に関する短時間曝露と長時間曝露のガイドラインのアップデートを今後実施すると報

告している（WHO, 2017）。 

2018 年 10 月 30 日から 11 月 1 日にかけてスイスのジュネーブで開催された「大気汚染と健康

に関する世界会合：FIRST GLOBAL CONFERENCE ON AIR POLLUTION AND HEALTH: Improving 

Air Quality, Combatting Climate Change – Saving Lives」においては、2016 年以降空気質ガイドライ

ンのアップデートを進めており、粒子状物質、二酸化窒素、オゾン、二酸化硫黄、一酸化炭素、自

然起源のミネラルダストのガイドラインを現在検討中と報告していた（WHO, 2018）。自然起源の

ミネラルダストは、粒子状物質に関連して、砂漠のダストを意図しているようであった。 

WHO がこれほど空気質ガイドラインの検討に集中している背景としては、空気汚染による人

への影響が世界的に深刻であると考えているからである。WHO によると、大気汚染（主として微

小粒子状物質：PM2.5）が世界的に拡大を続けているため、循環器疾患（脳卒中や虚血性心疾患な
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ど）、肺がん、呼吸器疾患などで年間約 700 万人が死亡していると試算しており、それは世界の死

亡者の 8 人に 1 人に相当し、世界の人口の約 90%が汚染された大気の中で生活し、深刻な状況に

あると WHO は指摘している（WHO, 2014; WHO, 2018a）。また、2012 年の推計値では、室内空気

汚染で約 430 万人、大気汚染で約 370 万人と推計していたが（WHO, 2014）、2018 年の報告書で

は、2016 年の推計値として室内空気汚染で約 380 万人、大気汚染で約 420 万人と推計している

（WHO, 2018b; WHO, 2018c）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１－１ 空気汚染による疾病別の死因の比率 

 

WHO は、その後空気質ガイドラインの再評価を進め、2021 年 9 月 22 日に空気質ガイドライン

の改正を公表した（WHO, 2021a）。粒子状物質（PM2.5、PM10）、オゾン、二酸化窒素、二酸化硫黄、

一酸化炭素の空気質ガイドラインが最新の科学的知見に基づき改正された。表１－２に改正され

た空気質ガイドラインとその設定根拠を示す。WHO は、PM2.5の新たなガイドラインが全ての国

で達成されれば、PM2.5 に関連する死亡の約 80%が回避できると試算している（WHO, 2012b）。 
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表１－２ WHO の新しい空気質ガイドライン 2021 年 

物質 アセスメントの概要 空気質ガイドライン キー研究 

PM2.5 全死亡（不慮の事故を除く）について、最も

低濃度で影響が観察された 5 つの研究の 5

パーセンタイル値が 3.0 μg/m³ (Pinault et al., 

2016), 3.2 μg/m³ (Cakmak et al., 2018), 3.5 

μg/m³ (Pinault et al., 2017), 4.8 μg/m³ 

(Villeneuve et al., 2015) and 6.7 μg/m³ 

(Weichenthal et al., 2014)であり、これらの平

均値が 4.2 μg/m³となった。PM2.5の影響がみ

られなかった Villeneuve et al., 2015 と

Weichenthal et al., 2014 を除くと平均値が 4.9 

μg/m³となった。これらの結果から出発点を

4.2–4.9 μg/m³ PM2.5とし、年平均値を 5 μg/m³

としている。 

5 μg/m3（年平均値） Pinault et al., 2016 、

Cakmak et al., 2018、

Pinault et al., 2017 、

Villeneuve et al., 2015、

Weichenthal et al., 2014 

1 日の全死亡（不慮の事故を除く）を指標と

し、年平均値のガイドライン 5 μg/m3に合致

する日平均濃度の99パーセンタイル値を推

算し、Liu et al., 2019 のデータから年平均値

の 3 倍の値を導出した。 

15 μg/m3（24 時間平

均値） 

Liu et al., 2019 

PM10 全死亡（不慮の事故を除く）について、最も

低濃度で影響が観察された 5 つの研究の 5

パーセンタイル値が 13.7 μg/m³ (Beelen et al., 

2014), 15.0 μg/m³ (Bentayeb et al., 2015), 15.1 

μg/m³ (Puett et al., 2008), 15.9 μg/m³ (Carey et 

al., 2013) and 16.0 μg/m³ (Hart et al., 2011)であ

り、これらの平均値が 15.1 μg/m³となった。

そこで年平均値を 15 μg/m³としている。 

15 μg/m3（年平均値） Beelen et al., 2014、 

Bentayeb et al., 2015、 

Puett et al., 2008、 

Carey et al., 2013、 

Hart et al., 2011 

1 日の全死亡（不慮の事故を除く）を指標と

し、年平均値のガイドライン 15 μg/m3 に合

致する日平均濃度の99パーセンタイル値を

推算し、Liu et al., 2019 のデータから年平均

値の 3 倍の値を導出した。 

45 μg/m3（24 時間平

均値） 

Liu et al., 2019 

オゾン 全死亡（不慮の事故を除く）について、最も

低濃度で影響が観察された 3 つの研究のピ

ーク季節の 5 パーセンタイル値が 55 μg/m³ 

(Weichenthal, Pinault & Burnett, 2017), 56 

60 μg/m3（8 時間平均

値、ピーク季節[平均

値が高濃度の 6 ヶ月

間]） 

Weichenthal, Pinault & 

Burnett, 2017、Cakmak 

et al., 2018、Di et al., 

2017 
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μg/m³ (Cakmak et al., 2018) and 68 μg/m³ (Di et 

al., 2017a)であり、これらの平均値が 60、ま

たは 64 μg/m³となった。そこでピーク季節

の 8 時間平均値を 60 μg/m³としている。 

全死亡（不慮の事故を除く）を指標とし、6

ヶ月のピーク値ガイドライン 60 μg/m³が年

平均値 48.7 μg/m³に相当すると計算し、日平

均値の 99 パーセンタイルと 8 時間日最大値

への換算を行い、8 時間日最大値を 100 

μg/m³としている。 

100 μg/m3（8 時間の

日最大値） 

Vicedo-Cabrera et al. 

2020 、 Turner et al., 

2016、de Hoogh et al., 

2018 

二酸化窒素 全死亡（不慮の事故を除く）について、最も

低濃度で影響が観察された 5 つの研究の 5

パーセンタイル値が 7.3 μg/m³ (Tonne & 

Wilkinson, 2013), 8.3 μg/m³ in two separate 

studies (Hart et al., 2011, 2013), 9.6 μg/m³ 

(Turner et al., 2016) and 10.3 μg/m³ (Carey et al., 

2013 であり、これらの平均値が 8.8 μg/m³と

なった。そこで年平均値を 10 μg/m³として

いる。 

10 μg/m3（年平均値） Tonne & Wilkinson, 

2013、Hart et al., 2011, 

2013 、 Turner et al., 

2016、Carey et al., 2013 

1 日の全死亡（不慮の事故を除く）を指標と

し、年平均値のガイドライン 10 μg/m3 に合

致する日平均濃度の99パーセンタイル値を

推算し、Liu et al., 2019 のデータから年平均

値の 2.5 倍の値を導出した。 

25 μg/m3（24 時間平

均値） 

Liu et al., 2019 

 200 μg/m3（1 時間平

均値）* 

改正なし 

二酸化硫黄 1 日の喘息による入院や救急搬送、全死亡

（不慮の事故除く）、呼吸器疾患死亡を指標

とし、30 μg/m³の日平均濃度の増加分を算出

し、10 μg/m³の年平均濃度に加算して 24 時

間平均値 40 μg/m³、または 99 パーセンタイ

ル値と年平均値との差を 4 倍と推算して 24

時間平均値 40 μg/m³としている。 

40 μg/m3（24 時間平

均値） 

Liu et al., 2019、Zheng 

et al. 2021、Orellano, 

Reynoso & Quaranta 

2021 

 500 μg/m3（10 分平均

値）* 

改正なし 

一酸化炭素 入院と心筋梗塞による死亡を指標とし、中

央値 1.15 mg/m³を観察された最も低濃度と

4 mg/m3（24 時間平均

値） 

Lee et al. 2020 
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し、相対リスク 1.019 を用いて心筋梗塞が

5.4%増となる日平均濃度として 4 mg/m³を

導出している。 

 10 mg/m3（8 時間平均

値）* 

35 mg/m3（1 時間平均

値）* 

100 mg/m3（15 分平均

値）* 

改正なし 

* 改正されず現状維持とされたガイドライン 
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２．諸外国における室内空気質ガイドラインの設定状況 

住宅の室内空気質に対する疾病および健康障害の予防策として、諸外国では室内空気質ガイド

ラインの作成に重点が置かれている。目標となる気中濃度を設定し、それを目指した発生源対策

等を行うアプローチである。本報告書では、ドイツ連邦環境庁とカナダ保健省が 2021 年度に設

定した室内空気汚染物質のガイドラインを報告する。最終年度の令和 4 年度は、全ての物質をと

りまとめて報告する予定である。 

 

２－１．ドイツ連邦環境庁の室内空気質ガイドライン 

2021 年度に公表された室内空気質ガイドラインは、メタクリル酸メチル（IRK, 2021a）、アセト
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ン（IRK, 2021b）、2-プロパノール（IRK, 2021c）、ベンゾ-a-ピレン（IRK, 2021d）、塩化ビニル（IRK, 

2021e）、一酸化炭素（IRK, 2021f）であった。各物質の室内空気質ガイドラインを表２－１に示す。 

 

表２－１ ドイツ連邦環境庁の室内空気質ガイドライン（2021 年度） 

物質 エンドポイント等 指針値 キー研究 

メタクリル
酸 メ チ ル
(CAS no. 

80-62-6) 

ラットの吸⼊慢性毒
性試験における嗅上
⽪の変性 

・指針値 II：2.1 mg/m3 

・指針値 I：1.1 mg/m3 

Hazleton (1979), 
Lomax et al. (1992, 
1997) from Ref. IRK 
2020a 

ア セ ト ン
(CAS no. 

67-64-1) 

マウスの吸⼊発達毒
性試験における胎児
の⾻化の減少 

・指針値 II：160 mg/m3 

・指針値 I： 53 mg/m3 

Mast et al., 1988; 
NTP, 1988 from Ref. 
IRK 2020b 

2-プロパノ
ー ル (CAS 

no. 67-63-0) 

ラットの吸⼊慢性毒
性試験における腎臓
傷害 

・指針値 II：45 mg/m3 

・指針値 I：22 mg/m3 

Burleigh-Flayer et al. 
1997 from Ref. IRK 
2020c 

ベ ン ゾ -a-

ピレン 

職業性曝露の疫学調
査に基づく過剰肺が
んリスク 

100 万分の 1 の過剰発がんリスク
に対応する濃度として約 0.033 

ng/m3 

 

10 万分の 1 の過剰発がんリスク
に対応する濃度では約 0.33 ng/m3 

 

指針値としては、ドイツの実態
調査（von Neumann et al., 2020 

from IRK 2021d）から、居間で 0.79 

ng/m3 が 95 パーセンタイル値で
あったことから、0.8 ng/m3 を暫定
的に勧告 

Armstrong et al. (2003, 

2004) from IRK 2021d 

塩化ビニル 職業性曝露の疫学調
査に基づく肝臓の⾎
管⾁腫のリスク 

100 万分の 1 の過剰発がんリスク
に対応する濃度として 2.3 μg/m3 

 

10 万分の 1 の過剰発がんリスク
に対応する濃度では 23 μg/m3 

DFG (2019) from 
Ref. IRK 2020e 

⼀酸化炭素 WHO の空気質ガイ
ドラインに準じる 

4 mg/m3（24 時間平均値） 

10 mg/m3（8 時間平均値） 

35 mg/m3（1 時間平均値） 

100 mg/m3（15 分平均値） 

WHO (2021) 



 
- 30 - 

※指針値 II（RW II）は、既知の毒性および疫学的な科学的知見に基づき定められた値であり、不確実性が考慮さ

れている。RW II を越えていたならば、特に、長時間在住する感受性の高い居住者の健康に有害となる濃度とし

て、即座に濃度低減のための行動を起こすべきと定義されている。指針値 I（RW I）は、長期間曝露したとして

も健康影響を引き起こす十分な科学的根拠がない値である。従って、RW I を越えていると、健康上望ましくな

い平均的な曝露濃度よりも高くなるため、予防のために、RW I と RW II の間の濃度である場合には行動する必

要があると定義されている。RW I は、RW II に不確実係数 10 を除した値、つまり RW II の 10 分の 1 の値が定

められている。不確実係数 10 は慣例値を使用している。RW I は、改善の必要性を示す値としての役割を果たす

ことができる。可能であれば、RW I の達成を目指すのではなく、それ以下の濃度に維持することを目指すべき

であるとされている。 

 

２－２．カナダ保健省 

カナダ保健省は、居住環境用の室内空気質ガイドラインを公表している（Health Canada, 2021a）。

2021 年度、アクロレイン（Health Canada, 2021b）と二酸化炭素（Health Canada, 2021c）の室内空

気質ガイドラインを公表した。 

 

表２－２ カナダ保健省の室内空気質ガイドライン（2021 年度） 

物質 キー研究 ガイドライン Ref. 

アクロレイ
ン 

ヒトの眼の刺激 短時間（1 時間） 

38 μg/m3 

Dwivedi et al. 

(2015) 

ラットの⿐腔の嗅上⽪の変性 ⻑時間（24 時間） 

0.44 μg/m3 

Dorman et al. 

(2008) 

⼆酸化炭素 近年の疫学研究や実験研究によって、⼆酸
化炭素濃度の増加と、粘膜や呼吸器系（⽬
の刺激、喉の痛み、喉の渇き、⿐づまりや
⿐⽔、くしゃみ、咳、⿐炎など）への影響
や⽣産性（意思決定、課題の成果、試験成
績など）の低下、神経⽣理学的症状（頭痛、
疲労、倦怠感、めまい、集中困難など）に
関するリスクの増加に関する報告がある。
これらの因果関係に関する証拠は⼗分で
はないが、1000ppm 以上でこれらの影響の
⼤半が報告されている。従って、室内空気
質に対する改善度合いを認識する、あるい
は健康に対する有益性を鑑みると、1000 

ppm は曝露限界値として適切であると判
断した。 

⻑時間（24 時間） 

1000 ppm (1800 mg/m3) 

Health Canada 

(2021c) 
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３．WHO による環境騒音のガイドライン 

昨年度の分担研究報告書において、騒音のガイドラインの報告を行っていなかったため、今年

度に報告を行う。住居内の典型的な騒音による人への影響は、旧来より、睡眠妨害、アノイアン

ス（迷惑）、会話妨害に焦点があてられており、1999 年に WHO は都市騒音のガイドラインを公

表した（WHO, 1999）。しかしながら、近年、夜間騒音と不眠症、認知力の低下、高血圧、心筋梗
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塞、精神疾患との関係が示唆されてきたことから、WHO 欧州事務局は 2009 年に夜間騒音のガイ

ドラインを公表した（WHO Europe, 2009）。このガイドラインでは、睡眠妨害と不眠症等に関す

る最小悪影響レベルに基づいて、家屋正面の屋外夜間騒音レベルの年平均値として 40 dB を勧告

した。また、55 dB を超えると心血管系疾患のリスクが増大することも勧告した。その後、以下

の点から既往のガイドラインを見直し、2018 年に騒音源別に環境騒音のガイドラインを公表した

（WHO Europe, 2018）。 

 

 環境騒音による心血管系や代謝系への影響に関するより強いエビデンスの存在 

 道路交通騒音、鉄道騒音、航空機騒音とともに新たな騒音源を考慮（風力発電騒音、娯楽騒音） 

 エビデンスの評価に標準的なアプローチを使用 

 騒音曝露と健康アウトカムのリスクの関係に関するエビデンスのシステマティックレビュー 

 健康影響を評価するにあたり長期間の騒音の平均曝露指標を使用 

 

WHO では、1)心血管系と代謝系への影響、2)アノイアンス（迷惑）、3)睡眠への影響、4)認知機

能障害、5)聴覚障害と耳鳴、6)出生への影響、7)生活の質、精神健康、福祉、8)騒音低減の介入効

果の 8 つのシステマティックレビューを行い、表３－１に示すガイドラインを公表した。 

 

表３－１ 環境騒音のガイドライン（家屋正面の屋外騒音レベルの平均値） 

 昼間 夜間（睡眠障害） 

道路交通騒音 53 dB（L
den
） 45 dB（L

night
） 

鉄道騒音 54 dB（L
den
） 44 dB（L

night
） 

航空機騒音 45 dB（L
den
） 40 dB（L

night
） 

風力発電騒音 45 dB（L
den
） 現時点は設定不可 

娯楽騒音（ナイトクラブ、パ

ブ、フィットネス、スポーツイ

ベント、コンサート、音楽イベ

ント、音楽鑑賞（ヘッドホン）

など） 

年平均 70 dB（Laeq,24h） 

 

 

Lden:昼夕夜時間帯補正等価騒音レベル 

Lnight：夜間の等価騒音レベル（Laeq） 

 

WHO (1999) Guidelines for community noise. World Health Organization, Geneva. 

WHO Europe (2009) Night noise guidelines for Europe. World Health Organization Regional 

Office for Europe, Copenhagen. 

WHO Europe (2018) Environmental Noise Guidelines for the European Region. World Health 

Organization Regional Office for Europe, Copenhagen. 
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４．室内温熱環境基準のレビュー 

昨年度の分担研究報告書において、WHO が 2018 年に公表した室内温度に対するガイドライン

（住宅と健康ガイドライン）を報告した。今年度は、諸外国における室内温熱環境基準をレビュ

ーし報告する。 

諸外国における室内温熱環境基準は、主として公共施設、オフィス事務所などの職場を対象と

したものが大半である（池田ら, 2006）。以下、住宅が対象となっている諸外国の温熱環境基準を

概説する。 

 

４－１．ASHRAE（アメリカ暖房冷凍空調学会） 

ASHRAE Standard 55-2017において、温熱快適性を指標として、住宅の室温として19.4°C～27.8°C

（67°F～82°F）を勧告している（ANSI/ASHRAE, 2017; ASHRAE, 2022）。 

 

４－２．フィンランド環境省 

環境省（Ministry of the Environment）の住宅建築局（Housing and Building Department）が所管し

ている建築基準法（National building code）の 1009/2017 Decree of the Ministry of the Environment on 

the Indoor Climate and Ventilation of New buildings に温熱環境基準が規定されている（ME, 2017）。

これは建物を対象とした法律である。建物の室温は居住者にとって快適であるべきで、悪影響を

及ぼすべきではないとしたうえで、暖房期の室温の設計値 21℃を設定している。 

 

４－３．中国 

2002 年 11 月 19 日、国家環境保護総局（State Environmental Protection Administration: SEPA）、衛

生部（Ministry of Health）、国家品質監督検査検疫総局（General Administration of Quality Supervision , 

Inspection and Quarantine）の３つの行政機関が共同で室内空気質基準（GB／T18883-2002）を公布

した（SEPA, 2002）。この基準は 2003 年 3 月 1 日に施行された。住宅とオフィスの室内空気質に

対する評価に適用され、室内空気質基準、室内空気試料採取、モニタリング方法が規定されてい

る。この基準のうち温熱環境に関わる基準を表３－１に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表４－１ 室内空気質基準 ―温熱環境因子のみ抜粋― 

項目 単位 基準 備考

22-28 (夏) 夏の空調

16-24 (冬) 冬の暖房

40-80 (夏) 夏の空調

30-60 (冬) 冬の暖房

0.3 (夏) 夏の空調

0.2 (冬) 冬の暖房

風量 m3／(h･人) 30

m／s

℃

%RH

室温

相対湿度

気流速度
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４－４．カナダ・トロント公衆衛生局 

トロントでは、トロント市法（City of Toronto by-law）497 章（暖房）において、9 月 15 日～

6 月 1 日の間は住居内の全てのエリアにおいて、最小温度を 21℃に維持管理するよう求めている

（Landlord shall ensure that a minimum air temperature of 21 degrees Celsius is maintained 

in all areas of the dwelling unit from September 15 in each year to June 1 in the following 

year.）（Toronto, 2018）。また、629 章（不動産の基準）において、6 月 2 日～9 月 14 日の間は、

室内温度を 26℃以下に維持管理するよう空調機器を稼働させるよう求めている（All air-

conditioning systems shall be operated from June 2 to September 14 so as to maintain an 

indoor temperature of not more than 26 degrees Celsius.）（Toronto, 2021）。 

夏期の最大温度 26℃の基準に関しては、カナダのトロント公衆衛生局が 2015 年 6 月に集合住

宅における暑熱による健康リスク低減の検討を進め、トロントにおける外気温と死亡率及び救急

医療の増加との関係から 26℃の最大基準を 2015 年 11 月に導出している（図４－１）（Kenny et 

al., 2019; Toronto, 2015）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４－１ 1996 年～2010 年（6～8 月）のトロントにおける最大温度と死亡リスク（事故を除く） 

 

４－５．イギリス公衆衛生局、英国保健安全保障庁 

イギリス公衆局（PHE）は、イングランドの夏期の猛暑における備えとして、6 月 1 日～9 月

15 日までの間、高齢者が居住する介護施設や医療機関では、室温を 26℃以下に維持するよう求

めている（PHE, 2018）。また、英国保健安全保障庁（2021 年に PHE から組織改編された公衆衛

生機関）（UKHSA）は、住宅における冬期の室温については、適切な着衣で座りがちな生活の居
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住者では、健康リスクを最小限に抑えるために少なくとも 18℃に室内を暖房するよう勧告してい

る（UKHSA, 2021）。日中 18℃以上の室温を維持することは、特に 65 歳以上の高齢者には重要

で、乳幼児突然死症候群（SIDS）のリスク低減にも寄与すると述べている。また、夜間 18℃以上

の室温を維持する（十分な寝具、寝間着、ブランケット、補助暖房器具を使用することとあわせ

て）ことは 65 歳以上の高齢者の健康を守るには有益であろうと述べている。 
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５．生活習慣病と緑化環境（Greenness）に関する文献レビュー 

近年、住宅環境として、住宅周辺の緑化環境が生活習慣病（循環器疾患、悪性腫瘍等）のリス

ク低減に関与することを示唆する疫学研究が欧米諸国で報告されている。住環境による健康増進

に向けた新たな分野として、このことに関する疫学研究のレビューを昨年度行った。昨年度に

WHO の報告書を記載していなかったので、今年度に報告する。 

WHO は、2016 年にエビデンスのレビュー結果を報告している（WHO Europe, 2016）。それ

によると、都市の緑化空間の有益な効果としては、1）メンタルヘルスの改善、2）循環器疾患の

有病率や死亡率・肥満・２型糖尿病リスクの低減、3）妊娠における悪影響の改善に関して利用可

能なエビデンスがあると報告している。また、これらの効果をもたらすメカニズムとしては、心

理的なリラックス効果、ストレス軽減、身体活動の増加、空気汚染・騒音・暑熱曝露の低減があ

ると報告している。 

その後、WHO は専門家会合を行った結果を報告している（WHO Europe, 2017）。それによる

と、都市環境における緑化空間による介入は、肥満、循環器系への影響、精神保健福祉に関する

さまざまな公衆衛生上の取り組みを支援する。しかしながら、健康や福祉や公平性に対する介入

効果に関する知見は限定的であると報告している。 
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厚生労働科学研究費補助金（循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業）

分担研究報告書

健康増進に向けた住宅環境整備のための研究

住居環境と疾病に関する文献調査：うつ病発症と日照度の関連に関する文献レビュー

研究分担者 杉山 大典 

研究協力者 五木田 崇 

慶應義塾大学 看護医療学部 教授

慶應義塾大学 看護医療学部 

研究要旨

うつ病はわが国のみならず、世界的に増加が著しい精神疾患である。うつ病の発症にはさまざまな

因子の関与があるとされ、生活習慣・経済的背景・社会的関係などの社会的環境要因だけでなく、日

照度などの自然環境もうつ病の発症に寄与すると考えられている。そこで、そこで、本研究では日照

度とうつ病の関係に着目した研究に関する文献レビューを行った。

文献検索は PubMed および APA PsycINFO を使用して実施され、2013 年 1 月 1 日から 2021 年 9

月 21 日の最終検索日までに公開された研究を対象とした。採用基準は、1)抑うつ症状・周産期うつ

病・季節性情動障害をアウトカムにしている事（ただし、双極性障害またはその他の精神疾患は除く）。

うつ症状を主なアウトカムとしている場合は、CES-D・PHQ-8 および 9・GDS-15・HAM-D6・EPDS

といった尺度を用いている、もしくはこれらの尺度を modify した質問紙を用いている。また、うつ

病を主なアウトカムとしている場合は、診断基準として DSM-5 および ICD9 もしくは 10 を用いて

いる。2)2013 年以降に発表された研究である。3)対象がヒトに限られる（ヒト以外の動物を対象とし

た研究は除外）。4)1 日の日照時間、年間日照時間、季節差などの日周期データが記載されている。5)

英語で公開されている。以上の 5 項目とした。 

文献検索の結果抽出された 506 件の研究のうち 8 件の研究が適格基準を満たし、それらはすべて

横断的研究であった。採択された 8 つの研究のうち 4 つの研究では、「日興曝露時間が上昇するとう

つ病に関する尺度が下がる」など日照度とうつ病もしくはうつ症状の発症との間に有意な関連がある

ことを示した。一方、8 件の研究のうち 4 件は有意な関連を示さなかった。また、8 つの研究を地域・

国別に分けて検討したところ、スウェーデンとブラジルの比較を行った以外はすべて北半球（ヨーロ

ッパと北米のみ）であったこともあり、国・地域による系統的な差異は見られなかった。加えて、英

国バイオバンクのデータを用いた研究を除いて、性差による系統的な差異も見られなかった。

今回採択した研究は北米・ヨーロッパの研究のみで地域の偏りがある事や、研究デザインは全て横

断研究であるため因果関係に言及するのは難しく、日照度とうつ病の関係について現時点のエビデン

スは十分とは言えず、今後は縦断的研究や欧米以外の地域での研究等が必要と考えられた。

A．研究目的 

うつ病は最も一般的な精神疾患である。その発

症数は 1990 年から 2017 年にかけて世界中で

50%近く増加している 1)。わが国においても患者

調査からのデータでは 1996 年に約 43 万人であ

ったうつ病（躁うつ病含む）患者数は、2017 年

には約 128 万人となり 3 倍近くに増加してい

る。また、同じく 2008 年の患者調査にてうつ病
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を含む精神疾患の患者数は約 323 万人と推計さ

れ、。糖尿病（約 237 万人）を大きく上回り、が

ん（約 152 万人）の 2 倍に上ったことから、

2013 年からの医療計画では脳卒中・急性心筋梗

塞・がん・糖尿病の４大疾病に精神疾患を加えて

5 大疾病として対応することになった。また、新

型コロナウイルス感染症流行による社会・経済的

な影響により、さらにうつ病の増加が加速する可

能性があり、うつ病への対策は必要不可欠な状況

である。 

うつ病の発症にはさまざまな因子の関与がある

とされ、生活習慣・経済的背景・社会的関係など

の社会的環境要因だけでなく、自然環境もうつ病

の発症に寄与すると考えられており、日照度 2)、

大気汚染 3)、温度変化 4)などがうつ病発症の危険

因子であることが先行研究で示唆されている。そ

こで、本研究では日照度とうつ病の関係に着目し

た研究に関する文献レビューを行った。 

 

B．研究方法 

日照度とうつ病の関係について、DSM-5 によ

る疾病分類の変更を考慮して 2013 年 1 月 1 日～

2021 年 9 月 21 日までの期間を対象とし、デー

タベースとしてPubMedおよび APA PsycINFO

を用いた文献検索を行った。検索に用いた用語は 

“depression” AND “day length”, “depression” 

AND “daylight”, “depression” AND “duration of 

daylight”, “depression” AND “hours of daylight”, 

“depression” AND “sunlight”, “depression” 

AND “photoperiod”, “depression” AND 

“sunshine”, and “depression” AND “risk” AND 

“daylight”. である。併せて、各研究の引用文献

に対するハンドサーチも行った。 

研究の採択基準は以下の通りである。 

 

1)抑うつ症状・周産期うつ病・季節性情動障害

をアウトカムにしている事（ただし、双極性

障害またはその他の精神疾患は除く）  

うつ症状を主なアウトカムとしている場合

は、CES-D・PHQ-8 および PHQ-9・GDS-

15・HAM-D6・EPDS といった尺度を用いて

いる、もしくはこれらの尺度を modify した

質問紙を用いている。また、うつ病を主なア

ウトカムとしている場合は、診断基準として

DSM-5 および ICD9 もしくは 10 を用いて

いる 

2)2013 年以降に発表された研究である 

3)対象がヒトに限られる（ヒト以外の動物を対

象とした研究は除外） 

4)1 日の日照時間、年間日照時間、季節差など

の日周期データが記載されている  

5)英語で公開されている 

 

C．研究結果 

文献検索の結果、 PubMed および  APA 

PsycINFO から 824 件の研究が抽出され、その

うち重複していた研究を除いた 506 件の研究に

対してタイトルと抄録によるスクリーニングを

行い、495 件の研究が除外された。また、候補と

して残った 11 件の研究の引用文献からハンドサ

ーチにて 2 件の研究が追加され、併せて 13 件の

研究について全文の吟味を行ったところ、8 件の

研究が合致した 5)-12)。 

これら 8 件の研究はすべて横断研究であった。

これらのうち O'Hare らの研究 5)では、年間平均

日照時間が 1 時間増加すると、CES-D スコアが

2.7 単位低下すると報告されていた。Marquez ら

の研究 6)では、北半球のスゥエーデンにおいて 1

時間の光周期の減少がうつ病スケールで 0.09 ポ

イントの増加につながったことが示されると共

に、日照時間が短い場合、長い場合と比べてうつ

病有りに対するオッズ比 1.68(95% 信頼区

間:1.03-2.75)と有意な正の関連が観察された。一

方、南半球のブラジルでは日照度とうつ病に関す

る有意な関係が見られなかった。英国のバイオバ

ンクのデータに基づく研究 9)では日照時間と抑

うつ症状の間に有意に負の関連がある事を示し

ていたが、この関連は女性のみで観察された。周

産期うつ病の研究 10)では、より長い光周期とうつ

病との間に負の関連があると報告されていた。一

方、8 件の研究のうち 4 件 7),8),11),12)は日照度とう

つ病との間に有意な関連を示さなかった。 
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 8 つの研究を地域・国別に分けて検討したとこ

ろ、スウェーデンとブラジルの比較を行った

Marquez らの研究 6)以外はすべて北半球（ヨーロ

ッパと北米のみ）であったこともあり、国・地域

による系統的な差異は見られなかった。 

 また、前述のようにバイオバンクのデータに基

づく研究 9)では性差による日照度とうつ病の関

連の差が示唆されたものの、残りの研究では性差

による差異は見られなかった。 

  

D．考察 

 本研究の文献レビューから、現状では日照度と

うつ病に関する関連についてのエビデンスは十

分とは言い難いと考えられる。 

日光曝露とうつ病の関連についてメカニズム

の面から考察すると、日光曝露は神経伝達物質の

1つであるセロトニンの分泌を刺激することが知

られているが、セロトニンの欠乏はうつ病の発生

機序の一つである 13)。また、日光曝露は季節性う

つ病に関連するビタミン D の合成を増強する作

用を持っている 14)。これら生物学的機序は、日光

曝露がうつ病の環境因子の 1 つであるという仮

説を支持している。 

一方、ワシントン大学の推計によると 15)、相対

的に日照度・日照時間の短い北欧諸国における抑

うつ障害の有病率は、2015 年現在、デンマークで

5.0%、フィンランドで 5.6%、アイスランドで 4.1%、

ノルウェーで 4.7%、スウェーデンで 4.9%とうつ

病の有病率は高い傾向にある。 

加えて、うつ病に対する光療法の有効性は米国

のうつ病治療ガイドライン(ref36)ガイドラインに

て成人うつ病に対する条件付きではあるものの推

奨する治療法の一つとして挙げられており、2020

年に報告された最近の研究(ref37)では、光線療法

が大うつ病などのさまざまな種類のうつ病に有効

であることを示している。 光療法は薬物療法に比

べて低コストでかつ副作用のリスクが低く、

Geoffroy らが実施した研究では、光療法と抗うつ

薬に有効性の差が認められないことが示されてい

る(ref38)。 

 これまで述べてきた生物学的知見や治療におけ

るエビデンスの集積に反して、今回の文献レビュ

ーでは日照度とうつ病について統計学的に有意な

関連が認められた研究が４件、有意な関連が認め

られなかった研究が 4 件と一貫した傾向は得られ

なかった。 

 この点については以下のような要因の影響・限

界点が考えられる。第一に、今回採択した 8 つの

研究はすべて横断研究であったため、経時的な因

果関係の推論を行うことは困難であり、特に光周

期とうつ病の関連について因果の逆転の影響を排

除することができない。第二に、8 件の研究のうち

6 つの研究ではうつ病のスクリーニングとして自

己申告を利用していたため、うつ病をスクリーニ

ングする精度としては高いとはいえない研究であ

った可能性がある。第三に、今回採択した研究に

は著しい地域の偏りがあり、Marquez らの研究

(ref)以外はすべて北半球（ヨーロッパと北米のみ）

で行われた研究であったため、日本を含めたアジ

アやアフリカなどの南半球に関するエビデンスは

皆無である。わが国においては日照度が相対的に

低いと考えられる寒冷地域の山形県鶴岡市では自

殺の標準化死亡比が男性 167%、女性 127%（2003

～2007 年度）と全国と比較して高値であるといっ

たデータがあり、間接的に「日照度が低いと精神

疾患、その中でもうつ病発症のリスクが高まるの

ではないか？」という仮説を支持するものの、直

接的に評価を行った研究はない。第４に日光曝露

を正しく評価することが困難であることにも留意

すべきである。現代の生活様式では、昼間も屋内

のオフィスで働くことが多い一方、夜勤の仕事に

従事する場合は日光曝露が期待される日中は睡眠

をとっているため、研究では生活習慣の違いを調

整できなかったため、日照度とうつ病との関連を

より正確に研究するためには、生活習慣や生活パ

ターンに関する情報を詳細に集積し、日光曝露量

によって参加者を層別化するなどして評価するこ

とが望ましいと考える。 

 これまで述べたようにわが国において、日照度

とうつ病の関連を評価した疫学研究は今回の文献

レビューを行った限りでは存在しなかった。しか
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しながら、薬剤処方歴などの情報を用いてアウト

カムのうつ病の『定義』を適切に行えば、昨年度文

献レビューを行った騒音などの他の環境因子と異

なり、日照度は経年変化がほぼ不変の曝露である

ため、生活習慣や職業等の情報を豊富に利用可能

な国内の既存のコホート研究を利用して、日照度

とうつ病の関連を評価できる可能性がある。 

うつ病など精神疾患は医学・医療面のみならず、

経済的・社会的損失も大きい疾患であり、国内の

エビデンスを集積し、それらの知見に基づいた対

策の立案が必要不可欠であると考える。 

  

E．結論 

今回の研究では、8 件の文献を対象とした文献

レビューを行い、日照度とうつ病について統計学

的に有意な関連が認められた研究が４件、有意な

関連が認められなかった研究が 4 件と一貫した傾

向は得られなかった。しかしながら、今回採択し

た研究は北米・ヨーロッパの研究のみで地域の偏

りがある事や、研究デザインは全て横断研究であ

るため因果関係に言及するのは難しく、日照度と

うつ病の関係について現時点のエビデンスは十分

とは言えない現状が明らかとなった。 

 

F．研究発表 
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厚生労働科学研究費補助金（循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業） 

分担研究報告書 

 

健康増進に向けた住宅環境整備のための研究 

住宅における室内汚染物質としての SVOC（準揮発性有機化合物）とエンドトキシン 

 

分担研究者  金 勲  国立保健医療科学院 生活環境研究部 上席主任研究官 

 

研究要旨 

昨今、PM2.5、ダンプネス、真菌・細菌、アレルゲンなど室内環境として考慮すべき要素も増えて

きている。本項では、室内汚染質として今後考慮が必要な物質を提案することを目的とし、可塑剤・

難燃剤成分である SVOC（準揮発性有機化合物）、及びアレルギーとの関連性が言われているエンド

トキシン（Endotoxin；内毒素）について情報を収集・検討、報告した。 

可塑剤として多く使われてきたフタル酸エステル類は内分泌かく乱作用が、リン酸系難燃剤はアレ

ルギー関連性や発がん性に加え、神経系への影響と生殖毒性が懸念されている。日本を含め先進各国

では DEHP、DBP、BBP 、DIBP など一部成分に対する規制が行われている。日本住宅のダスト中

では DEHP 濃度が最も高く次に DINP となり、成分比は DEHP が全体の 83～84％、DINP が 13％

で、両成分が全体の 9 割以上を占めている。SVOC の空気中濃度は低く、TDI に対する 1 歳乳児の平

均摂取割合も高くなかったが、最大値から試算すると DIBP 28.0%、DBP 14.3%、DEHP 2.0%と DIBP

及び DBP は摂取割合が高くなると報告されている。 

グラム陰性菌が産生するエンドトキシンへの曝露はアレルギー症の重要な因子とされているが、曝

露時期によって免疫調節能力が付くことも、アレルギー症状を悪化させることもある。環境中のあら

ゆるところに存在することから、微生物汚染の指標として活用することも考えられる。 

ハウスダスト中エンドトキシンは約 250～35,000EU/g と幅広く分布するが、数千 EU/g 程度が一

般的である。 

空気濃度では、高齢者施設や住宅では 1EU/m3未満が多く全体的に低いが、10～30 EU/m3以上ま

で検出される居室など他室より有意に高い室が一部に存在する。オフィス環境では 1EU/m3 未満が

殆どであり、オフィスより高齢者施設がやや高めの濃度を示す傾向にある。また、高齢者施設の一部

では冬期のみに高い ET 濃度が観察されるが、この要因としては加湿器の汚染が疑われるとしてい

る。室内における細菌濃度は建物や設備に汚染が無い限り人体が主な発生源であり、複数の人が集ま

って活動する共用空間の濃度が高くなる傾向が見られるとしている。 

 

A．研究目的 

住宅内のリスク要因として空気質の問題がある。

空気中の化学物質によるシックハウス症候群は

1996 年国会で取り上げられ、2000 年代初頭には

関連指針値、基準、法律の整備が行われた。その中

で大きな転換点となったのが厚生労働省のシック

ハウスに関連したガイドラインの策定である。こ

こでは、13 物質の指針値及び TVOC の暫定目標

値を設定している。厚生労働省のガイドラインと

共に、国土交通省による改定建築基準法（2003 年）

の施行は室内空気質を劇的に改善したと評価され

る。 
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更に昨今は、PM2.5、ダンプネス、真菌・細菌、

ウイルス、アレルゲンなど室内環境の中で考慮す

べき要素も増えてきている。 

本項では、室内空気の汚染物質と健康リスクを

考える上で、今後考慮が必要な物質を提案するこ

とを目的とし、可塑剤・難燃剤成分である SVOC

（Semi Volatile Organic Compounds；準揮発性

有機化合物）、及びアレルギーとの関連性が言われ

ているエンドトキシン（Endotoxin；内毒素）につ

いて情報を収集・検討、報告する。 

 

B．研究方法 

厚生労働省科学研究及び既往研究、政府機関に

よる発表資料などを調べ纏めた。 

 

C．室内空気中の汚染物質 

産業化が進んでいた 1950～70 年代は公害と煤

じんと呼ばれる大気汚染、そして室内での喫煙や

燃焼器具が問題となっていたが、1990 年代に入っ

てからは内装材から発生する化学物質によるシッ

クハウスが社会問題となった。室内空気質はシッ

クハウス症候群（Sick House Syndrome）と化学

物質汚染が広く知られているが、室内空気には化

学物質以外にも様々なものが含まれている。 

例えば、空気中には真菌・細菌などの微生物、

PM10／PM2.5 などのパーティクル（浮遊粒子状

物質）、アスベスト、アレルゲン、においなども問

題になる。昨今の新型コロナ感染症（COVID-19）

もエアロゾル感染といった空気伝播の可能性が指

摘されていることから、ウイルスも空気中汚染質

の一つと言える。 

表 1 に室内空気中の汚染質になり得るものを挙

げている。物質によって発生源は建物自体、家具・

什器、生活用品、燃焼器具、生活活動、大気（自然）

からの流入、人体や動物など多岐に亘る。この中

で、ラドンはヨーロッパ、北アメリカやアジアな

どの大陸では土壌（岩盤）から発生するため地下

室や室内濃度が高くなることがあり、肺がんの原

因として喫煙に次ぐ 2 番目の因子のとなっている

が、日本では土壌からの発生量が少なく室内濃度

も低いため問題になることは殆どない。 

本章では、比較的新しい汚染物質として、可塑

剤・難燃剤成分として室内に膨大な量が使われて

いる SVOC（Semi Volatile Organic Compounds：

半揮発性有機化合物ともいう）と、アレルギー症

と関連性が言われているエンドトキシ ン

（Endotoxin：内毒素）についての情報と既往研究

について報告する。 

 

C1．SVOC 

C1.1．概要 

SVOC とは、WHO の定義 1)では VOC より沸点

が高く揮発性が低い成分をいう。沸点 240～260℃

から 380～400℃程度で、空気中で検出される成分

もあるが、多くは蒸気圧が低いため空気中に存在

しにくく物体表面やダスト表面に付着して存在し

ているとされる。 

厚生労働省のシックハウスに関連した指針値の

うち、フタル酸ジ-n-ブチル（DBP）、フタル酸ジ-

2-エチルヘキシル（DEHP）はフタル酸エステル類

と呼ばれる SVOC 成分であり、新しい指針物質の

候 補 と し て 議 論 さ れ て い る TXIB(2,2,4-

Trimethyl-1,3-pentanediol iisobutyrate)もSVOC

に分類される。 

 室内の SVOC は可塑剤・難燃剤として添加され

た成分が放出されたものと考えられる。これらの

成分は床材や壁紙等の内装建材や家電、玩具、化

粧品等あらゆる家庭用品に使われ、その使用量も

膨大であるため室内の重要な汚染物質である。 

 SVOC 成分を含む製品の使用拡大、難分解性に

よる長期的汚染は健康影響が懸念されているが 2）、

可塑剤として使われてきた DEHP（Diethylhexyl 

phthalate）、DBP（Dibutyl phthalate）、BBP

（Benzyl butyl phthalate）のようなフタル酸エス

テル類は内分泌かく乱作用が疑われている。スウ

ェーデンの研究ではハウスダスト中のフタル酸エ
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ステル類濃度と子供の喘息やアレルギー症状に関

係性が見られると報告している 3）。 

EU（欧州連合）は古くからフタル酸エステル類

に対する規制の動きがあった。デンマークは 2011

年に DEHP、DBP、BBP 、DIBP（Diisobutyl 

phthalate）の 4 物質の室内使用に対して 2013 年

12 月から国内規制を始める提案をしていたが

2014 年に撤回となった。これは、ECHA（欧州化

学物質庁）から健康への複合影響に関する科学的

証拠が不十分で、REACH（Regulation concerning 

the Registration, Evaluation, Authorization and 

Restriction of Chemicals）規則で制限できないと

の指摘があったからである 4)。 

その後は、スウェーデンやフランスなどがフタ

ル酸類に関する規制の必要性を表明するなど規制

の動きは続いており、その後 RoHS（有害物質使

用制限指令）で規制することが決定された 5)。 

最近の海外動向 6)としては、US EPA が有害物

質規制法（TSCA）に基づいて 2020 年 12 月、DIDP

および DINP に関するリスク評価範囲原案を公開

し、これまでデータが不足していた製品種目

（DIDP 50 種目、DINP 63 種目）についてリスク

評価を行うことにしている。その中には、建築材

料、家具、電子製品、美術／工芸品、接着剤、塗料

／コーティング剤などが含まれる。  

欧州委員会では、承認リストに内分泌障害性可

塑剤を追加することについて協議している。 4 種

類のフタレート（DEHP、BBP、DBP、DIBP）の

内分泌妨害特性を含めるために REACH 許可リス

トを改正する規制方案について協議している。

ECHA の勧告に従い、前出 4 フタレートの付属

XIV エントリを更新するとしている。これらの 4

フタレートは以前から生殖毒性を有するとして認

可リストに追加されていた。以後、内分泌妨害特

性上、健康リスクを理由に高危険性懸念物質

（SVCS）として特定された。 

 

C1.2．健康影響 

 可塑剤として多く使われてきたフタル酸エステ

ル類（DEHP、DBP、BBP など）は内分泌かく乱

作用が疑われている。スウェーデンの研究ではハ

ウスダスト中のフタル酸濃度と子供喘息やアレル

ギー症状に関係性が見られると報告している 7)が、

SVOC 成分を含む製品の使用拡大、難分解性によ

る長期的汚染は健康影響への懸念を強めている 8)。 

リン酸系難燃剤は、アレルギー関連性や発がん

性に加え、神経系への影響と生殖毒性も報告され

ている（Andersen et al., 20049）、Ni et al., 200710））。

特に小児の場合、学習発達と行動障害との関連性

も懸念されている。 

難燃剤としては、かつてはポリ塩化ビフェニル

（PCB）も使われたが、人体への毒性が強く発が

ん性、皮膚や臓器への障害など有害性が大きいこ

とから今は使われなくなっている。その後は、臭

素化難燃剤であるポリ臭素化ビフェニルエーテル

類（PBDEs）及びポリ臭素化ビフェニル類（PBBs）

が EU で電気電子製品中での使用濃度に制限

（2006 年）が設けられ、残留性有機汚染物質に関

するストックホルム条約の対象物質に指定された。 

 

C1.3．国内事情 

 図 1 に示すように、国内における可塑剤生産量

はフタル酸が 8 割以上を占めている。全体量はこ

こ 20 年間半減しており、フタル酸の中でもDEHP

の割合が徐々に減少するとともに DINP の生産量

が急激に上がっている 11)。可塑剤としては DEHP

から DINP（Di-isononyl phthalate）や DINCH

（1,2-Cyclohexane dicarboxylic acid diisononyl 

ester）へ替わりつつある。国内におけるフタル酸

エステル類の生産量や使用量は減少傾向にあるが、

膨大な既存生産分は依然と環境や人体へ脅威とな

っている。 

難燃剤においても、健康影響や規制により代替

物質の開発と利用が増加しており、特にリン酸エ

ステル系難燃剤は代替物質として需要が増加して
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いる。例えば、PBDE（PolyBrominated Diphenyl 

Ether ） か ら HBCD （ 1,2,5,6,9,10-

hexabromocyclododecane）へといった代替物質へ

替わりつつある。リン酸エステル類は内分泌かく

乱作用や子供のアレルギー症などの健康影響が懸

念されているが、環境中濃度でどれぐらいの影響

があるかはまだ不明な部分が多い。 

 

C1.4．既往研究 

 2013 年度厚生労働科学研究 12)では、20 種類の

建材からの放散量を測定し、クッションフロア、

テーブルクロスから DEHP の放散が多く、カーペ

ットタイルや一部の壁紙からも高放散が見られる

ことから建材の選定には注意が必要であるとして

いる。DBP は壁紙、EVA 樹脂タイル、イグサシー

トなどからが放散されるが放散量としては DEHP

より低いレベルであった。DINP は分析対象外で

あったためデータは示されていない。 

SVOC は空気中でガス状として存在しにくいと

されており、シックハウス検討会 13)で報告された

結果からも DBP、DEHP の気中濃度は当時の指針

値 220µg/m3（2022 年 3 月現在、100µg/m3）、

120µg/m3（2022 年 3 月現在、17µg/m3）に対して、

わずか 0.5µg/m3 以下と極めて低い濃度であると

している。 

2017-2018 年度厚生労働科学研究 14)では、空気

濃度を測定しフタル酸類 9 物質を定性定量した結

果、DBP 及び DEHP が検出されたが平均

0.2~0.3µg/m3と低いと報告している。ハウスダス

トは分粒し、粒径別の濃度を分析している。  

定量した 9 物質の SVOC の総量としては、粒径

100μｍ以下ダストでは平均 1,983μg/g、100～

250μm は平均 3,028μg/g で 100～250μm の方が

より高い濃度を示した。また、DMP、DBP、DEHP、

DINP、DNOP の 5 成分でも粒径 100〜250μm の

方が有意に高く検出された。成分比は DEHP が全

体の 83～84％、DINP が 13％で、両成分が全体の

96～97％を占め、残りの 7 成分は少量しか検出さ

れなかった。 

最も高い濃度を示した成分は DEHP、次いで

DINP となった。DEHP の中央値は、粒径 100μm

以下が 1,381μg/g、100～250μm が 1,865μg/g、

DINP の中央値は粒径 100μm 以下が 138μg/g、

100～250μm が 188μg/g であった。  

2019-2020 年度厚生労働科学研究 15)では、住宅

内のフタル酸類（可塑剤成分）20 成分及びリン系

化合物（難燃剤成分）14 成分に対して全国の一般

家庭 162 軒から採取したハウスダストにおける各

成分の曝露レベルを調査すると共に、23 家屋（46

カ所）に対する室内空気中のフタル酸成分濃度を

調べている。 

空気からは DEP、DnPP、DIBP、DBP、DEHP 

の 5 成分が検出、濃度平均として最も高く検出さ

れたのは DIBP で、DEHP、DBP、DEP、DnPP

の順であると報告している。DEHP は空気中濃度

が低いとされており、報告でも 0.5μg/m3未満の濃

度が多く、1μg/m3程度の濃度は 6 ヶ所から観察さ

れたとしている。一方、TDI に対する 1 歳乳児の

空気からの平均摂取割合は高くなかったが、最大

値から試算すると DIBP 28.0%、DBP 14.3%、

DEHP 2.0%と DIBP 及び DBP は摂取割合が高く

なることがあると報告している。 

ハウスダストの粒径 100um 未満のダスト中濃

度は、中央値として DEHP（1431µg/g）、DINP

（200µg/g）、DIDP（34.3µg/g）、DBP（29.9µg/g）

であり、DEHPの最大値は 23,000µg/g以上、DINP

は 13,000µg/g 以上と高濃度が検出されている。  

難燃剤成分としては床材の難燃剤成分である

TBOEP（8.0 µg/g）が最も高く、続いて TCPP（4.3 

µg/g）> TDCPP（3.5 µg/g）> TPHP（0.8 µg/g）

> TCsP（0.5 µg/g）> TCEP（0.4 µg/g）> CsDPHP

（0.1 µg/g）順と報告している。 

ダスト中フタル酸エステル類及びリン酸トリエ

ステル類について、個々の化合物としては SHS

（Sick House Syndrome：シックハウス症候群）

との関連は認められなかったが、混合曝露は SHS
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粘膜への刺激症状及び SHS において WQS 

Positive Model でリスクを上げる結果が認められ

たとしている。 

 

C1.5．まとめ 

SVOC は空気中濃度が低く食品など経口摂取を

除くと、曝露寄与は空気よりハウスダストが大き

いとされている。一方、ダストの採取や前処理法

が確立されておらず、研究者によって様々な報告

がなされており、未だに実態も明らかになってい

ない。 

日本を含む先進国で一部可塑剤成分への規制は

行われているが、米国と EU が家具及び建材に対

するフタル酸関連のデータを補完することにして

いることから未だに実態が明らかになっていない

内容が多い。これからも、可塑剤や難燃剤に対す

る規制は強化されると考えられるが、室内に使わ

れて生きた既存の使用分による汚染については早

急に対処する必要がある。 

前出の居住環境とダスト中SVOC濃度の実態調

査から、SVOC 濃度と建築年度、居住期間、床材

の種類と有意な相関の可能性が示唆されたことか

らも、今後、建材、家具、生活用品など室内汚染の

実態、住宅環境、健康影響などを総合的に調査し、

経口・経皮・吸入による人体の摂取量と摂取経路

を明らかにすると共に、室内環境での SVOC 汚染

と健康リスクを考える必要がある。 

 

C2．エンドトキシン 

C2.1．概要 

エンドトキシンはリポ多糖（LPS）、外因性発熱

物質（Exogenous pyrogen）としても知られてい

る。微生物（陰性グラム群生物）の細胞壁成分であ

り、細胞壁の破壊（死骸）により放出される。 

微生物の中でも真菌及び陽性グラム群生物を除

く陰性グラム群生物に限定され、グラム陰性菌に

は大腸菌、サルモネラ、腸内細菌科、ヘリコバクタ

ー、レジオネラなど真正細菌の大部分が属するた

め、実質的にエンドトキシンは水、空気、土壌など

あらゆる生活環境に存在する。 

エンドトキシンは細胞表面のTLR4 (Toll様受容

体 4、Toll-like receptor 4) に結合して各種サイト

カインを産生し、多くの生物活性が発現される。

血液中に混入すると発熱、敗血症性ショック、シ

ュワルツマン反応、多臓器不全などを引き起こす。

近来、歯肉炎や歯周病とエンドトキシンとの関連

性や熱中症の悪化にエンドトキシンが関与してい

る 16)との報告がなされている。また、多量の飲酒

により腸内のエンドトキシンが体内に吸収され、

発熱・炎症などの症状を引き起こすなど体に大き

な負担を与える 17)ことも報告されるなど、医学・

薬学・生理学におけるエンドトキシンへの関心は

高い。医薬品は内毒素による汚染がないこと（パ

イロジェンフリー、pyrogen free）が重要である。 

 

C2.2．アレルギーとエンドトキシン 

喘息・皮膚炎・目鼻の異常で代表されるアレル

ギー有症者の増加は個人の生活の質の低下と社会

活動に支障をもたらす。更に、労働生産性の低下、

医療費増加による社会損失と社会費用を増大させ

る。 

アレルギー症は先進国病と呼ばれるほど生活が

豊かになるにつれ増加する傾向を示すと言われて

おり、我が国でも平成 15 年国民生活基礎調査 18)

では全国 4 万人以上を対象にした調査結果から約

36％がアレルギー一様症状を有していると報告し

ている。更に、厚生労働アレルギー疾患対策報告

書 19)では全人口の約 2 人に 1 人が何らかのアレル

ギー疾患に罹患していることを示している。特に、

気管支喘息は小児・成人共に急増しており、小児

喘息はここ 20 年間で 3 倍近く急増しているとさ

れる 20)。 

アレルギーは I～IV 型（V 型まで分類する場合

もある）に分類され 21)、生活でよく見かける花粉

症、アトピー性皮膚炎などは I 型である。 

アレルギーを引き起こす原因物質をアレルゲン



- 48 - 

（allergen）と言い、スギやブタクサの花粉、動物

の毛、飲食物が有名である。他にもダニ、ユスリ

カ、カビ、細菌、ウイルス、植物、化学物質、金属、

繊維、ゴム、アスピリンやサルファ剤などの薬剤、

また普段から接する機会の多い作業現場で起こる

職業アレルギーなど様々なものがある。 

アレルギー症増加の原因としては諸説があり、

先進国での子供アレルギーの増加に関しては衛生

仮説(1989、Strachan DP) 22)が知られている。衛

生仮説では乳幼児期の汚染因子（非衛生的な環境）

への曝露が成長・成人期における病気やアレルギ

ー罹患に密接な関係を持ち、その原因物質がエン

ドトキシンであるとしている。乳幼児期にある程

度の汚染因子に曝露された子供は自然に免疫調節

能力をつけ、病気やアレルギーなどの疾患になり

にくくなるが、最近のアレルギー症増加は生活環

境が綺麗になりすぎて免疫調節能力をつける機会

が少なくなり免疫系の過剰反応であるアレルギー

症になりやすいという説である。 

衛生仮説を裏付ける研究結果 23)-28)からは農村

育ちやペットを飼っている家庭の子供はアレルギ

ー症が少なく、乳幼児期の曝露はアレルギー罹患

を抑制するが、その後の曝露はむしろ喘息・アト

ピー性皮膚炎などの症状を悪化させるといった同

じ物質が曝露時期によって正反対に働く性質も併

せ持っていることが示唆されている。 

 

C2.3．環境中エンドトキシン濃度 

 環境中エンドトキシン濃度の目安として図 2 に

上水、ハウスダスト、空調機各部表面の測定結果

例を示す 29)。1 日程度使用しなかった蛇口から受

けた水道水は 10～20EU/mL、水を十分流した状

態で 4EU/mL 程度である。暫く使用しなかった蛇

口は長時間空気と触れているため末端に近いほど

塩素濃度の減衰と汚染の可能性が考えられる。 

 ハウスダスト中エンドトキシンは数百から数万

EU/gまで分布するが数千EU/g程度が一般的であ

る。金らの住宅を対象とした研究 30)からは、約 250

～35,000EU/g と幅広く分布し、ダスト採取時期に

よる違い（夏期・中間期の濃度 ＞ 冬期）が示され

ている。 

一方、数百 EU/g と非常に低い濃度の住宅もあ

るが、細菌は人間、土壌由来であり環境中のどこ

にでも存在するため、濃度が高いだけでなく低す

ぎることも問題があると考えられる。 

 拭き取りテストによる空調機部位表面のエンド

トキシン濃度は、汚染されたフィルタやドレンパ

ンなどでは数百万～数千万 EU/m2 を超えること

がある。 

空気測定結果では、1EU/m3 未満が多く全体的

には低いが、10～30 EU/m3以上まで検出される居

室が 1 施設にあり、他にも 2～3 EU/m3 と他室よ

り有意に高い室が一部に存在する。室内における

細菌濃度は建物や設備に汚染が無い限り人体が主

な発生源であり、高齢者施設の測定結果から複数

の人が集まって活動する共用室の濃度が高くなる

傾向が見られる。一般的なオフィス環境では

1EU/m3 未満が殆どであり、オフィスより高齢者

施設がやや高めの濃度を示す傾向にある。 

10EU/m3 超える濃度は一般オフィスでは殆ど

観察されないが、高齢者施設の一部では冬期のみ

に高い ET 濃度が観察されるが、この要因として

は加湿器の汚染が疑われる。 

生活の中で水・食品などの細菌基準は厳格に管

理されているが、室内環境における微生物（カビ・

細菌）濃度に関しては学会規準 31)があるものの社

会的効力を持つ指針や基準は未だに定まっていな

い。微生物は培養法が基本となり結果導出までは

時間を要する。また、捕集から培養・同定に至るま

での誤差も大きいことに加え、濃度と健康影響と

の相関がはっきりしていないことがその原因と考

えられる。 

 エンドトキシン（細菌）はあらゆる環境に存在

し、環境中濃度をゼロにすることはほぼ不可能で

あるが、普段の生活上では衛生面から濃度を低く

抑えることは重要である。特に、空気中エンドト
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キシンは浮遊細菌由来となり、室内が清浄に管理

されていれば人体以外の汚染源は存在しないと考

えられるため、室内の清潔さを保つと共に吸入リ

スクを減らす観点からも空気中濃度は低く抑える

必要がある。 

 

C2.4．まとめ 

衛生仮説ではエンドトキシン曝露をアレルギー

症の重要な因子としているが、曝露時期によって

免疫調節能力が付くことも、症状を悪化させるこ

ともあり得るややこしい性質を有していると考え

られている。 

エンドトキシン、つまり細菌は環境中のあらゆ

るところに存在している。空気や水中濃度が高い

と明らかな細菌汚染の証拠となるためなるべく低

く維持することが重要である。一方、ダスト中濃

度は高すぎると清潔ではない環境である可能性が、

低すぎると微生物の生息が妨げられている環境に

あることも考えられる。 

アレルギー症は遺伝的な問題もあるが、生活環

境や生活習慣に起因することが多いことから、生

活環境のどのような因子が大きく寄与しているの

かを明らかにすることは罹患予防と症状改善の面

で重要である。 

 

D．結論 

室内空気の汚染物質と健康リスクを考える上で、

今後考慮してゆく必要のある物質として、可塑剤・

難燃剤成分であるSVOC及びグラム陰性菌が産生

しアレルギーとの関連性が言われているエンドト

キシンについて整理し報告した。 

可塑剤として多く使われてきたフタル酸エステ

ル類（DEHP、DBP、BBP など）は内分泌かく乱

作用が、リン酸系難燃剤はアレルギー関連性や発

がん性に加え、神経系への影響と生殖毒性が懸念

されている。可塑剤や難燃剤は建材から生活用品

まで幅広く使われており、室内環境中の汚染につ

いては注意が必要である。日本を含め先進各国で

は一部成分に対する規制などが行われているが、

未だに健康影響や汚染実態に関しては明らかにな

っていない成分も多く、規制物質に対しては代替

物質への移行も起きている。 

今後、建材、家具、生活用品など室内汚染の実

態、住宅環境、健康影響などを総合的に調査し、経

口・経皮・吸入による人体の摂取量と摂取経路を

明らかにすると共に、室内環境での SVOC 汚染と

健康リスクを考える必要がある。 

グラム陰性菌が産生するエンドトキシン曝露は

アレルギー症の重要な因子とされているが、曝露

時期によって免疫調節能力が付くことも、アレル

ギー症状を悪化させることもあり、ややこしい性

質を有していると考えられている。 

エンドトキシン（つまり、グラム陰性菌）は環境

中のあらゆるところに存在することから、微生物

汚染の指標として活用することも考えられる。 

アレルギー症は遺伝的な問題もあるが、生活環

境や生活習慣に起因することが多いことから、生

活環境のどのような因子が大きく寄与しているの

かを明らかにすることは罹患予防と症状改善の面

で重要である。 

 

F．研究発表 

１．論文発表 

  なし 

 

２．学会発表 

  なし 

 

G．知的財産権の出願・登録状況（予定を含む） 

１．特許取得 

  なし 

 

２．実用新案登録 

  なし 

 

３．その他 
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図 1 可塑剤の国内生産量（資料：塩ビ工業・環境協会）11) 

 

CO2 人間活動、燃焼器具

CO 燃焼器具

浮遊粉じん たばこ、燃焼、OA機器、衣服、再発じん

オゾン（O3） OA機器、静電式空気清浄機、電気集じん機、脱臭機

ホルムアルデヒド 建材、接着剤など

VOC 建材、カーペット、家具、什器、家電、インク、書籍など

SVOC 建材、プラスチック・人工皮革（可塑剤、難燃剤）、殺虫剤

NOx 燃焼器具、厨房

微生物 土壌、人間、汚染された空調機、水回り

ラドン 土壌、石材、コンクリート

アスベスト 建材、電気製品、自動車、家庭用品

アレルゲン 花粉、皮屑、ハウスダスト、真菌

におい 調理、体臭、芳香剤、建材、各種機器、カビ

たばこ 化学物質5,300種ほどでそのうち約200種以上は有害物質と言われる
CO、NOx、SO2、ベンゼン、ホルムアルデヒド、吸入性粉塵（粒子
状物質）、VOC等化学物質、におい、水蒸気の発生源

表 1 代表的な室内空気中の汚染質 
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図 2 環境中エンドトキシン濃度レベル 29) 
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厚生労働科学研究費補助金（循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業） 

分担研究報告書 

 

健康増進に向けた住宅環境整備のための研究 

住居環境向上に資する温熱環境の文献等調査 

 

研究分担者  開原 典子  国立保健医療科学院 生活環境研究部 主任研究官 

 

研究要旨 

住宅の省エネルギー化が推進され、新旧の住宅性能に大きな格差が生じる中、多様な住居環境に係

る健康リスクの可能性が示唆されているとともに、高齢少子化、都市への人口集中、単身世帯の増加、

住宅の洋風化、省エネルギー化にともない多様な住居環境が存在していることが指摘されている。住

居環境に係る健康影響・健康増進の実態を明らかにするためには、多面的な調査研究を行うことが必

要である。本報告では、温熱環境、特に低湿度環境と健康に関する文献調査を行った。 

検索を行うデータベースについて、CiNii Articles、J-STAGE、メディカルオンライン、医中誌 Web、

メディカルオンライン、最新看護索引 Web、MedicalFinder、JDream Ⅲ、PubMed、Web of Science 

Core Collection の 9 つとし、2020 年 2 月の調査と同様、温湿度環境と健康に関する文献検索が行わ

れた。検索のワードについて、温度、湿度、温湿度、健康、室内、住宅、皮膚として検索を行ったと

ころ、2020 年 2 月に行った COVID-19 の感染拡大前の結果と 2022 年 3 月の調査結果を比較する

と、健康というキーワードで急激に論文数が増えている。 

これらの全体論文数の概要のほか、日本の傾向、日本の室内湿度と健康に関する実態調査と生理・

心理量の研究、COVID-19 対策と熱中症対策を両立させる換気と冷房に関する内容の紹介を行ってい

る。 

 温湿度環境と健康、特に低湿度環境と健康に関する文献調査を行った結果、一定のエビデンスの蓄

積が確認されたものの、健康維持及び健康増進などを目指し、湿度と健康に関するエビデンスの構築

が期待されている。湿度管理目標の設定は、目的により異なる。特に、高齢化が急速に進展している我

が国では、高齢者に向けた湿度管理の情報発信も重要となる。一方で、COVID-19 等、感染症の拡大

時には、平時の室内環境と比較して優先される物理因子も異なる場合も想定される。今後、健康増進に

向けた住環境整備の中で、多面的な情報の整備や議論が必要となるだろう。 

A．研究目的 

厚生労働省において、2025 年を目途に、地域包

括ケアシステムの構築が推進されているところで

ある。その中で、住まいと生活支援をそれぞれ、植

木鉢と土と捉え、医療・介護・予防を植物と捉えら

れる概念がある。この概念の中では、植木鉢や土

のないところに植物を植えても育たないことと同

様に、住まいはその基本的な要素であると考えら

れている。住まいの維持管理や室内の環境形成に

資する住まい方は、住まい手に任されている。本

報では、今般の感染症拡大に伴う住まい方を紹介

するとともに、健康増進に向けた住環境整備の中

で、温熱環境の文献等調査の中から、事例的な紹

介を行う。 

 

B．研究方法 
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温湿度環境と健康について、文献検索を行った。

検索を行ったデータベースは、日本の論文を対象

として CiNii Articles（CiNii Researchi からアク

セス）、科学技術振興機構が国内の学協会の学術

誌の電子化を推進し約 250 万件の雑誌論文をデ

ータベースにもつ J-STAGE、CiNii 収載誌など

へのリンク機能が搭載されている医中誌 Web、

国内の医学論文の全文の検索と閲覧ができるメ

ディカルオンライン、日本看護協会図書館が編集

する国内発行の看護文献データベースの最新看

護索引 Web、医学書院が提供する医学・医療分野

の電子ジャーナルサービスで約 42 万件（2017 年

10月現在）の論文を収録しているMedicalFinder、

科学技術文献情報データベース JDream Ⅲ（検

索対象は、 JSTPlus （ 1981- ）、 JMEDPlus 

（1981-）、JST7580 （1975-1980））、米国国立医

学図書館作成の世界最大の医学データベース

PubMed、自然科学・社会科学・人文科学に関す

る主要な学術雑誌・会議録・書籍から集録した

5,500 万以上の書誌情報をもつ Web of Science 

Core Collection の 9 つである（以降、9 つのデー

タベースという）。検索は、湿度、湿度 and 低、

低湿度、健康、健康 and 湿度、健康 and 湿度 

and 低、低湿度 and 健康の 7 つの組み合わせで

行った（以降、7 つの組み合わせという）。検索の

際、登録されている論文の様々な情報（論文名、

著者名、抄録 など）のどこかに合致した論文を

論文数としてカウントするものとし、データベー

ス情報の誤記などによる重複については排除し

ていない。 

 

C．研究結果 

１）概要 

 7 つの組み合わせ検索のうち、湿度、湿度 and 

低、低湿度の 3 つの検索は、湿度の研究論文数を

把握するために行った。湿度の検索結果は、9 つ

のデータベースのうち JDream Ⅲで最も多く約

16 万件（2020 年 2 月から約 3 万件増）であり、

次いで Web of Science Core Collection で約 12

万件（2020 年 2 月から約 2 万件増）、J-STAGE

で約 11 万件（2020 年 2 月から約 1 万件増）であ

る。9 つのデータベースにおいて、低湿度の検索

結果の場合、2020 年 2 月時点での調査と同様、

湿度の検索結果に比べて 9 つ全てのデータベー

スで論文数が少ない。このように、湿度の論文に

比べて、低湿度を対象にしたものは少ない。 

一方、7 つの組み合わせ検索のうち、健康、健

康 and 湿度、健康 and 湿度 and 低、低湿度 

and 健康の 4 つの検索は、湿度と健康に関する

論文数を把握するために行った。健康の検索結果

は、9 つのデータベースのうち Web of Science 

Core Collection で最も多く約 650 万件（2020 年

2 月から約 462 万件増）、PubMed で約 580 万件

（2020 年 2 月から約 113 万件増）であり、次い

で、JDream Ⅲで約 87 万件（2020 年 2 月から

約 29 万件増）、医中誌 Web で約 51 万件（2020

年 2 月から約 6 万件増）である。しかし、健康 

and 湿度の検索結果になると、最も多いもので

も J-STAGE の約 1 万 5 千件（2020 年 2 月から

約 3 千件増）であり、次いで Web of Science Core 

Collection の約 1 万 2 千件となる。2020 年 2 月

に行った COVID-19 の感染拡大前の結果と

2022 年 3 月の調査結果を比較すると、健康とい

うキーワードで急激に論文数が増えていること

がわかる。 

2）日本における傾向 

日本の気候や生活空間において、温度及び湿度

と健康に関する論文数の傾向を把握するため、

CiNii Articles（CiNii Researchi からアクセス）

を用いて検索を行った。検索のキーワードは、温

度、湿度、温湿度、健康、室内、住宅、皮膚とし

た。室内の温湿度の人体影響の観点から、人体表

面（皮膚）を加えている。前述の検索キーワード

の組み合わせと検索結果の論文数は以下のとお

りである。 

温度  and  健康・・・989 件 

湿度  and  健康・・・383 件 

温度  and  健康  and  室内・・・108 件 

湿度  and  健康  and  室内・・・126 件 

温度  and  健康  and  住宅・・・59 件 

湿度  and  健康  and  住宅・・・72 件 

温度  and  皮膚・・・2,002 件 
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湿度  and  皮膚・・・476 件 

温度  and  湿度  and  皮膚・・・213 件 

このように、温度や湿度の物理要素と健康との

論文数は、温度との組み合わせの論文数に対して、

湿度との組み合わせの論文数は半分以下の数と

なる。また、室内や住宅との組み合わせとなると、

さらにその数は少ない。人体表面に人体周囲の温

度や湿度との組み合わせで検索される論文数は、

温度のみの場合約 2,000 件近くになるものの、湿

度のみの場合で約 500 件となり、温度と湿度の両

方の組み合わせとなると約 200 件となる。しかし

ながら、2020 年 2 月の調査結果と比較すると、

どの組合せでも論文数は増えている。 

3）日本の室内湿度と健康に関する実態調査と生

理・心理量の研究 

日本の室内湿度と健康に関するいくつかの研

究を事例的に紹介する。住宅について、室内環境

の形成資する設備機器の運転等は、個人の好みな

どに任されていることもあり、湿度に対する調整

法や管理方法などの情報が広く共有されるとま

では言えない。既往の高齢者を対象とした低湿度

環境下の心理反応と皮膚水分状態に関する研究１）

では、高齢者以外の成人が空気の乾燥を不快と感

じる場合でも同様の状況を高齢者は快適と捉え

る可能性があること、多くの高齢者が乾燥してい

ると捉えている状況下において乾燥していると

捉えていない高齢者の皮膚の水分状態もほかの

協力者同様低下していること等が、示されており、

高齢者は、空気の乾燥による皮膚や粘膜での状態

の変化について、違和感と捉えることが遅くなる

だけでなく、人体表面の水分含有量の低下にも気

づきにくい恐れのあることが検討されている。 

4）COVID-19 対策と熱中症対策を両立させる換

気と冷房２） 

 新型コロナウイルス感染症予防と熱中症対策

を踏まえた換気と冷房、室内環境における熱中症

予防策についていくつかの文献に基づきあらた

めて紹介する。 

夏場の室温の目安と換気と冷房について、換気

をすることは重要ではあるが、真夏日（最高気温

が 30℃以上）や猛暑日（最高気温が 35℃以上）

になるような予報が出ている場合、室温が外気温

と同じになる程の窓開けは、熱中症予防の観点か

ら危険である。 

室内環境における熱中症予防策について、基本

は、室内で涼しく過ごす工夫をすることにある。

冷房を使用することが重要である。また、室温と

エアコンとの設定温度は異なるため、温度計で確

認すると良いとされている。また、夜間の外気温

があまり下がらない予報がある場合等には、うま

く冷房を使用することも、熱中症予防の一つの対

策となる。 

本格的なエアコン使用に伴い、必ず、試運転を

行い、ほこりをとる等の清掃を実施することが、

正常な運転につながることにも留意したい。 

室内の温熱環境を調整する他、衣服での工夫、

水分補給等もあわせて熱中症予防の対策となる。 

これまでに得た知見を加え、新型コロナウイル

ス感染症予防のための対策を行いつつ、熱中症予

防のための対策を行うことが重要となる。換気の

ために冷房の設定温度が低くなることや、我慢し

ないことを念頭に、体を守るために上手に住まい

や建物を利活用することが大切である。 

 

D．考察 

 我が国の冬期室内において、湿度が低いことに

より、違和感や不快感などがあると答える人は少

なくない。室内空気の湿度の下限値について、人

の生理反応、ウイルス・風邪への影響などの観点

から多くの研究がなされている例えば３）。今般の

COVID-19 の感染メカニズムにおいても、湿度

が寄与について検討が継続的になされており、今

後も、健康を保つための条件としてのエビデンス

構築が望まれている。 

 

E．結論 

 温湿度環境と健康、特に低湿度環境と健康に関

する文献調査を行った結果、一定のエビデンスの

蓄積が確認されたものの、健康維持及び健康増進

などを目指し、湿度と健康に関するエビデンスの

構築が期待されている。湿度管理目標の設定は、

目的により異なる。特に、高齢化が急速に進展し
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ている我が国では、高齢者に向けた湿度管理の情

報発信も重要となる。一方で、COVID-19 等、感

染症の拡大時には、平時の室内環境と比較して優

先される物理因子も異なる場合も想定される。今

後、健康増進に向けた住環境整備の中で、多面的

な情報の整備や議論が必要となるだろう。 

 

F．研究発表 

１．論文発表 

  なし 

 

２．学会発表 

  なし 

 

３．総説 

1） 開原典子. COVID-19 対策と熱中症対策を両

立させる換気と冷房. 公衆衛生 2021；85

（7）：477-82. 

 

G．知的財産権の出願・登録状況（予定を含む） 

１．特許取得 

  なし 

 

２．実用新案登録 

  なし 

 

３．その他 

  なし 

 

＜参考文献＞ 

1) 開原典子．林基哉，高田暁．低湿度環境下にお

ける高齢者の心理反応と皮膚水分状態に関す

る基礎的検討．第 45 回 人間-生活環境系シン

ポジウム；2021 年 12 月；名古屋（ハイブリ

ッド）．抄録集．P.127-0. 

2） 開原典子. COVID-19 対策と熱中症対策を両

立させる換気と冷房. 公衆衛生 2021；85

（7）：477-82. 

3） Harper. G. J. The Influence of Environment 

on the Survival of Airborne Virus Particles 

in Laboratory. Archiv of Gesamt 

Virusforschung. 1963; 13, 64, 64-71. 
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厚生労働科学研究費補助金（循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業） 

分担研究報告書 

 

健康増進に向けた住宅環境整備のための研究 

住宅環境改善の健康状態に関する効果の検証 

居住リテラシーと健康リスク低減に関する情報整理 

研究分担者  長谷川 兼一  秋田県立大学 システム科学技術学部 教授 

 

研究要旨 

居住リテラシーとは、住宅で適切に住まい知識や行動と考えられる。本研究は、住宅環境の改善には

欠かせない居住リテラシーに資する情報を整備することを目的として、既存の住まい方マニュアル等

を調査した。ここでは、住宅と健康との関連について科学的なエビデンスを踏まえた情報を抽出する

ことを念頭に、「健康に暮らすための住まいと住まい方 エビデンス集」と「科学的根拠に基づくシッ

クハウス症候群に関する相談マニュアル」の 2 つの情報源を調査対象とした。それぞれ、住まいにお

いて居住者が暴露される環境に着目し、健康が住まい方に影響していると判断した内容を抽出し、所

定の書式に情報を整理した。 

今後、得られたデータをもとに、健康リスク低減の観点から見た居住リテラシーに関する情報を整

備する。 

A．概要 

居住者の健康増進を図るためには住宅の環境性

能を高めることは重要である。現時点では、住宅

関連技術が進歩し施工レベルも向上しているため、

これらを適用することにより、望ましい環境を構

築することができる。しかしながら、断熱性能や

設備性能が高くとも、技術の使用や住まい方に誤

りがあれば、意図した環境性能を発揮することが

できず、逆に、環境汚染を招くことが想定される。

例えば、断熱気密性能が高い住宅において、開放

型ストーブを使用すれば、結露の発生や空気汚染

を引き起こすことは容易に想像できる。 

住宅での健康リスク要因には、先に挙げた空気

汚染によるシックハウス症状やヒートショックに

よる循環器系の疾患、寒冷環境への曝露による低

体温症、過度な温度上昇に伴う熱中症など、いく

つか挙げられる。住宅で適切に住まう知識や行動

を居住リテラシー注)と定義すると、健康リスクの

原因の多くは、居住リテラシーの欠如が関連して

いると考えられる。従って、住宅内での健康リス

クを低減させるためには、居住リテラシーの涵養

は不可欠である。 

そこで本研究では、住宅環境の改善には欠かせ

ない居住リテラシーに資する情報を整備すること

を目的とする。特に、既存の住まい方マニュアル

等を調査し、健康リスク低減の観点から見た居住

リテラシーに関する情報を抽出する。 

 

B．調査方法 

住宅と健康との関連について科学的なエビデン

スを踏まえた情報を抽出することを念頭に、「健康

に暮らすための住まいと住まい方 エビデンス集」

1)（以降、文献 1）と「科学的根拠に基づくシック

ハウス症候群に関する相談マニュアル」2) （以降、

文献 2）の 2 つの情報源を調査対象とした。 

文献 1 では、住まいにおいて居住者が暴露され

る環境に着目し、「温熱環境」「睡眠環境」「空気環

境」「安全・安心」のキーワードの分類(大分類)し、
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それらに関連する小分類の項目毎に、健康が住ま

い方に影響していると判断した内容を抽出した。 

文献 2 では、シックハウス症候群の主なリスク

要因として「化学物質・微生物」「低温・高温」「た

ばこ煙」に着目するともに、「仮設住宅」「年齢・季

節の応じた予防」の観点から、健康と住まい方に

関連する情報を抽出した。 

 

C．調査結果 

 表 1〜表 4 に文献 1、表 5〜8 に文献 2 から得た

情報を示す。各項目には、引用箇所を明確にする

ために各項目のページ番号と行数を併記した。ま

た、引用されている図表を示さずに原典を参照す

ることとした。次年度は、これらの情報を居住リ

テラシーと結びつけるために、共通のキーワード

でグループングするなどデータを構造化すること

を試みる。 

 

D．まとめ 

住宅環境の改善には欠かせない居住リテラシー

に資する情報を整備することを目的として、既存

の住まい方マニュアル等を調査した。本研究では、

住宅と健康との関連について科学的なエビデンス

を踏まえた情報を抽出することを念頭に、「健康に

暮らすための住まいと住まい方 エビデンス集」

と「科学的根拠に基づくシックハウス症候群に関

する相談マニュアル」の 2 つの情報源を調査対象

とした。それぞれ、住まいにおいて居住者が暴露

される環境に着目し、健康が住まい方に影響して

いると判断した内容を抽出し、所定の書式に情報

を整理した。 

今後、得られたデータをもとに、健康リスク低

減の観点から見た居住リテラシーに関する情報を

整備する。 

 

＜注釈＞ 

注）本来は言語の識字率や読解記述力を意味する

ものであるが、最近では、「何らか表現されたもの

を適切に理解・解釈・分析し、改めて記述・表現す

る」能力という意味に使われている。 

 

F．研究発表 

１．論文発表 

  なし 

 

２．学会発表 

  なし 

 

G．知的財産権の出願・登録状況（予定を含む） 

１．特許取得 

  なし 

 

２．実用新案登録 

  なし 

 

３．その他 

  なし 

 

＜参考文献＞ 

1） 健康維持増進住宅研究委員会：健康に暮らす

ための住まいと住まい方 エビデンス集，技

報堂出版，2013 年 

2） 科学的エビデンスに基づく「新シックハウス

症候群に関する相談と対策マニュアル(改訂

版)」の作成研究版：科学的根拠に基づくシッ

クハウス症候群に関する相談マニュアル(改

訂新版)，平成 26-27 年度厚生労働科学研究費

補助金 健康安全・危機管理対策総合研究事

業 
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表 1 「適切な温熱環境」に関する住まい方の情報 

 
 

表 2 「快適な睡眠環境」に関する住まい方の情報 
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表 3 「清浄な空気環境」に関する住まい方の情報 
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表 4 「安全・安心な住まい」に関する住まい方の情報 
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表 5 「シックハウス症候群の主なリスク要因」に対する住まい方の情報 
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表 6 「室内の環境に関わる要因」に対する住まい方の情報 

 

 

表 7 「仮設住宅の環境と健康問題」に対する住まい方の情報 
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表 8 「居住者の年齢や季節に応じた予防」に対する住まい方の情報 
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厚生労働科学研究費補助金（循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業） 

分担研究報告書 

 

健康増進に向けた住宅環境整備のための研究 

死亡率が上昇する室温閾値の推計（既存データとコホートデータリンケージ分析） 

研究分担者  佐伯 圭吾  奈良県立医科大学 医学部 教授 

 

研究要旨 

 外気温が低下する冬に死亡率が上昇する現象は、1900 年代前半から世界各国の統計から認識され

ていた。近年、外気温低下に関連する総死亡の相対危険を、曝露からイベント発生までの潜時を考慮

して正確に推定する時系列分析法が開発された。この方法を用いた推定の結果、わが国の外気温低下

と関連する過剰死亡数は、高血圧による過剰死亡に匹敵することから、公衆衛生上重要な課題と考え

る。WHO は住環境に関するガイドライン（2018 年）は冬の室温を 18℃以上に維持するように勧奨

しているが、その室温目標値の設定には根拠が乏しい状況である。前向きコホート研究から室温コン

トロールの目標値を設定するには、数十万人単位の大規模対象者の調査が必要と考えられ現実的では

ない。 

本研究では既存の死亡率および外気温データと、筆者らが実施するコホート研究参加者の室温デー

タのリンケージによって、死亡率上昇の室温閾値を推定することを目標とする。今年度は、2010 年

～2019 年の奈良県および全国の日別死亡数、日別平均外気温の関連を、温度曝露から死亡までの潜

時を考慮した時系列分析モデル (DLNM: Distributed Lag Non-linear Model) を用いて、死亡率が上

昇する外気温の閾値を推定した。さらに奈良県在住対象者を対象とする住環境と健康に関する平城京

スタディ参加者の日中室温と外気温の関連を一般加法モデルで用いて回帰し、死亡率が上昇する室温

閾値を推定した。 

A．研究目的 

 わが国の 1985 年から 2012 年の死亡データと

外気温データを用いて推定された外気温低下に関

連する過剰死亡は全死亡の約 9.8％（約 9.4 万人/

年）であり (1)、高血圧症による過剰死亡（10.4

万人/年）に匹敵していることから (2)、重要な公

衆衛生問題といえる。寒冷曝露による過剰死亡対

策として、WHO は住環境ガイドラインにおい

て、冬の住居内温度を 18℃以上に保つように推

奨したが、その目標値を裏付けるエビデンスは明

らかではない (3)。本研究の目的は、死亡率が上

昇する室温の閾値を、総死亡が上昇する外気温に

相当する室温を、著者らが実施する地域コホート

研究のデータを用いて推定することである。死亡

率上昇の室温閾値が明らかになれば、室温調整の

目標値を設定する重要なエビデンスとなる。 

 

B．研究方法 

奈良県における 2010 年から 2019 年の日別の

総死亡数と日別 24 時間平均外気温の関連を以下

の 2 つの過程で推定した。ステップ①都道府県別

温 度 － 外 気 温 － 潜 時 の 関 連 を DLNM ：

Distributed Lag Non-linear Model (4) を用いて

回帰する。さらに各潜時別のリスクを累積した外

気温―総死亡の関連を推定する。ステップ②各都

道府県別の外気温―総死亡の回帰結果を多変量

メタ回帰モデルによって統合し、回帰モデルに基
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づいて推定したパラメータを用いて奈良県の外

気温―総死亡関連を推定した（1）。 

奈良県在住の平城京スタディ対象者では、

2010 年から 2019 年に、2189 名×7 日間、1306

名×2 日間（17935 人・日）の室温測定を行った。

温度ロガーは対象者宅の居間、床上 60 ㎝に設置

し、10 分間隔で計測した。対象者は入床・離床時

刻および外出時間を自記式生活記録用紙に記入

した。入床～離床時刻および外出時間を除く室温

データの平均値を日中室温とした。 

対象者住所から最寄りの地方気象台から、室温

測定日の外気温データを入手し、24 時間平均外

気温を算出し、日中室温を従属変数、24 時間平均

外気温を独立変数とする一般加法モデルで回帰

し、総死亡が最も低くなる外気温に対応する室温

を推定した。 

 

C．研究結果 

 奈良県の 2010 年から 2019 年の人口動態統計

に含まれる日別外気温と総死亡数の関連を

DLMN で回帰した結果は図１である（ステップ

①）。総死亡の相対危険は、27.3℃と 8.2℃に相対

危険上昇閾値を認めたが、信頼区間が広く、偶然

誤差の影響が強いと考えられた。 

 

図１ 奈良県の 2000-2019 年の総死亡-奈良県 

外気温データに基づく推計 

 

そこで Gasparrini らによる先行研究（1）と同

様に、全都道府県データの多変量メタ回帰分析モ

デルに基づくパラメータを用いて 2010 年から

2019 年の奈良県の外気温―総死亡の関連を推定

した（ステップ②）。その結果、総死亡の相対危険

の最低値と対応する 24 時間平均外気温が 25.9℃

であった。 

 

図 2 2000-2019 年奈良県の総死亡-外気温の 

関連：メタ回帰に基づく推計 

 

 平城京コホート研究参加者宅で測定した日中

室温データと同日の 24 時間外気温の関連を図 3

に示す。一般加法モデルによる回帰直線に基づく

と、外気温 25.9℃に対応する日中室温平均値は

27.3℃(95% Credible interval: 27.18 to 27.39)で

あった。 

 

図 3 室温－外気温の関連（一般化加法モデル） 
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D．考察 

 当初予定していた、総死亡率が上昇する室温閾

値を推定することができた。今後はさらに、室温

制御目標値として、どのような数値を提案する米

価を考慮しながら、低下にともなう総死亡リスク

上昇の程度をさらに詳細に検討している予定であ

る。 

 

F．研究発表 

１．論文発表 

1） Tai Y, Obayashi K, Okumura K, Yamagami 

Y, Negoro H, Kurumatani N, Saeki K. 

Association between before-bedtime passive 

body heating and nocturia during the cold 

season among older adults. J Epidemiol. 

2022. In press, DOI: 

10.2188/jea.JE20210471 

 

2） Tai Y, Obayashi K, Yamagami Y, 

Kurumatani N, Saeki K. Association 

Between Passive Body Heating by Hot 

Water Bathing Before Bedtime and 

Depressive Symptoms Among Community-

Dwelling Older Adults. Am J Geriatr 

Psychiatry. 2022; 30: 161-170. DOI: 

10.1016/j.jagp.2021.06.010 

 

3） Mitsui K, Saeki K, Tone N, Suzuki S, 

Takamiya S, Tai Y, Yamagami Y, Obayashi 

K. Short-wavelength light exposure at night 

and sleep disturbances accompanied by 

decreased melatonin secretion in real-life 

settings: a cross-sectional study of the 

HEIJO-KYO cohort. Sleep Med.2022; 90: 

192-198.  

 DOI: 10.1016/j.sleep.2022.01.023 

 

4） Obayashi K, Saeki K, Yamagami Y, 

Kurumatani, N, Sugie K, Kataoka H. 

Circadian activity rhythm in Parkinson's 

disease: findings from the PHASE study. 

Sleep Med 2021; 85: 8-14.DOI: 

10.1016/j.sleep.2021.06.023 

 

２．学会発表 

  なし 

G．知的財産権の出願・登録状況（予定を含む） 

１．特許取得 

  なし 

 

２．実用新案登録 

  なし 

 

３．その他 

  なし 

 

 

＜参考文献＞ 

1） Gasparrini A, Guo Y, Hashizume 

M,Lavigne E, Zanobetti A, Schwartz J, et 

al. Mortality risk attributable to high and 

low ambient temperature: a multicountry 

observational study. Lancet. 

2015;386(9991):369-75. 

2） Ikeda N, Inoue M, Iso H, Ikeda S, Satoh T, 

Noda M, et al. Adult mortality 

attributable to preventable risk factors for 

non-communicable diseases and injuries 

in Japan: a comparative risk assessment. 

PLoS Med. 2012;9(1):e1001160. 

3） WHO Housing and Health Guidelines. 

Geneva: World Health Organization 

2018 

4） Gasparrini A, Armstrong B. Reducing and 

meta-analysing estimates from 

distributed lag non-linear models. BMC 

Med Res Methodol. 2013;13:1. 
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厚生労働科学研究費補助金（循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業） 

分担研究報告書 

 

健康増進に向けた住宅環境整備のための研究 

一般家庭における短期/長期堆積ダストを活用した子どものハウスダスト中 

リン系難燃剤・可塑剤の一日摂取量 

 

研究分担者  池田 敦子     北海道大学 大学院保健科学研究院     教授 

研究分担者  金   勲     国立保健医療科学院 生活環境研究部    上席主任研究官 

研究協力者  アイツバマイゆふ  北海道大学 環境健康科学研究教育センター  

岸  玲子     北海道大学 環境健康科学研究教育センター 特別しょうへい教授 

戸次 加奈江    国立保健医療科学院 生活環境研究部    主任研究官 

稲葉 洋平     国立保健医療科学院 生活環境研究部    上席主任研究官 

 

研究要旨 

背景：リン酸トリエステル類は難燃性可塑剤として、火災や燃焼予防のために建材や家具、カーテンや

じゅうたん、壁紙などの内装材、電化製品を含む様々な製品に添加されるほか、床のワックスや光沢剤

に用いられる。沸点が 240-260℃～380-400℃の準揮発性有機化合物（Semi-Volatile Organic 

Compounds: SVOC）であり、製品とは化学的には結合していないため、製品から徐々に染み出し、ハ

ウスダストホコリに吸着することで室内に存在する。過去に、分担研究者らはリン系難燃剤とアレル

ギー症状との関連を報告した。本研究では掃除機で収集したダスト中濃度と、部屋に堆積したダスト

中濃度から、子どもの一日摂取量を計算し、アレルギーとの関連を明らかにすることを目的とした。 

方法：出生コーホート「環境と子どもの健康に関する北海道研究」に参加する７歳児に自宅の環境訪問

調査への協力を依頼し、91 軒の兄弟姉妹及び双子を含む 96 人の協力を得た。小学校入学時検診時の

身長と体重に加えて、喘息・アレルギーに関する情報を ISAAC 調査票から定義した。ダストサンプル

は、居間および子どもの寝室の「床ダスト」と「棚ダスト」に加えて、居間に 6 か月間設置した「堆積

ダスト」の 3 種類を収集した。リン酸トリエステル類 14 化合物の各ダスト中濃度を、LC-MSMS を用

いて国立保健医療科学院で分析した。それぞれのダスト中濃度から、一日摂取量（Daily Intake （DI））

を計算した。多変量解析では、「喘鳴、鼻結膜炎、湿疹のいずれか一つでもあり」を従属変数、「性」「世

帯収入」「両親いずれかの喫煙あり（Environmental Tobacco Smoke）」、および「両親いずれかのアレ

ルギー（喘息、鼻炎、アトピー性皮膚炎）既往あり」を説明変数として算出した傾向スコアを用いて調

整した。 

結果：全員 7 歳で、身長と体重は平均±標準偏差がそれぞれ 119.3±5.44 ㎝、22.78±2.73 ㎏だった。

喘鳴、鼻結膜炎および湿疹の有病はそれぞれ 26 人（27.1％）、15 人（15.6％）、23 人（24.0％）だっ

た。一日摂取量の中央値が最も高いのは床ダスト中 TBOEP の 0.3（µg/kg/day）で、最も高い床ダス

ト TDCIPP の最大値は 2.91（µg/kg/day）、床ダスト TBOEP の最大値は 1.36（µg/kg/day）だった。

しかし、RfD を上回る DI を示した児はいなかった。多変量解析で調整後、長期堆積ダスト中の TCsP

が喘鳴のリスクを上げ（自然対数 2.7 倍に DI が増加した時の Odds Ratio (OR)(95%Confidence 
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Interval (CI)は 3.56 (1.11-11.41)、棚ダスト中の TNBP の OR (95%CI)は 2.45 (1.26-4.79)、棚ダスト

中の TBOEP は 1.90 (1.01, 3.54)、長期堆積ダスト中の TCsP は 5.34 (1.38-20.72)と統計学的に有意だ

った。 

考察：本研究の限界は、横断研究であり因果関係を示すことはできない。一方、床ダスト、棚ダストお

よび堆積ダストから個別に一日摂取量を推計しており、実際にはそれらをまとめて摂取しているため、

リスクを過小評価している可能性がある。有意差が認められた化合物は TBOEP、TNBP および TCsP

と一貫しており、TBOEP は先行研究でもアレルギーとの関連が認められたことから、今後も調査研究

を継続する必要があるといえる。 

 

A．研究目的 

リン酸トリエステル類は難燃性可塑剤、床のワ

ックスや光沢剤に用いられる準揮発性有機化合物

（Semi-Volatile Organic Compounds: SVOC）で

ある。難燃剤は、火災や燃焼を防ぐために、建材や

家具、カーテンやじゅうたん、壁紙などの内装材

や様々な電化製品に添加される。過去には塩素系

難燃剤や臭素系化合物が用いられてきたが、その

環境残留性の高さから塩素系・臭素系難燃剤は

Stockholm 条約により世界的に規制されている。

しかし、日本では 1990 年代には自主的に臭素系

からリン系化合物への移行が進んでいる。 

リン酸トリエステル類は沸点が 240-260℃～

380-400℃の準揮発性有機化合物である。製品とは

化学的には結合しておらず、製品から徐々に染み

出すが、揮発性が低いため、ガス状での存在に加

えてハウスダストに吸着することで室内に存在す

る。研究分担者らは、過去に戸建て住宅および学

童が居住する住宅でハウスダスト中のリン酸トリ

エステル類を分析し、その濃度は諸外国よりもわ

が国で高いことを報告した[1, 2]。また、ハウスダ

スト中のリン酸トリエステル類濃度が高いことが、

居住者、特に子どものアレルギー症状のリスクを

上げることを報告した[1, 3, 4]。一方、シックハウ

ス症候群との関連は認めなかった[5]。 

これまでに、ハウスダストの収集についてはゴ

ールドスタンダードといえる方法は確率されてい

ない。分担研究者らによる過去の研究では、ハウ

スダストはハンディクリーナーを用いて収集し、

髪の毛、紙類、糸、虫、食べ物屑などの混雑物を除

いたのちに分析に用いた。しかし、この方法は綿

埃が固まった状態になり、曝露評価に用いるダス

トをどこから分取するかによって、含有するリン

酸トリエステル類の濃度にばらつきが生じる。加

えて、居住者が経口曝露あるいは経皮に付着する

ことで体内吸収するのは室内を舞うハウスダスト

であると考えられ[6]、綿埃のような大きなハウス

ダストは曝露評価に用いるうえで妥当かといった

課題もあった。そこで、150μm メッシュの篩を用

いて粒子径の小さなハウスダストを均一的に分取

する方法を用い、またボックスを室内に設置する

ことで、宙を舞ってから落ちてきたハウスダスト

を収集した。長期間で堆積したダストを曝露評価

に用いて、予備的結果については、リン系難燃剤

の分析を行った厚生労働科学研究「半揮発性有機

化合物（SVOC）によるシックハウス症候群への影

響評価及び工学的対策の検証に関する研究

（19LA1007）」にて報告した。本報告では、子ど

ものハウスダスト中リン系難燃剤・可塑剤の一日

摂取量とアレルギーとの関連について明らかにす

ることを目的とする。 

 

B．研究方法 

B1．調査対象者 

研究の方法を以下に簡単に記す。本研究は出生

コーホート「環境と子どもの健康に関する北海道

研究（以下、北海道スタディ）」[7-10]に参加する

7歳児を対象に、札幌市に居住する住宅には訪問調
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査への協力依頼を行い、了承が得られた91軒の住

宅訪問調査を2012年および2013年の10月から11

月に実施した[7]。 

 

B2．データおよびサンプルの収集 

健康に関する調査票の記入を保護者に依頼した。

小学校入学時検診時の身長と体重、喘息・アレル

ギーに関する ISAAC（ International Study of 

Asthma and Allergies in Childhood）[11]日本語

版[12]調査票を用いた。アレルギーはISAAC調査

票の回答から、「あなたのお子様は最近12ヶ月間に、

胸がゼーゼー、またはヒューヒューといったこと

がありますか？」に「ある」と回答した時に「喘鳴

あり」、「最近12ヶ月間にあなたのお子様はカゼや

インフルエンザにかかっていないときに、くしゃ

み、鼻水、鼻づまりで困ったことはありますか？」

かつ「最近12ヶ月間にこれらの鼻症状に伴って眼

がかゆくなったり、涙がとまらなくなったりした

ことがありますか？」にいずれも「ある」と回答し

た場合に「鼻結膜炎あり」、「あなたのお子様は今

までに、6ヶ月間で出たりひっこんだりするかゆみ

を伴った湿疹で困ったことがありましたか？」か

つ「あなたのお子様は最近12ヶ月のあいだに、そ

のようなかゆみを伴う湿疹は出たことがあります

か？」かつ「それらのかゆみを伴った湿疹は下記

のような箇所に起こったことがありますか？」肘

の屈曲面、膝の裏側、足首の前面、臀部の下面、首

や耳や目のまわりなど」のいずれも「ある」と回答

した場合を「湿疹あり」と定義した。 

ダストサンプルは、床ダスト（居間および子ど

もの寝室の床全面および床面からの高さ約35㎝以

内）、棚ダスト（居間および子どもの寝室の床から

高さ約35㎝以上）、および堆積ダスト（A4サイズの

箱にアルミホイルをかぶせて居間に6か月間設置）

の3種類を収集した。床ダストと棚ダストは、ポリ

エステル製フィルター（住化エンビロサイエンス

社）を装着したNationalクリーナーMC-D25C-WA

（145W 松下電器産業社製）で吸引・集塵し、150

μmの篩を用いてファインダストをふるい分け、

共栓付ガラス管に入れて-20℃で保存した。 

 

B3．ダスト中リン酸トリエステル類の分析 

ダスト中のリン酸トリエステル類分析は、LC-

MSMSを用いて国立保健医療科学院で実施した。

分析対象化合物は、trimethyl phosphate (TMP)、

triethyl phosphate (TEP)、tripropyl phosphate 

(TPP)、tris (2-chloroethyl) phosphate (TCEP)、

tris (2-chloro-isopropyl) phosphate （TCIPP）、

tris (1, 3-dichloro-2-propyl) phosphate 

（TDCIPP）、triphenyl phosphate (TPHP)、tri-

(i-butyl) phosphate (TiBP) 、 tri-(n-butyl) 

phosphate (TNBP)、cresyl diphenyl phosphate  

(CsDPHP) 、 tris (2-butoxyethyl) phosphate 

(TBOEP) 、 tricresyl phosphate (TCsP) 、 2-

ethylhexyl diphenyl phosphate (EHDPP)、tris (2-

ethylhexyl) phosphate (TEHP)の14化合物である。 

 

B4．ダストからの曝露摂取量の計算 

先行研究を参考に、ダスト中濃度からDaily 

Intake(DI)を推定した。経口1）および経皮2）の

DIを計算した。 

 

DIingest dust (µg/kg/day)= (Cdust ×  Mingest 

dust)/W     ・・・・・・・・・・1） 

 

DIdermal dust (µg/kg/day）=(Cdust×A/3×Ms×f×

0.15×t/24)/W      ・・・・・・・・・・・2) 

 

1. Cdust (µg/g dust）：ダスト中のリン酸トリ

エステル濃度 

2. Mingest dust (mg/day)：一日当たりのダス

ト摂取量はUS EPAによる子どもの摂取量 

60 mg/day 

3. W（kg）：それぞれの子どもの体重 

4. A/3 (m2/day）：ダストと接する表皮面積を

手、脚、腕としたときの身体全体の面積の3
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分の1 

5. Ms（mg/cm2）：皮膚から吸収するダスト量

で、US EPAによる0.96 g/m2 

6. fは皮膚からのリン酸トリエステル類の吸

収割合。リン酸トリエステル類のうち

TCEP、TCIPP、TDCIPPがそれぞれ28％、

25%、13%と報告されており、他の化合物に

ついてはこれらの平均値である22%とした。 

7. ダストマトリックス：皮膚吸収を約15％に

減少させる報告による係数から0.15とした。 

8. t/24（day）：子どもが一日のうち家で過ご

す時間で、札幌市の小学生の調査結果から

15.14時間 

9. 皮膚表面面積（A）：子どもの身長と体重を

もとに以下の計算式3）を用いて求めた。 

 

A=(W0.51456 × H0.42246 × 0.0235)・・・・3） 

 

10. W (kg)とH (cm)：それぞれの子どもの身長

と体重 

 

最後に、リン酸トリエステル類の合計摂取量を

計算式4）により求めた。 

 

DItotal dust=DIingest dust ＋ DIdermal dust・・・・・・4） 

 

B5．統計解析 

リン酸トリエステル類へのダストからの曝露量

とアレルギーとの関連は、まず単変量解析として、

Mann-Whitney U検定で求めた。曝露量は、検出

率（＞LOD）が50％以上の化合物のみとした。次

いで、単変量解析機でP<0.1の項目について、多変

量解析を行った。多変量解析は性、世帯収入、両親

いずれかの喫煙、両親のアレルギー既往による傾

向スコアを用いたロジスティック回帰分析を行っ

た（Mann-Whitney U検定でp<0.1のみ）。傾向ス

コアは、「喘鳴、鼻結膜炎、湿疹のいずれか一つで

もあり」を従属変数、「性」「世帯収入」「両親い

ずれかの喫煙あり（ Environmental Tobacco 

Smoke）」、および「両親いずれかのアレルギー

（喘息、鼻炎、アトピー性皮膚炎）既往あり」を説

明変数として作成した。DIは正規分布していない

ため、自然対数変換した。最終のロジスティック

回帰分析は、「喘鳴」「鼻結膜炎」「湿疹」を従属

変数、「自然対数変換したDI」「傾向スコア」を

説 明 変 数 と し た 。 統 計 解 析 は IBM SPSS 

Statistics27Jを用いた。 

 

B6．倫理面の配慮 

調査は、北海道大学医学部医の倫理委員会の承

認を得て実施した。本研究対象者は未成年である

ため、保護者による調査票への回答をもって同意

とみなした。 

 

C．結果 

表１に対象者の特徴とアレルギー症状の優勝割

合を示す。対象者は全員が 7 歳で、身長と体重は

平均±標準偏差はそれぞれ 119.3±5.44 ㎝、22.78

±2.73 ㎏。有病割合はそれぞれ喘鳴 26 人

（27.1％）、鼻結膜炎 15 人（15.6％）、湿疹 23 人

（24.0％）であった。 

表２には、収集したダストそれぞれの濃度分布

を示す。分析に用いたサンプル数は床ダスト 89 軒、

棚ダスト 77 軒、堆積ダスト 54 軒だった。床ダス

トから最も高濃度検出されたのは TBOEP（中央

値 46.916 μg/g dust）、次いで TCIPP（1.959 g/g 

dust）、TCsP（1.283 μg/g dust）だった。TDCIPP

（1162.454 μg/g dust）は最大濃度が最も高かっ

た。棚ダストは最も濃度が高かったのは TBOEP

（6.564 μg/g dust）、次いで TCIPP（1.980 μg/g 

dust）、TPHP（1.656 μg/g dust）だった。最大濃

度が最も高かったのは TDCIPP（268.599 μg/g 

dust）だった。堆積ダストも最も濃度が高かった

のは TBOEP（7.087 μg/g dust）、次いで TPHP

（0.965 μg/g dust）、TCIPP（0.715 μg/g dust）

だった。最大濃度が最も高かったのは TCEP
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（123.403 μg/g dust）だった。TMP、TEP、TPP、

TIBP、EHDPP の検出率は 10％以下で、摂取量

推定からは除外した。TNBP は棚ダストからのみ

100％検出されたが、床ダストおよび堆積ダスト中

からの検出はそれぞれ 42.7％、18.5％と低く、同

じく摂取量推定からは除外した。 

図１に一日推定摂取量を示す。曝露が最も高い

のは床ダスト中 TBOEP が 0.3 (µg/kg/day)だた。

一日摂取量が多かったのは床ダストTDCIPPの最

大値 2.91 (µg/kg/day)、床ダスト TBOEP の最大値

が 1.36 (µg/kg/day)だった。経皮曝露は中央値では

10‐5から 10‐7乗のオーダーだった。したがって、

経口曝露と経皮曝露の和（DItotal dust）はほぼ経口

曝露を反映させる濃度となっている。 

図２にアレルギー症状の有無と一日摂取量との

関連で p<0.1 の項目を示す。単変量解析では、喘

鳴がある子どもでは堆積ダスト中の TCsP、鼻結

膜炎がある子どもでは棚ダスト中の TNBP と

TBOEP、堆積ダスト中の TCsP の DI が症状のな

い子どもの DI よりも有意に高かった。湿疹との関

連は退席ダスト中のTDCIPPが症状のある子ども

で高い傾向が認められた。 

次いで、単変量解析 P<0.1 の関連について、多

変量解析を行った結果を表３に示す。多変量解析

においても、長期堆積ダスト中の TCsP が喘鳴の

リスクを上げ（自然対数 2.7 倍に DI が増加した時

の Odds Ratio (OR)(95%Confidence Interval (CI)

は 3.56 (1.11-11.41)、棚ダスト中の TNBP の OR 

(95%CI)は 2.45 (1.26-4.79)、棚ダスト中のTBOEP

は 1.90 (1.01, 3.54)、長期堆積ダスト中の TCsP は

5.34 (1.38-20.72)だった。 

 

D．考察 

本研究のリン酸トリエステル濃度は、過去に札

幌市の小学生を対象とした調査[2]と比較すると

若干高め（TBOEP が 46.9 μg/g と 30.88 μg/g、

TPHP が 0.910 μg/g と 0.97 μg/g）、棚ダストに

ついては本研究の方が低かった（TBOEP が 6.56 

μg/g と 26.33 μg/g）。Ali らによって示されてい

る Reference dose （RfD）、TNBP 24 μg/kg/day, 

TCIPP 80 μ g/kg/day 、TCEP 22 μ g/kg/day 

TBOEP 15 μg/kg/day、TPHP 70 μg/kg/day 

TDCIPP 15 μg/kg/day と比較すると[13, 14]、本

研究の一日摂取量でこれらRfDを超えた値はなか

った。一日摂取量の最大値は床ダストの TDCIPP

が 2.90 μg/kg/day と RfD の約 40 分の 1 と 1 オ

ーダーは低く、早急に問題となる曝露レベルとは

いえないであろう。一方、Mizouchi らによると、

TBOEP は自宅環境と比較して小学校の方が濃度

が 1 オーダー高い[15]。従って、学校における曝

露も考慮した場合には実際の一日摂取量はより多

い可能性がある。また、RfD は過去の毒性学研究

に基づいて定められた値である。新たな毒性学の

知見が得られた場合は、RfD の値そのものの見直

しも必要になるため、今後の動向を注視する必要

がある。 

我々の過去の研究では、全国の戸建て住宅の

TNBP 濃度が高いと喘息および鼻結膜炎のリスク

を上げ、また TCIPP と TDCIPP 濃度が高いとア

トピー性皮膚炎のリスクを上げることを報告した

[1]。また、札幌市の小学生を対象とした調査では、

TDCIPP 濃度が検出された家で、検出下限値未満

の家よりも湿疹のリスクが高いことを報告した[3, 

4]。加えて、子どもの尿中のリン酸トリエステル類

代謝物濃度を分析し、TCIP および TBOEP 代謝

物濃度が高いと、鼻結膜炎および湿疹のリスクを

上げることを報告した[3, 4]。本研究では、TnBP

と TBOEP が微結膜炎のリスクを上げる結果と認

めており、これらの結果は、全く異なる集団でも

あるにもかかわらず、本研究結果との一貫性が認

められた点で、無視できない結果であるといえる。

また、TCsP についても喘息および微結膜炎との

一貫した関連が認められた。TCsP は過去にアレ

ルギーとの関連を報告した研究はなく、本研究で

初めて喘息・アレルギーとの関連を解析したため、

今後も注意深く検する必要があると考えられた。 
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本研究の限界としては、横断研究であることか

ら、因果関係を示すことはできない。。また、サン

プルサイズが小さく、傾向スコアとして考慮した

変数以外のアレルギーに関連する要因で調整して

いない点がある。また、床ダスト、棚ダストおよび

堆積ダストから個別に一日摂取量を推計しており、

実際にはそれらをまとめて摂取しているため、リ

スクを過小評価している可能性がある。1 日摂取

量計算が妥当か、新たな曝露モデルを構築する必

要があると考える。今後も調査研究を継続する必

要があるといえる 

 

E．結論 

 リン系難燃剤のうち、TNBP、TBOEP、TCsPの

一日摂取量は、子どもの喘鳴および鼻結膜炎のリ

スクを上げる関連が認められた。結果は過去の研

究とも一貫しており、引き続きリン系難燃剤曝露

による子どものアレルギーとの関連を検討する必

要がある。 
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表１ 対象者の特徴とアレルギー有訴   
n(%) または 平均値±標準偏差 

性別 男児 56 (56%) 
身長 ㎝ 119.3±13.3 
体重 kg 22.8 ± 3.7 
世帯収入（年）  ≺300 万円 14 (14%)  

300～499 万円 34 (34%)  
500～799 万円 33 (33%)  
800 万円≤ 14 (15%) 

母喫煙 あり 5 (5%) 
父喫煙 あり 13 (13%) 
ペット あり 22 (22%) 
結露 あり 66 (66%) 
カビ あり 54 (54%) 
水漏れ あり 11 (11%) 
喘鳴 あり 26 (26%) 
鼻結膜炎 あり 15 (15%) 
湿疹 あり 23 (23%) 
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表 2 ダスト中濃度分布（μg/g dust） 
  n  >LOD (%)  min  25%  50%  75%  max 

床ダスト               

TMP  89  0.0  <LOD  <LOD  <LOD  <LOD  <LOD 
TEP  89  0.0  <LOD  <LOD  <LOD  <LOD  <LOD 
TPP  89  0.0  <LOD  <LOD  <LOD  <LOD  <LOD 
TCEP  89  100.0  0.411  0.411  0.888  2.083  123.961 
TCIPP  89  100.0  1.192  1.192  1.959  4.729  136.999 
TDCIPP  89  100.0  0.416  0.416  0.756  3.493  1162.454 
TPHP  89  100.0  0.605  0.605  0.910  1.272  35.466 
TIBP  89  4.5  <LOD  <LOD  <LOD  <LOD  0.241 
TNBP  89  42.7  <LOD  <LOD  <LOD  0.209  3.113 
CsDPHP  89  100.0  0.143  0.143  0.299  0.484  4.923 
TBOEP  89  100.0  14.918  14.918  46.916  108.696  453.862 
TCsP  89  100.0  0.748  0.748  1.283  1.989  11.417 
EHDPP  89  4.5  <LOD  <LOD  <LOD  <LOD  4.005 
TEHP  89  100.0  0.058  0.058  0.145  0.297  7.092 

棚ダスト           

TMP  77  0.0  <LOD  <LOD  <LOD  <LOD  <LOD 
TEP  77  1.3  <LOD  <LOD  <LOD  <LOD  3.013 
TPP  77  0.0  <LOD  <LOD  <LOD  <LOD  <LOD 
TCEP  77  100.0  0.543  0.543  0.923  1.941  176.310 
TCIPP  77  100.0  1.055  1.055  1.980  3.950  155.652 
TDCIPP  77  100.0  0.310  0.310  0.518  1.661  268.599 
TPHP  77  100.0  0.951  0.951  1.656  2.356  8.967 
TIBP  77  0.0  <LOD  <LOD  <LOD  <LOD  <LOD 
TNBP  77  100.0  0.050  0.050  0.096  0.182  2.154 
CsDPHP  77  100.0  0.124  0.124  0.323  0.818  5.905 
  TBOEP  77  100.0  2.587  2.587  6.564  10.918  55.076 
  TCsP  77  100.0  0.300  0.300  0.461  0.730  15.742 
EHDPP  77  5.2  <LOD  <LOD  <LOD  <LOD  6.467 
TEHP  77  100.0  0.033  0.033  0.033  0.248  6.461 

堆積ダスト           

TMP  54  0.0  <LOD  <LOD  <LOD  <LOD  <LOD 
TEP  54  0.0  <LOD  <LOD  <LOD  <LOD  <LOD 
TPP  54  0.0  <LOD  <LOD  <LOD  <LOD  <LOD 
TCEP  54  100.0  0.318  0.318  0.512  0.902  123.403 
TCIPP  54  100.0  0.456  0.456  0.715  1.581  9.558 
TDCIPP  54  100.0  0.342  0.342  0.581  1.557  74.325 
TPHP  54  100.0  0.584  0.584  0.965  1.507  5.029 
TIBP  54  0.0  <LOD  <LOD  <LOD  <LOD  <LOD 
TNBP  54  18.5  <LOD  <LOD  <LOD  <LOD  0.321 
CsDPHP  54  100.0  0.088  0.088  0.201  0.369  2.697 
TBOEP  54  100.0  3.229  3.229  7.087  19.070  55.068 
TCsP  54  100.0  0.408  0.408  0.525  0.734  2.983 
EHDPP  54  5.6  <LOD  <LOD  <LOD  <LOD  5.563 
TEHP  54  100.0  0.135  0.135  0.294  0.522  1.784 
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表 3 一日摂取量とアレルギー症状との関連 
  crude model  adjusted model 

 Exposure OR 95%CI p-value  OR 95%CI p-value 

喘鳴 床 TBOEP 1.46 0.99 2.17 0.059  1.48 0.99 2.21 0.057 
 長期堆積 TPHP 2.05 0.79 5.33 0.142  2.05 0.79 5.33 0.142 
 長期堆積 TCsP 3.56 1.119 11.42 0.033  3.56 1.11 11.41 0.033 

鼻結膜炎          
 

 床 TBOEP 1.52 0.94 2.47 0.090  1.54 0.94 2.52 0.088 
 棚 TNBP 2.42 1.25 4.70 0.009  2.45 1.26 4.79 0.009 
 棚 TBOEP 1.93 1.04 3.62 0.041  1.90 1.01 3.54 0.047 
 長期堆積 TCsP 5.22 1.34 20.31 0.017  5.34 1.38 20.72 0.015 

湿疹          
 

 長期堆積 TDCIPP 1.30 0.86A 1.97 0.218  1.37 0.89 2.13 0.155 

OR (95%CI)はロジスティック回帰分析による 
DI を自然対数変換後モデルに投入 
性、世帯収入、母および／または父の喫煙、両親のアレルギー既往による傾向スコアで調整 
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図１ ダスト中濃度から推定した一日摂取量の分布 

 
 
 

 
P 値は Mann-Whitney U 検定 
†P<0.1, *P<0.05, **P<0.01 
 

 
図 2 アレルギー症状の有無と一日摂取量との関連 
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厚生労働科学研究費補助金（循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業） 

分担研究報告書 

 

健康増進に向けた住宅環境整備のための研究 

住宅環境改善の健康状態に関する効果の検証 

省エネルギー法の普及に伴う室内温熱環境の改善効果推定のための住宅ストックの断熱水準の推計 

研究分担者  長谷川兼一  秋田県立大学 システム科学技術学部 教授 

研究分担者  桑沢 保夫  建築研究所 環境研究グループ    環境研究グループ長 

 

研究要旨 

本研究では、統計データを組み合わせて、住宅ストックの断熱性能の地域分布を推定する手法の構

築を目指している。断熱性能が高い住宅ストックが増加すれば、それに伴う室内温熱環境を始めとす

る室内環境の質の向上と健康増進効果に期待できる。 

本年度は、構築している手法を用いて都道府県別の 2050 年までの断熱水準(断熱等級 1〜4)の割合

を推計した。住宅ストックの断熱水準割合には地域性が明確に現れており、戸建住宅を例にすると、宮

城県では 2030 年時点で等級 4 が 41.3%であるのに対し、同じ東北地方に位置する秋田県では、2030

年で 25.3%に留まっている。このような地域性は当然、温熱環境の質にも影響するため居住者の健康

リスクにも大きく作用することになる。今後、断熱等級に見合った温熱環境を評価するため、明け方の

室温の低下に着目して都道府県別の温熱環境の水準を定量化する予定である。地域を代表する定量化

指標を用いて明け方の室温を評価し、これと循環器系疾患との関連性を示唆するエビデンスを引用す

ることにより、健康リスクの変化を評価する。 

A．概要 

省エネルギー法の普及に伴う室内温熱環境の改

善による健康リスクの変化を定量的に評価するた

めに、住宅ストックの断熱性能の地域分布を推定

する手法の構築し、2050 年までの都道府県別の断

熱水準別ストックを推計した。断熱性能が高い住

宅が普及すれば、それに伴う室内温熱環境を始め

とする室内環境の質の向上と健康増進効果が期待

できるため、健康リスク推定に資する情報を整備

することができる。 

ここで提案する手法は、長谷川ら 1)が作成して

いる住宅のエネルギー消費量の将来推計のための

マクロモデルに組み込まれているプロトコールの

一部である。公表されている統計データを用い

て、都道府県別の家族類型別世帯数と断熱水準別

住宅シェアの将来推計を行うことができる。今

後、住宅ストックの断熱水準の分布にもとづいて

住宅の室内温熱環境を表現し、その改善による健

康増進効果を定量的に評価する。 

 

B．推計方法 

この方法では、家族類型別世帯数を都道府県別

に推計し、解体率ならびに新設住宅戸数、新設住

宅戸数に占める断熱水準の割合を設定して積み

上げることにより、住宅ストックの断熱水準を推

計する。都道府県別の統計データに基づいている

ため、マクロな視点での推計となる。 

B1．家族類型別世帯数の推計方法 

家族類型の分類は、国立社会保障・人口問題研

究所の世帯数推計データに準拠した分類に加え、

今後の高齢化の影響を予測する目的から、高齢世

帯と高齢世帯以外の違いが検討できる分類とし
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て、①高齢単独世帯・②その他単独世帯・③高齢

夫婦世帯・④その他夫婦世帯・⑤夫婦と子から成

る世帯・⑥ひとり親と子から成る世帯・⑦その他

の一般世帯の 7 家族類型に分類した。 

図 1 に家族類型別世帯数の計算フローを示す。

2015 年までを国勢調査の統計値 2)、2040 年まで

を国立社会保障・人口問題研究所の推計値 3)を用

いた。2050 年までは 2020 年から 2040 年の人口

問題研究所による推計値を対数近似し、推計する

年代を代入して独自推計した。 

推計は以下のように行った。①2020～2040 年

の平均世帯人員の推移を対数近似して 2050 年ま

での平均世帯人員を算出する。②2020～2040 年

の各都道府県の人口比率の推移を対数近似して

2050 年までの人口比率を算出し、全国の総人口

に乗じて各都道府県の総人口を算出する。③各都

道府県の総人口を平均世帯人員で除すことで一

般世帯総数を算出する。④2020～2040 年の家族

類型別世帯数の割合を対数近似して割合を算出

し、2050 年までの各年の一般世帯総数に乗じて

家族類型別世帯数を算出する。 

B2．断熱水準別住宅シェアの推計方法 

図 2 に推計フローを示す。断熱水準は無断熱、

1980 年基準、1992 年基準、1999 年基準とし、

外岡らの手法 4)をもとに、各年における着工住宅

に占める断熱水準別のシェアから戸数を想定し、

1990 年時点の断熱水準別の住宅ストック戸数を

ベースに、断熱水準別の着工戸数を積み上げるこ

とにより、各年における住宅ストックに占める断

熱水準別住宅数を住戸形態別(戸建住宅、RC 造集

合住宅、木造集合住宅)に推計する。 

推計を以下のように行った。①5 年ごとのデー

タである家族類型別世帯数を直線補完し、各年の

世帯数を推計した上で住戸形態別割合注 1)を乗じ

ることで各年の住戸形態別ストック住宅戸数を

推計する。②1990 年から 2020 年までの着工数

は、住宅新築着工統計より、戸建、長屋、共同住

宅の新設住宅戸数を用いた。2019 年以降は前年

のストック戸数から解体戸数を減じた戸数と当

該年ストック戸数との差をその年の着工数とす

る。③1990 年から 2018 年までの解体戸数は前

年のストック戸数に着工数を加えた戸数と当該

年ストック戸数との差をその年の解体数とする。

2019 年以降は、それまでの解体戸数から住戸形

態別の解体比率注 2)を求め、前年のストック戸数

に乗じて推計する。④1990 年から 2020 年まで

の断熱水準別の着工住宅戸数は、住宅性能表示・

評価協会による建設住宅性能評価書(新築)データ

に示されている断熱等級の割合を利用した。また、

2020 年以降の着工住宅は全て 1999 年基準とし

た。⑤1990 年の住宅ストックに占める断熱水準

別シェアを鈴木ら 5)の調査データを引用して、各

都道府県に割り付けた。①から⑤のデータをもと

に、1990 年の住宅戸数に各年の断熱水準別の住

宅戸数を積み上げ、無断熱の住宅から解体されて

いくものとして 2050 年までの断熱水準別住宅戸

数を推計する。 

 

C．推計結果 

C1．家族類型別世帯数の推計結果 

推計結果の例として、図 3 に全国の結果を示す。

今後、世帯数は 2025 年に最も多く 54,116,084 世

帯となり、その後徐々に減少していく。2050 年

の世帯数は 48,413,573 世帯になる結果となった。

家族類型別にみると、高齢単独世帯は、2050 年

の 9,635,667 世帯となるまで増加を続ける一方、

その他単独（高齢単独以外）が減少する。また、

高齢夫婦についても 2050 年まで増加傾向にあり、

我が国の高齢化を反映していると考えられる。家

族類型別には夫婦と子の割合が最も高いが、減少

傾向にあり、若年世帯は全体的に減少することが

見て取れる。 

C2．断熱水準別住宅シェアの推計結果 

図 4、図 5 に全国の断熱水準別住宅ストック戸

数の推移を戸建住宅と集合住宅(RC 造)について

示す。 

戸建住宅では 2010 年において住宅ストックの

うち、等級 1 が 38.9%、等級 2 が 34.8%を占めて

いる。2010 年以降、等級 1 の住宅が解体されて、

高い等級を有する断熱住宅が占める割合が増加

し、2030 年には等級 4 が 32.4%となる。さらに、

2050 年には半数のストックが等級 4 以上の住宅
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に置き換わることになる。集合住宅(RC 造)にお

いても、戸建住宅の傾向と類似しており、2030 年

時点で等級 4 の断熱性能を有する世帯は 25.8%、

2050 年には 49.7%となる。 

このような推計を 47 都道府県別に実施した。

住宅ストックの断熱水準割合には地域性が明確

に現れている。戸建住宅を例にすると、宮城県で

は 2030 年時点で等級 4 が 41.3%、2050 年では

74.0%であるのに対し、同じ東北地方に位置する

秋田県では、2030 年で 25.3%、2050 年で 39.2%

に留まっている。このような地域性は当然、温熱

環境の質にも影響しており、それに暴露される居

住者の健康リスクにも大きく作用することにな

る。 

 

D．まとめ 

本研究では、住宅ストックの断熱性能を推計す

る手法を構築し、都道府県別の 2050 年までの断

熱水準の割合を推計した。住宅ストックの断熱水

準データを得ることができたため、今後、断熱等

級に見合った温熱環境を評価するため、明け方の

室温の低下に着目して都道府県別の温熱環境の水

準を定量化する。さらに、明け方の室温と循環器

系疾患との関連性を示唆するエビデンスを引用す

ることにより、健康リスクの変化を評価する。 

 

＜注釈＞ 

注 1）平成 30 年度住宅・土地統計調査の統計値の

各都道府県の値を用いた。 

注 2）1991 年から 2020 年までのストック戸数に

占める解体戸数の割合をもとに戸建住宅、

RC 造集合住宅、木造集合住宅に対して、各

都道府県の値を算出した。 

 

F．研究発表 

１．論文発表 

  なし 

 

２．学会発表 

  なし 

 

G．知的財産権の出願・登録状況（予定を含む） 

１．特許取得 

  なし 

 

２．実用新案登録 

  なし 
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図 1 家族類型別世帯数の計算フロー(秋田県の例) 

 

 
図 2 断熱水準別シェア推計フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3 家族類型別世帯数の推移（全国） 

 

 
図 4 断熱水準別住宅ストック戸数の推移 

(戸建住宅・全国) 

 

図 5 断熱水準別住宅ストック戸数の推移 

(集合住宅・全国) 
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厚生労働科学研究費補助金（循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業） 

分担研究報告書 

 

健康増進に向けた住宅環境整備のための研究 

健康住宅及び居住リテラシーに関する文献調査 

研究分担者  阪東 美智子  国立保健医療科学院 生活環境研究部 上席主任研究官 

 

研究要旨 

 本研究は、健康住宅のガイドライン作成のための基礎資料とするため、健康住宅の動向や COVID-

19 の流行下における居住リテラシーの現状と課題について、既往研究や文献等から最新の知見を得

ることを目的とする。具体的には、①健康課題についてまちづくりとして取り組むスマートシティプ

ロジェクトにおける健康住宅の位置づけ、②COVID-19 に関する KAP 調査の動向からみる知識・態

度・行動の関係、③東京都の「健康・快適居住環境に関するアンケート調査」の調査結果から見た住

まいの問題とそれに対する住民の行動の関係、の 3 つの課題について調査を行った。 

 スマートシティプロジェクトの中では、住宅を対象とした取り組みはわずかに 2 プロジェクトしか

見つからなかった。COVID-19 に関する KAP 調査からは、知識・態度はおおむね良好であることが明

らかになった。この背景には、COVID-19 に関する情報がメディア等を通じて多数発信されているこ

とがあると考えられ、適切な機会に適切な手法で正しい情報提供・啓発を行うことの重要性が示唆さ

れた。東京都のアンケート調査からは、住宅の室内環境に問題を抱えている世帯は少なくなく、課題に

対し何らかの対策を行っている世帯があることが分かった。このような正しい行動をとる世帯の割合

を今後増やしていくこと、すなわち居住リテラシーの向上を図ることが必要であることが改めて確認

された。 

A．研究目的 

 健康住宅のガイドライン作成のための基礎資料

とするため、健康住宅の動向や COVID-19 の流

行下における居住リテラシーの現状と課題につい

て、既往研究や文献等から最新の知見を得ること

を目的とする。 

 

B．研究方法 

 以下の 3 つの課題を設定し、文献レビューを行

った。 

 

１）スマートシティにおける健康住宅の取り組み

に関する調査 

 内閣府によると、「スマートシティは、ICT 等

の新技術を活用しつつ、マネジメント(計画、整備、

管理・運営等)の高度化により、都市や地域の抱え

る諸課題の解決を行い、また新たな価値を創出し

続ける、持続可能な都市や地域であり、Society 

5.0 の先行的な実現の場」と定義されている 1）。

そこで、日本国内のスマートシティプロジェクト

において、健康住宅に取り組んでいる事例の有無

とその具体的内容について調べる。対象はスマー

トシティ官民連携プラットフォーム 2）に掲載さ

れているプロジェクトのうち、課題として「健康・

医療」を掲げているものとし、各プロジェクトの

詳細をインターネットで検索し整理する。 

 

２）COVID-19 に対する KAP 調査に関する調査 

 COVID-19 の流行下において、保健医療介護職

や住民等を対象とする KAP （ knowledge, 

Attitude and Practice）調査が多数実施されてい

る。KAP 調査は、対象者の知識、態度、行動を把
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握するための保健調査の一つである。この KAP

調査について、システマティックレビューを行っ

ている文献を抽出しその内容を整理する。 

 

３）東京都「健康・快適居住環境に関するアンケ

ート調査報告書」3）の調査結果の再分析 

 東京都が都民を対象に実施したアンケート調

査結果から、住まいに関する課題や居住リテラシ

ーに関する項目を抽出し整理する。 

 

C．研究結果 

１）スマートシティにおける健康住宅の取り組み

に関する調査 

 スマートシティ官民連携プラットフォームの

プロジェクト一覧には 231 のプロジェクトが掲

載されている。このうち「健康・医療」を課題に

挙げているのは 63 プロジェクト（27.3％）であ

った。 

 健康・医療に関するプロジェクトの詳細（表1）

をみると、「感染症対策に対応した移動サービス

（MaaS）の構築」「医療へのアクセスや医薬品の

配送の向上に向けた移動サービス（MaaS）の構

築」「オンライン診療体制の構築」「健康マイレー

ジ事業」「アプリを活用した健康情報の提供」な

どがあり、移動サービスや IOT を活用するなど

エリアのインフラ整備によりまち全体の機能を

高める取組みが主体であった。 

住宅そのものを対象にした取組みの記載は少

なく、今回の調査では「データ利活用型『スマー

トシティさいたまモデル』構築事業」（表 1 の

No.17）と「熊谷スマートシティ推進協議会」（表

1 の No.21）の 2 つのプロジェクトにのみ記載を

認めた。前者では、住宅に HEAT20 G2 さいたま

市地区基準を創設し、平時の省エネ・快適性及び

災害時には室温 13 度を下回らないレジリエンス

性の高い住宅の整備に取り組んでいる。後者では、

緑陰効果や自然風を考慮した、パッシブデザイン

に基づく建築・街区設計を取り入れ、データを活

用するモデルハウスの参加型実証実験を行って

いる。 

 

２）COVID-19 に対する KAP 調査に関する調査 

 Pub Med を検索エンジンとして、「knowledge, 

attitude, practice, covid」を検索キーワードに用

い、システマティックレビューを行っており、か

つアブストラクトが掲載されている論文に絞っ

て検索したところ、25 件の論文が抽出された（表

2）。それぞれの論文の概要は表 3 の通りである。

医療従事者に対象を特化したものが半数を占め、

一般人を対象とした論文は半数弱であった。 

 COVID-19 に対する知識、態度、行動のスコア

は、それぞれ「61.78%、72.39%、52.83%」（No.1、

一般人対象）、「75％、74％、70％」（No.2、一般

人対象）、「79.4%、73.7%、40.3%」（No.3、医療

従事者対象）、「72.2％、70.9％、78.8％」（No.5、

医療従事者対象）、「75.8％、74.6％、79.8％」（No.7 

医療従事者対象）、「70.25％、69.08％、41.62％」

（No.9、一般人対象）、「87％、85％、77％」（No.13、

一般人対象）、「78.9％、79.8％、74.1％」（No.14、

一般人対象）などであり、いずれの論文でも良好

な知識、前向きな態度を示している。ただし、No.

８の論文は、一般市民が主にソーシャルメディア

を通じて COVID-19 に関する情報を得ており、

オンライン上で流布しているデマによるいくつ

かの誤解が確認されていることや、多くのアメリ

カ人は COVID-19 のリスクを認識していないか

あるいは知識が乏しい、と論じている。行動につ

いては、ややバラつきがあり、知識・態度とほぼ

変わらないスコアを示しているものがある一方

で、No1、No.3、No.9 の論文ではスコアが大きく

落ちていた。No.2 の論文では、所得、性別、年齢、

学歴が行動スコアに影響していること、知識と行

動，態度と行動の間に正の有意な相関があること

が指摘されている。No.4 の論文も COVID-19 に

関する知識、態度、行動は、学歴、職業、収入、

性別、年齢、居住地、仕事経験、宗教、メディア

の有無、配偶者の有無、人種などに関連すると述

べている。No.15 は、健康に関する知識が、パン

デミック状況における行動や態度に対して重要

な影響を持つことを明らかにしている。 
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３）東京都「健康・快適居住環境に関するアンケ

ート調査報告書」の調査結果の再分析 

 東京都が実施した「健康・快適居住環境に関す

るアンケート調査」注 1）では、住まいの課題とし

て、結露、カビ、害虫・ねずみ、においについて

尋ねている。過去 3 年間で結露が発生したと回答

したのは 58.4％、カビが発生したと回答したのは

33.7％、害虫やネズミに気づいたと回答したのは

66.6％、害虫による被害（刺された、不快、かゆ

みなど）があったのは 83.3％、不快な臭気で困っ

たという回答は 26.6％である。 

 家族構成により、子どものいる世帯、高齢者の

いる世帯、その他の世帯、の 3 つに分けて状況を

見ると、結露が発生したと回答したのは、子ども

のいる世帯の76.2％、高齢者のいる世帯の52.9％

であり、カビが発生したと回答したのは、子ども

のいる世帯の37.1％、高齢者のいる世帯の28.7％

である。臭気で困ったと回答したのは、子どもの

いる世帯の 30.4％、高齢者のいる世帯の 18.8％

である。結露、カビ、臭気とも子どものいる世帯

で発生している割合が高い。 

 過去 1 年間に家族の中でアレルギー症状があ

ったと回答したのは 50.4％で、アレルギー疾患の

原因は花粉が 71.4％、ハウスダストが 37.9％、

ダニが 15.2％である。家族の中で住宅内にいると

きだけ何らかの体調不良を感じている人がいる

世帯は 18.6％である。 

 家族構成別にみると、アレルギー症状があると

回答したのは、子どものいる世帯の 62.7％、高齢

者のいる世帯の 48.0％である。住宅内で体調不良

を感じている人がいるのは、子どものいる世帯の

17.5％、高齢者のいる世帯の 22.4％である。 

 一方、同報告書から住まい方に関する回答を見

ると、まず 24 時間換気システムについて、24 時

間換気システムがあると回答したのは 40.9％で

あり、そのうち常時使用しているのは 58.9％であ

る。 

 カビや湿気の防止対策として実行しているこ

ととしては、窓開け換気が 75.5％、入浴後の換気

が71.1％、押し入れ等での除湿剤の使用が34.2％、

特に何もしていないが 3.9％である。また、ダニ

対策として意識して実行していることとして、定

期的な寝具の洗濯・乾燥が 39.8％、床やじゅうた

んの丁寧な掃除機掛けが 34.4％、じゅうたんやカ

ーペットを使用しないが 20.7％、わからない・特

に何もしていないが 28.8％である。 

 家族構成別にみると、24 時間換気システムが

あるのは子どものいる世帯の 53.9％、高齢者のい

る世帯の 41.3％で、常時稼働しているのはそのう

ちのそれぞれ 75.6％、53.2％である。 

カビや湿気の防止対策については、窓開け換気

はいずれの家族構成でも 8 割前後であるが、24

時間換気システムの常時稼働は子育て世帯で

41.9％であるのに対し高齢者世帯は 15.1％と少

ない。入浴後の換気扇の使用は子どものいる世帯

の方が高齢者のいる世帯よりも 7.3％ポイント高

いが、入浴後に浴室内の水滴を拭取っているのは

高齢者のいる世帯の方が 8.1％ポイント高い。押

し入れ等に除湿剤を置いているのは子どものい

る世帯の方が 10.5％ポイント高い。ダニ対策につ

いては、定期的な寝具の洗濯・乾燥が子どものい

る世帯の50.9％、高齢者のいる世帯の42.0％で、

床や住宅の丁寧な掃除機掛けが子どものいる世

帯の 41.6％、高齢者のいる世帯の 34.7％で実行

されている。わからない・特に何もしていないと

いう回答は、子どものいる世帯で 21.7％、高齢者

のいる世帯で 31.7％である。 

同報告書の自由意見では、住宅の室内環境の困

りごととして、湿気・カビ・結露、害虫・動物、

臭気の他に、騒音、断熱・防寒、老朽化に関する

ものが挙がっている。老朽化については、防音、

防寒、結露、水などへの影響に対する困りごとや

懸念が示されている。 

 

D．考察 

１）スマートシティにおける健康住宅の取り組み

に関する調査 

 日本のスマートシティの現状を見ると、健康・

医療を課題に掲げているプロジェクトでも、町

の整備による健康増進や医療へのアクセスの向

上、健康情報の提供などが主流であり、住宅そ

のものを対象とした取り組みはほとんど見られ
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ない。ただし、埼玉県下の 2 つのプロジェクト

では、温熱環境や緑陰効果・自然風を考慮した

住宅の整備が進められている。スマートシティ

さいたまモデルが適用する HEAT20 G2 の基準

は、国が定める平成 28 年省エネ基準や、ZEH

基準と比べて、高い断熱基準となっている。例

えば、地域区分 6 で比較すると、平成 28 年省エ

ネ基準の Ua 値（外皮平均熱貫流率、外部に逃

げていく熱エネルギーの割合を示す）は 0.87，

ZEH 基準の Ua 値は 0.60 であるのに対し、

HEAT20 G2 の Ua 値は 0.46 である 4）。この値

は、アメリカ、イギリス、スウェーデンなどの最

低基準にほぼ匹敵する。これらのモデル事業を

通して、住宅の性能（特に断熱性能）と健康に関

するエビデンスが蓄積されることを期待したい。 

スマートシティと似た概念として「エコディ

ストリクト」がある。これは持続可能なまちづ

くりを意図して 2008 年に米国ポートランド市

で開発されたものである。「エコディストリクト」

はスマートシティとは異なり明確な認証制度が

ある。認証プロトコルの中心となる 6 つの優先

項目の中には「健康＋幸福」「場所」があり、20

の目標カテゴリーの中には「住宅」が挙げられ

ている 5）。具体的には「住宅が良質で低価格で

ある」「多様な住宅ニーズに対応できる住宅があ

る」「生活必需品がそろう施設が住宅の近くにあ

る」などである。住宅の性能自体に関する指標

は設定されていないが、住宅の価格や質（劣化

していないこと）及び住宅の立地を条件にして

いる点はユニークである。認証制度の導入によ

り街区・地区単位で健康増進を行うこの仕組み

は、健康住宅の普及・啓発の手法を検討するう

えで参考になる。 

 

２）COVID-19 に対する KAP 調査に関する調査 

 KAP 調査の結果は実施された地域や対象者に

よって結果が異なるが、全般的には、COVID-19 に

ついておおむね良好な知識、前向きな態度を示し

ていることが明らかになった。この背景には、

COVID-19 が社会的に高い関心を集め、国内外を

通じて行政機関や民間機関等が各種メディアを通

してCOVID-19に関する情報や行動の指針等が高

頻度かつ大量に提供されたことがあるだろう。た

だし、情報の中にはデマや根拠の薄いものがあり、

誤信や誤解を生んでいる状況も見られる。また、

多くの情報が提供されていても、情報にアクセス

しにくい人や関心の薄い人もいることから、これ

らの人々に対する情報提供や啓発の在り方を検討

する必要があるだろう。知識・態度の向上のため

には、正確でわかりやすい情報の提供が重要であ

り、特にソーシャルメディアにおいては提供され

る情報の質の吟味・チェックが必要である。また、

情報にアクセスしにくい人々に対してはアウトリ

ーチ型の情報提供を展開していくことが望まれる。 

行動については、知識や態度と相関があるもの

の、知識や態度よりもスコアが低いという結果も

あり、所得、性別、年齢、学歴、婚姻歴、職業等の

影響が示唆されている。このことから、行動のス

コアが低い可能性のある属性の対象者（たとえば

低所得者や低学歴の者など）に対しては行動変容

を促す積極的な働きかけが必要であると思われる。 

 日本国内の民間機関の調査注２）では、コロナ禍で

自宅の衛生環境への意識が変わった人は 81％で

あり、トイレやリビング等の掃除の頻度が上がっ

たり（45.0％）、普段掃除をしない玄関や洗面所の

掃除をするようになった（32.2％）と回答している

6）。COVID-19 の流行は人々の衛生環境に対する

知識や態度、行動を変容させる契機となっており、

このような機会を捉えて居住リテラシーの向上を

図ることは有効であると言えよう。 

 

３）東京都「健康・快適居住環境に関するアンケ

ート調査報告書」の調査結果の再分析 

 東京都の調査結果は、住まいに関する困りご

とを抱えている世帯が少なくないことを示唆し

ている。 

中でも、子どものいる世帯の方が住まいに関

する困りごとの回答割合が高かったが、子ども

のいる世帯の方が築年数が新しい住宅に住んで

いることから注 3）、困りごとは必ずしも住宅の性

能によるものではなく、気づきや関心の高さな

どが影響しているとも考えられる。つまり、高
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齢者のいる世帯の方が、実際に住まいに問題が

あってもそれを意識していない可能性がある。

一方、子どものいる世帯は、子どものアレルギ

ーに対する懸念などから、住まいの問題や住ま

い方についてより敏感になっており、それが知

識や態度、行動として表れていると考えられる。 

 住まい方については、カビや湿気の防止対策、

ダニ対策などを実行している世帯がある一方、

特に何もしていない世帯も少なくない。24 時間

換気が設置されていても常時運転していない世

帯が 4 割以上あるのは問題である。 

 東京都のアンケート調査では、健康に関する

質問項目としてアレルギーやシックハウス症状

が取り上げられているが、温熱環境に関連する

循環器に関する症状（高血圧等）は取り上げら

れていない。住宅内では入浴事故や熱中症の発

生も多いことから注 4）、これらの事故や症状を予

防するためにも、温熱環境に関する知識や住ま

い方について現状を把握し適切な情報の提供・

啓発を行う必要がある。 

 

E．結論 

 健康課題についてまちづくりとして取り組んで

いるスマートシティプロジェクトの動向を調べた

が、プロジェクトの中で住宅を対象とした取り組

みはわずかに 2 プロジェクトしかなかったが、国

際基準に匹敵する高い断熱性能を備えたモデル住

宅が取り入れられていた。 

 COVID-19 に関する KAP 調査からは、知識・態

度については良好であるが行動についてはやや劣

ることが明らかになった。COVID-19 に関する情

報がメディア等を通じて多数発信されているため、

知識・態度が向上している可能性が高く、適切な

機会に適切な手法で正しい情報提供・啓発を行う

ことの重要性が示唆された。 

 東京都のアンケート調査の再分析からは、住ま

いに関する困りごとを抱えている世帯は少なくな

いことや、住まいの課題に対し予防のための行動

を行っている世帯があることが分かった。このよ

うな正しい行動をとる世帯の割合を今後増やして

いくこと、すなわち居住リテラシーの向上を図る

ことが必要であることが改めて確認された。 

 

＜注釈＞ 

注 1）都内（島しょ地区を除く）に居住する 2000

人（世帯）を対象に 2016 年 10 月に実施され

た。有効回答件数は 875 件、回答率は 43.8％。 

注 2）株式会社リンレイが、コロナ自粛期間中に自

宅で床にワックス掛けをした 20～80 代の男

女 500 人を対象に 2020 年 11 月に実施した

インターネット調査。 

注 3）東京都の同アンケート調査報告書では、子ど

ものいる世帯の 51.8％は平成 16 年以降に建

築された住宅に住んでいる。一方、高齢者の

いる世帯では、28.6％が昭和 50 年以前に建

築された住宅に住んでおり、平成 7 年以前ま

での累計は 71.1％に上る。 

注 4）2020 年人口動態統計によると、2020 年の家

庭における不慮の溺死・溺水死は 5451 人、

熱中症による死亡者は 1528 人である。その

うち、65 歳以上の高齢者の割合はそれぞれ

93.2％、86.1％である。 

 

F．研究発表 

１．論文発表 

  なし 

 

２．学会発表 

  なし 

 

G．知的財産権の出願・登録状況（予定を含む） 

１．特許取得 

  なし 

 

２．実用新案登録 

  なし 

 

３．その他 

  なし 
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表 1 健康・医療を課題とするスマートシティプロジェクト 

 

都道府県
市町村

（エリア） プロジェクト名称 プロジェクト概要（スマートシティ官⺠連携プラットフォームからの引⽤） 健康・医療に関するプロジェクト内容の詳細（各プロジェクトのHP等を参考に整理した）

1 北海道 札幌市 スマートウェルネスシティ協議会

・健幸ポイントとの連携
・スマートプランニングの実践
・歩きたくなる都市空間の整備
・健康データクラウドの構築と健康アドバイスの実践
・⼀般社団法⼈の設⽴によるデータプラットフォームの持続的運営

・札幌地域にて、ユーザーの趣味趣向に合わせた観光地を提⽰し、最適な旅程・移動交通⼿
段を提案する観光型 MaaS「札 Navi」

2 北海道 札幌市 札幌市データ活⽤プラット
フォーム構築事業

<観光分野>
・⼈流データと商業施設の購買情報のクロス分析により、国籍別/商品別プロモーションを実施
・デジタルサイネージやwebページ等で運休情報を含む交通情報を表⽰
<交通分野>
・道路状況や⾛⾏状況のデータを基に、重点的な除排雪を実施
・市⺠からの路⾯情報の提供を基に、転倒リスク軽減のための情報発信や滑り⽌め材の散布促進
<健康分野>
・匿名加⼯されたデータを収集分析し、利⽤者個々⼈に応じた健康増進等に係る情報を提供

・プラットフォームに集積したデータを活⽤するウェブサイト「札幌市 ICT 活⽤プラットフォーム DATA-SMART
CITY SAPPORO」を 1 ⽉ 31 ⽇に開設し、企業や⼤学などがオープンデータを活⽤しやすい環境を整備
・過去の災害記録や将来推計⼈⼝など札幌市が保有するデータや、⺠間企業から収集したデータを分野別に
簡単に⾒つけて利⽤できる「データカタログ」と、各種データを活⽤・分析し、⼈⼝動態や交通機関運⾏状況、イ
ベント情報等を地図やグラフで分かりやすく表⽰する「ダッシュボード」などで構成

3 北海道 旭川市
ドローン・IoT等の未来技術を
活⽤した⾮対⾯医療サービス
の構築

・オンライン診療体制整備事業
・⾮対⾯型物流構築事業

・パーソナルヘルスレコードの収集
・事業所や⾃宅におけるオンライン診療体制の整備

4 北海道 ⼗勝地域（帯
COVID-19から地域交通再
⽣を⽬指した「北海道型
MaaS展開事業」

・交通サービスチケット等のデジタル化
・⽬的地と連携した商品の造成
・安全・安⼼に資する新サービス
・交通運賃⽀援の新たなビジネスモデル

新型コロナウイルス感染症対策と公共交通利⽤の両⽴に向けて、「ヒト」「モノ」「サービス」と移動との⼀体的・効
率的な仕組みを構築するとともに、公共交通利⽤の促進、地域における新規ビジネスの創造を後押ししていくこ
とで、将来における地域交通の維持・確保を⽬指す。

5 北海道 芽室町
「みんなのコミタク」　共⽣・⽀
援型　芽室MaaS事業

・乗合型オンデマンド交通の運⾏及び、その予約・決済機能の提供
・サブスクリプション型の運賃形態でのサービス提供
・ドライバーと商業施設との連携による、買い物代⾏と復路⾞両へ荷物の混載による買物⽀援サービスの提供
・交通及び買物を便利にするキャッシュレスサービスの提供
・病院等特定⽬的地における予約代⾏システムの開発と提供

⾼齢化が進む農業地域居住者の市街地への移動と買物を⽀援する為、新たなサブスクリプション型乗合デマン
ドタクシーを導⼊するとともに、商業従事者との連携を図る。

6 宮城県 仙台市
福祉・交通事業者の相互補
完によるMaaSモデル実現に向
けた実証事業

・現状各施設が⾞両を所有し実施している福祉送迎を域内で合理化すると共に、送迎⾞両を活⽤したオンデマ
ンド相乗りによる移動⽀援を併せて⾏い、⾞両稼働率向上・⾞両数削減効果及び事業性の向上効果の検証
を⾏う。

7 宮城県 仙台市泉区 仙台市泉区における先進取組
協議会

・効率的で効果的なモビリティ施策
・住⺠による⾃⽴したタウンマネジメント
・地域に根差した魅⼒あるまちづくり

・泉パークタウン（約１万世帯の郊外居住地域）は、「既存街区」での個別技術実証、並びに「新規街区」で
の技術パッケージ運⽤実証「コミュニティ都市OS及び利⽤サービス」を連携発展できる。住⺠のくらしに基づく設
計が「実⽤性の⾼いコミュニティ都市OS」を実現し、「住⺠主体のタウンマネジメント」が持続的な運⽤を可能に
する。さらに「産・官・⺠連携」体制の相互補完的なアーキテクチャを通じ、全国の郊外居住地域が抱える課題
解決の⽷⼝を⽰す、
「郊外居住地域型スマートシティモデル」を実現する。
・住⺠主体のタウンマネジメント法⼈により、くらしが中⼼の持続的なスマートライフ構築を⽬指す。ゼロ・エネル
ギータウン（太陽光発電システム家庭内蓄電池）など。

8 福島県 会津若松市 シティズンセントリック型スマート
シティ事業

・市⺠参加を促進するデジタルコミュニケーションプラットフォームの推進
・データ活⽤を促進するための標準API、開発者ポータルの整備
・アナリティクス⼈材育成
・ICT・データを活⽤した各事業の推進

地域と市⺠とのワンストップ機能を担うデジタルコミュニケーションプラットフォーム2.0に向け
たバージョンアップを図り、本プラットフォームを通じたデータやサービスの連携の標準化、
データ分析⼈材育成や市⺠コミュニケーションの醸成を実施する。

9 福島県 南相⾺市

ロボットのまち南相⾺の復興に
寄与するロボットを社会連携イ
ンフラとするまちづくり
　 〜⽇本式ロボット化⽣活･
⽣産の⾼度化をめざして〜
（ふくしまロボットシティ推進協
議会（仮称））

・市⺠を対象に、ヘルスケアロボットや配送ロボット等の活⽤による、⽣活の質向上を⽬指した“くらしづくり”活動
を実施
・地元ものづくり事業者を主な対象に、産業⽤ロボットの導⼊を基軸とする⾃動化、ディジタル化、⾼付加価値
化をめざした“ものづくり”活動を実施
・上記のプロジェクトで得られた各々のデータを“ロボットデータ連携プラットフォーム”で連携することで、それぞれの
活動の相互連携が取れ、より市⺠等がロボット技術の恩恵を受けられるとともに、事業者の事業活動の活性化
に貢献
・域外への横展開を⽬指す

• “ﾛﾎﾞｯﾄのまち南相⾺”を念頭に、ﾛﾎﾞｯﾄを地域のくらしづくりとものづくり(＝まちづくり）の社会連携ｲﾝﾌﾗとす
る活動
• その情報基盤である“ﾛﾎﾞｯﾄ連携ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ”により、ﾃﾞｰﾀの流れを可視化し、全体最適化を実現
• ﾛﾎﾞｯﾄ活⽤まちづくりと復興・発展の実現に貢献し、様々な先端ﾛﾎﾞｯﾄを活⽤したまちづくりへの成果還元の
道筋を提⽰

10 茨城県 つくば市 つくばスマートシティ協議会

・AIを活⽤した渋滞発⽣パターンの予測など交通流の最適化による渋滞等の事前予防
・公共交通機関の最適な運⾏モデル構築など公共交通の利⽤促進に向けた運⾏サービスの充実
・顔認証の実⽤化など公共交通の利便性向上による⾼齢者等の外出促進
・パーソナルモビリティの実装などラストワンマイル安⼼・安全な移動⼿段の提供

・つくば市は、⾼い⾃家⽤⾞依存や中⼼市街地と過疎化する周辺地域の⼆極化など、茨城県が抱える構造的
問題の多くを内包。
・交通流の適正化による交通渋滞の事前予防や、顔認証による公共交通の利便性の向上、環境や⽣体情報
をセンシングするパーソナルモビリティの実装などに取り組み、⾃動⾞依存度が⾼い地⽅都市において、安⼼・安
全・快適に移動ができるまちを実現し、モビリティを中⼼とした課題解決モデルを構築する。

11 茨城県 つくば市
顔認証やアプリを活⽤するキャ
ンパスMaaS及び医療MaaS
実証実験

・公共交通の新たな社会サービス（キャッシュレス、AI活⽤による⼈流予測、顔認証によるバス・医療・会計処
理）
・データプラットフォーム
・「つくばモデル」アプリ（スマートフォン向けアプリ）

モビリティイノベーションによる移動に顔認証とアプリを組み合わせ、統合的社会サービスの重点ユースケースとして
キャンパスMaaSや医療MaaS実装に向けたコンセプト検証ならびに実証実験を筑波⼤学を中⼼とする地域で
実施する。

12 栃⽊県 佐野市
栃⽊県佐野市スマートソサエ
ティ推進事業

・⽔位や⾬量、災害リスク情報等のオープンデータと、避難所での体温測定　および⼈数カウントのリアルタイム
データをデータ連携基盤を利⽤して統合したウェブ防災マップを　提供する事業。
・都市OSに接続するAR街歩きアプリを使⽤し「健康無関⼼層」に対してアプローチを⾏うことを狙いとする健康ポ
イント事業。
・都市OSからAPIで取得したデータと外部データを統合分析し、リアルタイムでチャートや地図上に可視化する
「ダッシュボードアプリ」をオープンソースを駆使して構築、上記事業のPDCAを効果的に効率的に管理・運営す
る基本機能の整備。

担当課が進めている「感染症対策下の防災対策事業」「⾃主防災組織育成事業」「健康マイレージ事業」と
連携して先端技術を活⽤したサービスを実際に市⺠に使⽤してもらう実証実験を通じて市⺠参加と理解を促
し、フィードバックを得ながら、複数分野間データ連携など基本機能を検証しながら都市OSとデータの整備を実
施する事業。

13 群⾺県 前橋市
社会実装に向けた前橋版Ｍ
ａａＳの実証

・スマートフォン向けMaaSアプリの構築及び実証
・オンデマンド交通

令和２年１⽉２７⽇から、前橋版ＭａａＳの実証実験を開始します。前橋市内の交通再編計画の有効化
を⽬的として、前橋版ＭａａＳ環境の試験的な運⽤を⾏うとともに、新たな移動⼿段を導⼊し、移動実態の
変化検証を⾏います。

14 群⾺県 前橋市 MaeMaaS（前橋版
MaaS）社会実装事業

・オープンデータを活⽤したリアルタイム経路検索の提供
・デマンド交通の予約を⼀元化
・デジタルフリーパスの販売
・マイナンバーカード認証基盤と連携し、市⺠認証による前橋市⺠割引の提供
・会員登録・利⽤⼿法のシステム改善による簡易化
・介護⾞両共通プラットフォームとの連携
・地域の観光施設や飲⾷店の検索機能の提供
・路線バスのデジタルフリーパス購⼊者への店舗等の特典の付与

令和3年10⽉1⽇から令和4年3⽉31⽇まで、令和3年度前橋版MaaS実証実験として『MaeMaaS』を実
施。

15 群⾺県 前橋市

前橋版MaaS 環境構築実証
実験
（交通ネットワークの有効化を
⽬的としたMaaS 環境の構
築）

・市内中⼼部にて定額制チケットを提供し、市内中⼼エリアの回遊性向上及び他産業への波及効果を検証
・市内郊外部にて郊外部から中⼼部へ複数交通モードの経路検索・予約・決済を⼀括して実施。また乗換割
引を実施することで中⼼部へのアクセス性を向上。利⽤者の⾏動変容を検証

実証事業を踏まえ、地域公共交通の利便性向上のため、交通再編や、交通モードの⼀括検索・予約・決済
サービス提供を実施する。マイナンバーカード認証基盤と連携し、利⽤者属性情報による割引等の運賃施策を
実施し、MaaS環境の構築による市⺠の公共交通に対する意識変容、社会受容性、実運⽤に向けた実現可
能性を検証する。

16 埼⽟県 さいたま市
共通プラットフォームさいたま版
の分野間・都市間連携促進
事業

・都市OSである「共通プラットフォームさいたま版」を通じた異なる分野データの連携（座りすぎ・バイタル・歩数・
速度・匿名医療データ・シェアモビリティ・⼈流など）、及び地域の声分析サービス活⽤による新たな⽣活⽀援
サービスの開発及び基盤整備
・埼⽟県横瀬町との都市間連携、共通プラットフォームさいたま版とICTプラットフォームである「Anastasia」との
連携
・スマートシティセキュリティガイドライン（第2.0版）に沿った適切なセキュリティ対策実施
・共通プラットフォームさいたま版の他⾃治体への横展開、共同利⽤促進

都市OSやノウハウを横瀬町や⼭梨県の⾃治体と共⽤し、それぞれが異分野のサービスを開発。複数サービスを
都市OSで集約し、統合型アプリを通じて複数分野でのサービス提供の加速化を図り、スマートシティ化への加
速・展開を図っていくことで、「都市間連携拡⼤-サービス数増⼤-統合アプリ付加価値向上-都市間連携拡⼤-
」のスパイライルアップを⽬指す。

17 埼⽟県 さいたま市
データ利活⽤型『スマートシティ
さいたまモデル』構築事業

・「まちのデータ」の収集・管理・活⽤を可能とする情報共通基盤を構築
・各種⽣活⽀援サービスをワンストップで提供することで、ライフスタイルやライフステージに応じた⽣活環境の実現
と社会コストの最適化

「スマートシティさいたまモデル」の実現に向け、本市美園地区を先導モデル地区として、様々な「まちのデータ」の
収集・管理・活⽤を可能とする情報共通基盤を構築し、各種⽣活⽀援サービスをワンストップで提供すること
で、ライフスタイルやライフステージに応じた⽣活環境の実現（⼦育て世帯のゆとりの時間の創出等）と社会コス
トの最適化を図る。また、サービス提供者が、事業規模を問わず本システムに参画できるオープンなシステムと
し、新たなビジネス・コラボレーションの創出、地域経済活性化を図る。

18 埼⽟県 さいたま市 さいたま市スマートシティ推進事
業

・予約システムの導⼊による公共交通等を利⽤しやすい交通システムの構築
・活動データとの連携による公共交通等の利⽤促進と健幸まちづくり等の推進
・⼤宮駅周辺再整備計画を効率的に実現する「スマート・プランニング」の実践と歩⾏回遊性の向上
・ストリートサイネージ等ICT技術を活⽤した防災まちづくり

⼤宮駅・さいたま新都⼼周辺地区を対象に、ICT×次世代モビリティ×複合サービスの提供や、サービスで取得
するビッグデータの活⽤により、交通結節点とまちが⼀体となった「スマート･ターミナル･シティ｣を⽬指す。

19 埼⽟県、千
葉県

さいたま市、
鴨川市

データ利活⽤型「スポーツ・働
き⽅」⽀援プラットフォームビジ
ネス構築事業

・複数の分野において、パーソナルデータ等を活⽤したサービス提供による収益化を⽬指す
・スポーツ分野では、オルカ鴨川FC（なでしこ２部）の選⼿をモニターとして、アプリの⼥性アスリートの3主徴予
防等体調管理機能の実⽤化に取り組む
・働き⽅の分野では、テレワーク（特に在宅勤務）に伴う運動不⾜やストレス等による健康被害の予防や⽣活
習慣病改善に向けた個⼈ごとの提案サービスや、遠隔診療ソリューションを利⽤した服薬指導や相談サービスな
どによる収益化を⽬指す

第3世代となる「共通プラットフォームさいたま版」と、利⽤者とのエントランスとなるアプリを開発し、複数の分野に
おいて、パーソナルデータ等を活⽤したサービス提供による収益化を⽬指す。スポーツ分野では、オルカ鴨川FC
（なでしこ２部）の選⼿をモニターとして、アプリの⼥性アスリートの3主徴予防等体調管理機能の実⽤化に取
り組む。

20 埼⽟県 さいたま市
流⾏予測AIを活⽤した「感染
症予報サービス」の社会実装
及びMaaS連携

・流⾏予測AIを活⽤した「感染症予報サービス」 流⾏予測AIを活⽤した「感染症予報サービス」
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表 1 （続き） 

 
 

都道府県
市町村

（エリア） プロジェクト名称 プロジェクト概要（スマートシティ官⺠連携プラットフォームからの引⽤） 健康・医療に関するプロジェクト内容の詳細（各プロジェクトのHP等を参考に整理した）

21 埼⽟県 熊⾕市 熊⾕スマートシティ推進協議会

・【モビリティ】⾃動運転バス隊列⾛⾏
・【暑さに対応したまち】スマートハウスﾊﾟｯｼﾌﾞﾃﾞｻﾞｲﾝ
・【産業創造】スマート農業（在宅⽔⽥管理）
・【ウェルネス】健康ビッグデータに基づくスポーツ健康まちづくり
・【安全・安⼼】AI ・ドローンを活⽤したインフラ管理の効率化

・暑さ対策を推進する熊⾕市において、AI・IoTなどのデジタル技術を活⽤した、暑さに負けない快適なまちづくり
と、ポストコロナ時代のライフスタイル提案を⾒据えたスマートシティの実現を⽬指す。地域の持続可能性の向上
を図るため、⾃動運転バス隊列⾛⾏、リモートファーミング、スポーツを⽣かした健康寿命の延伸、効率的なイン
フラ網の構築等から取組を始め、暑さと共存し安全・安⼼で快適かつ、持続可能なまちづくりを実践する。
・公募した事業化検討調査においては、「熊⾕型スマートハウス」の概念や仕様、普及にむけた検討、およびス
マートタウンの開発に適した候補地の選定に⾄るまで、事業化に向けた具体的な検討調査。

22 埼⽟県 秩⽗市
⼭間地域におけるスマートモビ
リティによる⽣活交通・物流融
合事業

・ドローン物流事業
・遠隔医療事業
・秩⽗版MaaS（貨客混載・EVカーシェアリング）事業

• ドローンを活⽤して⽇常の⽣活⽤品や医薬品の配送を⾏い、⾼齢者や買い物弱者への⽀援を⾏う。また、こ
の取り組みにより、災害時における交通インフラ⼨断の際の物資輸送のルートを確保する
• ⾼齢者が多い⼭間地域での医療を確保するため、IoTや５Gなどの未来技術を活⽤してオンライン診療を導
⼊し、地域内の医療機関との連携により、受診困難者への⽀援体制を構築する
• 既存の物流・交通網を⽣かしながら、地域住⺠の⽣活の⾜の維持と観光客を含めた交流⼈⼝の利便性の
向上に資する公共交通システムを⾃動運転（配送）の技術を織り交ぜて構築する

23 埼⽟県 ⼊間市

外出モチベーション 外出モチ
ベーション 向上による⾼齢者
向上による⾼齢者 向上による
⾼齢者 の健康寿命延伸仕組
みづくり

・オンデマンド交通を活⽤し外出や運動へのモチベーションを⾼め、⾼齢者、特にリハビリ患者の外出を促進し、
要介護・虚弱⾼齢者の増加を予防/抑制する社会システムの構築を⾃治体・医療機関・交通業者の協業によ
り⽬指す。

外出や運動へのモチベーションを⾼めることを最重要課題と定め、⽣活の中でのリハビリ（ながらリハ）システム
と、既存の乗り合い送迎サービスを組み合わせることで、⾼齢者の外出を創出し，要介護や虚弱⾼齢者の増
加を予防もしくは抑制する社会システムを構築することを⽬的とし、このシステムの実運⽤に向けた実現可能性
を検証する。

24 埼⽟県 三芳町
地域環境に根差したサステナブ
ルな⾼齢者⽀援システム

・利⽤者（⾼齢者及び避難対象者）へのタブレットの配布をおこない、平時におけるサービスの提供、発注が
できるインフラを整備
・災害時の情報発信、避難のためのタクシー呼び出しなどをおこなう

交通利便性の低さに対する地域住⺠の不満解消を⽬的とし、⾼齢者の家庭に配布するタブレットとタクシーの
配⾞システムの連携を⾏い、平時の医療や買い物等の移動・役務提供と、災害時の安⼼安全の確保が実現
可能なシステムの実証を⾏う。

25 千葉県 千葉市
慢性眼疾患の治療継続率向
上を⽬的とするMaaSを活⽤し
た患者サポートプログラム

 ・通院及び通院時の⽴ち寄りにおけるオンライン配⾞予約・送迎サービス、慢性眼疾患啓発情報の配信、地域
 協賛企業の情報配信

患者の通院負担を軽減し、治療継続率向上、⾃律的な地域⽣活への参画に繋がる、地域特化型移動サー
ビスの提供を⽬指し、今年度は視界の確保に課題が
あり、移動困難が想定される慢性眼疾患患者を対象に、情報配信及び配⾞予約・送迎を提供する。

26 千葉県 柏市 柏の葉スマートシティコンソーシ
アム

・AEMSの進化
・拠点施設間のアクセス
・公共空間の整備・管理
・健康⽀援
・都市OSにおけるユーザビリティの向上

○ ⼤学、病院等の施設が駅から２ｋｍ圏に分散⽴地しており、区画整理事業の進⾏に伴う⼟地利⽤の更な
る促進に向け、施設間のつながり強化、新産業の集積促進、環境負荷の低減、将来も健康に暮らせる居住環
境形成が課題。
○ 「エネルギー」、 「モビリティ」、「パブリックスペース」、「ウェルネス」をキーワードに、データプラットフォームと公・
⺠・学連携のまちづくり体制とを活かし、⾼密複合空間における環境負荷を抑えたスマートなコンパクトシティライ
フの具現化を図る。

27 千葉県 柏市
柏の葉スマートシティコンソーシ
アム

・AEMSの進化
・拠点施設間のアクセス
・公共空間の整備・管理
・健康⽀援
・都市OSにおけるユーザビリティの向上

同上

28 東京都 千代⽥区
⼤⼿町・丸の内・有楽町地区
スマートシティ推進コンソーシア
ム

・「災害ダッシュボード３．０」の実証実験
・清掃ロボットや警備ロボットの運⽤開始や運搬ロボットの実証実験
・パーソナルモビリティや移動⽀援ロボットの実証実験

本地区の「データ利活⽤型エリアマネジメントモデル」は、既成市街地においてエリアマネジメントに取り組む地域
に広く適⽤可能であり「全国エリアマネジメントネットワーク」等様々なルートを通じて、スマートシティの仕組み構
築のアプローチを全国に横展開。

29 東京都 江東区 豊洲スマートシティ連絡会

・ストレスフリーな交通・モビリティ
・キャッシュレス化等の推進
・AI防災のエリア展開
・スマートエネルギーシステムの構築
・データ活⽤によるブランディング
・データプラットフォーム

住⺠やワーカー、来街者など多様なステークホルダーが存在し、成⻑途上にある豊洲エリアにおいて、先進的技
術と都市OS活⽤により様々な分野でサービス・ソリューションを提供し、個々⼈のニーズ充⾜と満⾜度向上、ま
ちの課題を解決するとともに、多様な施設・個⼈が共存・共栄する「ミクストユース型未来都市」を実現する。

30 東京都 ⼤⽥区 ⽻⽥第1ゾーンスマートシティ推
進協議会

・スマートモビリティ（⾃動運転、パーソナルモビリティ）
・健康改善サービスの展開
・先端技術ロボットの展開
・スマートツーリズム（キャッシュレス、シェアサイクル）

空港跡地のグリーンフィールドである街全体を対象として、BIMを活⽤したデータの統合・可視化・分析が可能な
「空間情報データ連携基盤」を整備し、先端的技術の協調領域とすることで、実証的取組に適したテストベッド
を形成し、⼤⽥区の課題解決に資する取組みを展開し、早期のサービス実装を⽬指す。

31 神奈川県 横須賀市周辺
Universal MaaS〜誰もが移
動をあきらめない世界へ〜

・Universal MaaSのコンセプト（ユニバーサルデザイン×MaaS）に従い、移動躊躇層の課題を、解決し、新
たな移動需要を喚起

Universal MaaS とは、障がい者、⾼齢者や訪⽇外国⼈など、何らかの理由で移動にためらいのあるお客さま
が快適にストレスなく移動を楽しめる移動サービスです。公共交通機関の運賃、運航・運⾏状況、バリアフリー
乗り継ぎルートなどの情報をお客さまに提供するとともに、お客さまのリアルタイムな位置情報やお客さまが必要と
する介助の内容を交通事業者、⾃治体、⼤学が共有し連携することにより、シームレスな移動体験を実現しま
す。

32 東京都
⼭⼿線周
辺/横須賀
市

Universal MaaS〜誰もが移
動をあきらめない世界へ〜

・公共交通領域だけでなく、地域内の周遊や交通結節点の移動も含めたdoor to doorナビの提供
・⾃分に合ったルートを選択・保存し、旅程管理や介助⼿配状況の確認を可能とする情報・機能の提供
・介助を必要とする利⽤者が⽀援内容を事業者に依頼し、事業者が回答するコミュニケーション機能の提供
・バリアフリー/ユニバーサル関連の移動⼿段との連携
・バリアフリー/ユニバーサルデザインに関連した移動⽀援サービスとの連携
・バリアフリー関連アプリとのAPI連携（地図・ナビ機能）
・⾃律移動⽀援サービスや⽀援機能との連携

Universal MaaSのコンセプト（ユニバーサルデザイン×MaaS）に従い、移動躊躇層の課題を、お客さまと、
サービス提供者双⽅の観点から解決させ、新たな移動需要を喚起する。

33 新潟県 新潟市 新潟市スマートシティ協議会
・スマートシティの基盤をつくる「プラットフォームプロジェクト」
・連携、回遊性が向上する⽬的地を創出「都⼼の魅⼒創出プロジェクト」
・⽬的地まで最適な移動⼿段を提供「モビリティプロジェクト」

対象区域に「アドバイザーツール」と「統合媒体」からなる「地域ストック活性化ツール」を地域が主体で活⽤でき
るように実装し、地域ストックを活かしたアイディアが次々に具現化されるクリエイティブシティを⽬指す。

34 富⼭県 朝⽇町

マチ活性化と健康増進を⽬指
し、ポイントとＬＩＮＥを活⽤
した地域⽣活者向けMaaS
サービス実証実験

・公共交通（コミュニティバス・タクシー・地域住⺠主導の⾃家⽤有償旅客サービス）に関するサービス、商業・
健康づくり情報を提供
・地域で使えるポイント（きときとポイント）も貯まるMaaSプラットフォームをLINEを活⽤し構築

公共交通（コミュニティバス・タクシー・地域住⺠主導の⾃家⽤有償旅客サービス）に関するサービス、商業・健
康づくり情報を提供し、かつ、地域で使えるポイント（きときとポイント）も貯まるMaaSプラットフォームをLINEを
活⽤し構築。公共交通利⽤者だけでなく、マイカー利⽤者も使えるサービスにし、地域全体の移動総量を増や
し、マチ活性/健康増進に繋げる。

35 富⼭県 朝⽇町

⾃家⽤有償運送とBeacon
データを活⽤した、⾼齢者の外
出増進とマチ活性化に向けた
実証実験

・利⽤者の移動実態をBeaconで捉え、アプリを通じた商業や医療に関する各種情報配信による⾏動変容を
測定分析し、⾃家⽤有償運送の持続可能な仕組みを構築

令和2年12⽉まで独⾃に実施する⾃家⽤⾞への乗合実証実験を基盤とし、令和3年1⽉~2⽉の間、利⽤者
の移動実態をBeaconで捉え、アプリを通じた商業や医療に関する各種情報配信による⾏動変容を測定分析
し、⾃家⽤有償運送の持続可能な仕組みを構築していく。

36 ⽯川県 加賀市
加賀市スマートシティ推進官⺠
連携協議会

・ドローン管制システム⾼精度3Dマップ
・デジタル⾝分証アプリ
・アバター
・健診情報（PHR）アプリ
・混雑検知ソリューション

令和2年3⽉に策定したスマートシティ加賀構想を基に、市の課題と市⺠のお困りごとを解決していくとともに、⼈
間中⼼の未来社会の実現に向けて、先端技術を活⽤したイノベーション推進を図るため、重点的に推進すべき
政策を取りまとめます。

37 ⻑野県 伊那市 ICTライフサポート・チャンネル
構築事業

・ケーブルテレビをプラットフォームとする簡便で多⽤途リクエストシステムの構築により、将来にわたり地域で暮らし
続けることのできる環境の整備を図る

「ライフサポート・チャンネル」はケーブルテレビを使った新しいサービスで、専⽤のチューナー（セットトップボックス）
とインターネット環境を利⽤し、ケーブルテレビのリモコンを使⽤して受けられるサービスです。

38 岐⾩県 岐⾩市 スマートシティぎふ推進協議会

・クアオルト健康ウオーキング®実践環境整備による市⺠⽣活の質の向上
・⼤河ドラマを契機とした観光振興と交流促進
・郊外の⼤規模住宅団地の暮らしの確保
・⼤規模商業施設を核とした新技術による産業及び地域の活性化

「健幸都市ぎふ」を掲げ出かけて健康になるまちを⽬指して、交通と健康を軸とし、観光・オールドニュータウン等
の課題を含め、⼤型商業施設を実証フィールドとして新たな試みを⾏いながら、全体最適化を図っていく。

39 静岡県 浜松市天⻯ オンライン診療・服薬指導（薬
剤配送）

・往診患者を対象に移動診療⾞を⽤いてオンライン診療を実施
・診療所の医師やドラッグストアの薬剤師と連携してオンライン服薬指導を⾏い薬剤配送

中⼭間地域における⾼齢者の通院や医師不⾜などの課題解決のため、モビリティと医療分野を連携させた実証
実験などを⾏うことで、持続可能な地域医療サービスの環境整備を⽬指すもの

40 愛知県 愛知県
「産業⾸都あいち」が⽣み出す
近未来技術集積・社会実装プ
ロジェクト

・⾃動運転社会実装プロジェクト推進事業
・無⼈⾶⾏ロボット実証推進事業
・リハビリ⽀援・介護ロボット社会実装⽀援体制構築事業
・サービスロボット社会実装推進事業

地域の強みである圧倒的なモノづくり産業の集積を⽣かし、近未来技術の活⽤による、⾃動運転を始めとした
⾃動⾞産業の⾼度化に加え、健康⻑寿、サプライチェーンの次世代化など我が国をリードする先導的な取組を
⾏い「産業⾸都あいち」を実現

41 愛知県 豊橋市 近未来技術等を活⽤した「Ａ
Ｉケアシティ」形成事業

・要⽀援・要介護者やその家族へのケア
・市⺠主体のヘルスケア（健康づくり）、⼦どもたちの健やかな成⻑へのケア、⼦育て世帯へのケア

近未来技術等を活⽤し、個⼈の状況やライフステージに応じて最適なケアを⾏うことができる「ＡＩケアシティ」の
形成を図り、⾼齢化に伴う社会コストの抑制と住⺠が⾃⽴して⽣活し続けることができる社会を⽬指す。

42 愛知県 岡崎市
岡崎スマートコミュニティ推進協
議会

・カメラによる⼈流分析
・駐⾞場空き情報の⼀元化と提供
・電気⾃動⾞の充放電設備によるエネルギーマネジメント
・センシング技術等で取得する通⾏量分析に基づくモビリティの最適化と⾃動運転技術の実証
・UAVによるインフラ点検

• センシングデータを利活⽤した公⺠連携スマートプランニングで「楽しい・快適・安全なウォーカブルシティ」を構
築
• あらゆる世代、あらゆるシーンでスマート技術やデータ利活⽤の便利さを感じられる「⼈間中⼼のまち」を実現
• スマートシティ実現で魅⼒を可視化し、持続可能なまちの引⼒（誘客・⺠間投資・出店・居住意向）を増
幅

43 愛知県 春⽇井市 ⾼蔵寺スマートシティ推進検討
会

・新たなモビリティサービスの導⼊による移動⽀援
・拠点からの各施設へのシームレスな移動
・バス専⽤レーンの整備
・交通社会ダイナミックマップの活⽤

成熟した資産を活かしつつ、新たなモビリティサービスの導⼊などにより、新たな若い世代への居住促進と全ての
住⺠への安らぎを提供し続けることで、持続可能で暮らしやすいまちの実現を⽬指す。

44 三重県 四⽇市市
AI・IoTを活⽤し、働き⽅改⾰
と新たなビジネスの創出を実現
するスマート産業都市

・産学官連携によるバイタルセンサー等導⼊促進

⽇本有数の産業都市としての強みを⽣かし、企業と⾏政の協働でAI・IoTを活⽤した「働き⽅改⾰」に取り組む
とともに、ものづくりの最前線へのIoTデバイス導⼊を拡⼤し、得られる多種多様なビッグデータを活⽤して新たな
ビジネス創出につなげる。



- 95 - 

表 1 （続き） 

 

注）下線は特に健康・医療に関係が深い内容を示す。 

  

都道府県
市町村

（エリア） プロジェクト名称 プロジェクト概要（スマートシティ官⺠連携プラットフォームからの引⽤） 健康・医療に関するプロジェクト内容の詳細（各プロジェクトのHP等を参考に整理した）

45 三重県

多気町、⼤
台町、明和
町、度会
町、⼤紀
町、紀北町

マルチタスク⾞両を活⽤したオン
デマンド医療MaaS実証実験

三重広域連携スーパーシティ構想に取り組む6町の地域では、⼈⼝減少、⾼齢化により、地域公共交通の多く
は町営や⾃治体の負担により運⾏されている。また、公共交通の利便性が悪く、⾼齢者の免許返納が困難な
地域である。
また、医療機関の数も少なく、医療機関までの移動⼿段も⾃家⽤⾞への依存が⼤きい地域である。さらに、⾼
齢化により、⾃治体が負担する保健や医療などの費⽤も⼤きく、財政を⼤きく圧迫している。こうした状況を解決
するため、⼤台町を含めた6町を対象に、マルチタスク⾞両を活⽤したオンデマンド医療MaaSの実証実験を実
施する。
実証実験では、保健指導、健康教室、受診勧奨、オンライン診療など、社会福祉、社会保険、保健衛⽣のあ
らゆる分野での活⽤可能性を検討し、6町連携を含めた事業性を検証する。

マルチタスク⾞両を活⽤し、オンライン診療、受診勧奨、保健指導等の社会福祉、社会保険、保健衛⽣のあら
ゆる分野での活⽤可能性を検討し、6町連携を含めた事業性を検証する。

46 滋賀県 ⼤津市
⼤津市中⼼市街地及び⽐叡
⼭周遊の活性化を⽬指した⼤
津市版MaaS実証実験

・住⺠向けMaaSの構築（健康をテーマに健康推進アプリ「BIWA-TEKU」等、地域事業者と連携したキャン
ペーンを造成）
・観光向けMaaSの構築（⽐叡⼭延暦寺や⻄教寺等の拝観券のアプリ上での販売など）

コロナ禍における市⺠⽣活および商業施設⽀援、地域観光振興を⾏うため、安⼼・安全で便利な移動を可能
とするMaaSサービスを住⺠・観光客に提供する。また、地域住⺠の健康増進と公共交通の利⽤促進に向け、
健康推進アプリ「BIWA-TEKU」と連携した「歩き＋公共交通」デジタルスタンプラリー“健康”ウォーク&ライドキャ
ンペーンを実施する。

47 京都府 京都府 スマートけいはんなプロジェクト
推進協議会

・施設間の多様な移動⼿段の確保
・統合プラットフォームの整備
・⾼齢者の⽣活⽀援
・コワーキング環境の整備

・多様な交通⼿段を確保し、その先にある⽬的（病院・買い物・観光周遊など）との⼀体性を⾼めることでサー
ビスの付加価値を向上し、地域の活性化を図る
・けいはんな学研都市にて多数の研究・実証実験を⾏っており、次々とＰＪに組み⼊れ地域の課題を解決

48 京都府 与謝野町 京都北部地域におけるMaaS
実証事業

・AIオンデマンド交通の導⼊、配⾞予約・決済システムの導⼊
・複合経路検索の提供
・鉄道利⽤でのQRコード決済を導⼊
・アプリ利⽤者に向けた、提携店舗で利⽤が可能なクーポンの機能の提供を通じた、店舗誘客施策の連携
・提携店舗利⽤者の移動データを通じた店舗営業施策との連携

・地⽅都市における⽣活交通の確保を⽬的として、地域のあらゆる移動ニーズの集積を⾏い、アプリ上で公共
交通とAIオンデマンド交通を複合した社会システム（MaaS)を創ることで、地域の移動総量を拡⼤し地域課題
の解決を図る。
・具体的には、⽣活エリア内を⾃由に移動できるサービスと、エリア外の主要な施設を結ぶAIオンデマンド交通
に、公共交通を組み合わせることで、マイカーと同等以上の魅⼒的な交通サービスを構築することで、マイカーが
無くても⾃由におでかけができるまちを⽬指す。

49 ⼤阪府 ⼤阪市 うめきた2期地区等スマートシ
ティ形成協議会

・都市内モビリティの実現（⾃動運転バスの導⼊）
・ICTを活⽤した先進的な維持管理の実施
・ICTや新技術を活⽤した環境・防災対策
・事業創出を促すヒューマンデータの利活⽤

ターミナル⽴地の広⼤な都市公園を有するうめきた2期地区や、国際集客拠点をめざす夢洲地区において、最
先端技術の導⼊・実証実験の実施を⾏いやすいグリーンフィールドとしての特性を活かし、豊富なデータの利活
⽤を実現するプラットフォームを整備し、“事業創出”・“市⺠のQOL向上”・“マネジメントの⾼度化”に資する施
策に官⺠の枠を超えて取り組む

50 ⼤阪府 豊能町
コンパクトスマートシティプラット
フォームの社会実装

・地⽅都市における急速な⼈⼝減少に伴う地⽅⾃治体をスマートシティサービスで持続可能な街にしたい。ただ
地⽅⾃治体において、どのようにスマートシティを作ってよいのか、IT⼈材の不⾜、予算の不⾜など、スマートシ
ティサービスを導⼊するのに多くの課題があります。
本事業は、「コンパクトスマートシティプラットフォーム（略称︓CSPF）」として、同じ課題をもつ⾃治体が簡単か
つスピーディーに現在30社60サービス以上からスマートシティサービスを導⼊できる環境の構築を⽬指します。
（CSPF︓都市OS、ID・個⼈情報管理サービス、地域スーパーアプリが⾃治体に無償で提供されるサービスで
す。）

「コンパクトスマートシティプラットフォーム（略称︓CSPF）」として、同じ課題をもつ⾃治体が簡単かつスピー
ディーに現在30社60サービス以上からスマートシティサービスを導⼊できる環境の構築を⽬指します。

51 ⼤阪府 豊能町
コンパクトスマートシティプラット
フォームの社会実装

・地⽅都市における急速な⼈⼝減少に伴う地⽅⾃治体をスマートシティサービスで持続可能な街にしたい。ただ
地⽅⾃治体において、どのようにスマートシティを作ってよいのか、IT⼈材の不⾜、予算の不⾜など、スマートシ
ティサービスを導⼊するのに多くの課題があります。
本事業は、「コンパクトスマートシティプラットフォーム（略称︓CSPF）」として、同じ課題をもつ⾃治体が簡単か
つスピーディーに現在30社60サービス以上からスマートシティサービスを導⼊できる環境の構築を⽬指します。
（CSPF︓都市OS、ID・個⼈情報管理サービス、地域スーパーアプリが⾃治体に無償で提供されるサービスで
す。）

同上

52 島根県 美郷町

映像告知やドローン等の未来
技術を活⽤した遠隔医療実装
による美郷町版医療福祉産業
イノベーションの実現

・遠隔医療事業
・ドローンを活⽤した新産業創出

• さまざまな⼈や企業・知識・技術や情報が集まる産業の振興
• 多様な住⺠が安⼼して暮らしていける社会基盤の成熟・⾼度化

53 広島県 広島県
AI/IoT等実証プラットフォーム
事業「ひろしまサンドボックス」

・つながる中⼩製造業でスマートものづくり
・島しょ部傾斜地農業に向けたAI/IoT導⼊

⾸都圏のＩＴ企業や⾰新的な技術を持つベンチャー企業等と、県内のものづくりをはじめとする企業や⼤学等
が共創による課題解決に取り組む、オープンな実証の場「ひろしまサンドボックス」を構築することで、多様な企業
や⼈材を広島県内に集積させる

54 広島県 福⼭市
先端技術を活⽤した地域課題
解決実証事業〜「まるごと実
験都市ふくやま」の推進〜

・⾼齢化地域でのオンデマンドモビリティの実装
・市内イベント会場などでのキャッシュレス決済試⾏
・JR福⼭駅周辺での⼈流解析、情報のレコメンド発信

先端技術を活⽤した地域課題解決を協議する「先端技術によるまちづくり官⺠協議会」と、企業などの独⾃の
技術やアイデアを活⽤した実証実験を市が⽀援する「実証実験まるごとサポート事業」とを両輪とし、新たな価値
の創造による好循環を⽣み出し、未来をリードする都市を実現.

55 広島県 庄原市 庄原地区 先進過疎地対応型
MaaS検討・実証プロジェクト

・公共交通空⽩地での⽣活・観光交通両⽴型デマンド交通の運⾏実験
・観光地内回遊GSM導⼊実験
・⽣活交通利⽤者向け医療・買い物サービス予約実証実験
・アプリ・Web⼀元化対応による機能・受容可能性実験

過疎先進地である庄原市で、①公共交通空⽩地での⽣活・観光交通両⽴型デマンド交通の運⾏実験 ②観
光地内回遊GSM導⼊実験 ③⽣活交通利⽤者向け医療・買い物サービス予約実証実験 ④アプリ・Web⼀
元化対応による機能・受容可能性実験を⾏う。

56 ⼭⼝県 宇部市
レジリエントで持続可能な社会
を創る「スマートシティ宇部プロ
ジェクト」

・防災意識を⾼めるスマート防災の推進
・アート×５Gデジタルコンテンツの作成・展⽰
・AI活⽤型個⼈向けヘルスケアサービスの提供
・⾞海⽼養殖技術のスマート化とブランド⼒向上
・中⼼市街地でのAIオンデマンド公共交通の実装

withコロナ時代における経済と安全の両⽴した持続可能なスマートシティの
実現に向けて、未来技術を積極的に活⽤・導⼊することにより、地域経済にイ
ノベーションを起こし、新産業や新たな雇⽤の「創出」へとつなげ、その先には新
たな事業が連続して産まれる、スタートアップ・エコシステムの形成も⽬指す

57 徳島県 美波町 美波町スマートシティコンソーシ
アム

・LPWAメッシュ網により、災害初期の通信遮断時にも動作する“⽌まらない通信網”を美波町全町に敷設
・健康マイレージ制度により避難⼒を向上

⾃律分散型IoTデバイスで構成されるLPWAメッシュ網により、災害初期の通信遮断時にも動作する“⽌まらな
い通信網”を美波町全町に敷設する。住⺠の避難⼒(⾃助⼒)向上のため同インフラを活⽤した、歩数をポイン
トに換算する健康マイレージ制度を導⼊する。

58 ⾹川県 三豊市 介護福祉施設の共同送迎
・市内の各通所介護施設が単独で⾏ってきた送迎業務を三豊市社会福祉協議会が集約し、AI活⽤型共同
送迎モデルにより地域⼀体で⾏うことで効率化を図るとともに、⾮送迎時間を活⽤し利⽤者への⾷事配達を実
施し、通所介護施設からの収益獲得可能性及び共同送迎サービスの事業性向上可能性の検証を⾏う。

施設それぞれが単独で⾏っている送迎業務を社協が集約し、AI活⽤型共同送迎モデルにより地域⼀体で⾏う
ことで、効率化を図り、施設利⽤者の移動の負担を軽減する。また、⾞両空き時間を活⽤して買物送迎等をサ
ポートする。

59 福岡県 福岡市 福岡地域戦略推進協議会
・九州⼤学箱崎キャンパス跡地のまちづくり
・最先端技術を活かした移動、共有、健康サービスについて検討

福岡地域戦略推進協議会（Fukuoka D.C.)とは、福岡の新しい将来像を描き、地域の国際競争⼒を強化
するために成⻑戦略の策定から推進までを⼀貫して⾏う、産学官⺠⼀体のシンク＆ドゥタンクです。福岡都市圏
を核として、九州、さらには隣接するアジア地域との連携を図り、事業性のあるプロジェクトを推進していきます。

60 福岡県 飯塚市 飯塚市「スマート・ウェルネス・
シティサービス展開事業」

・健幸ポイントサービス
・健幸型「MaaS」の開発と導⼊
・ビッグデータによる「まちづくり意思決定⽀援サービス」の開発と導⼊
・公的不動産（PRE）活⽤による「健幸づくりステーション」整備モデルの開発と実践

本市の健幸都市将来像「すべての⼈が健康で いきいきと 笑顔で暮らせるまち」の実現をめざし、“健幸ポイント
サービス」”、“健幸型「MaaS」の開発と導⼊”、“ビッグデータによる「まちづくり意思決定⽀援サービス」の開発と
導⼊”、“公的不動産（PRE）活⽤による「健幸づくりステーション」整備モデルの開発と実践”を⽬指す。

61 ⻑崎県 五島市
省電⼒×遠隔技術×クリーンエ
ネルギーで実現する五島スマー
トアイランド

・アバターロボットやタブレット端末を活⽤したオンライン診療、ドローンによる検体輸送の体制を2次離島間で構
築・実証実験を実施
・市営住宅の⽔道メーターをIoT化し、島⺠⾒守りサービス等に活⽤
・EMS設備を使⽤した等内のエネルギー需要の「⾒える化」を図り、AI等を活⽤することで最適な需給調整につ
いて実証する

● アバター等を活⽤したオンライン診療の体制およびドローンによる検体輸送の体制
を福江島と嵯峨島（⼆次離島）間で構築をし、その有効性等を実証する。
● EMS設備を使⽤した島内のエネルギー需要の「⾒える化」を図る。平時・⾮常時の
電⼒需要に対して、 AI等を活⽤し、最適な供給量の調整を実証する。

62 熊本県 荒尾市
あらおスマートシティ推進協議
会

・個⼈情報等データ利活⽤の仕組み「パーソナルデータエコシステム」の導⼊
・センシング技術の活⽤による健康・医療データの⾃動計測と分析結果の送信
・再⽣可能エネルギーの域内活⽤
・⾃治体MaaSの構築

さりげないセンシングと⽇常⼈間ドック、再⽣可能エネルギーの活⽤と蓄電池・EVの連携制御によるエネルギー
の地産地消、オンデマンド相乗りタクシーなどの⾃治体MaaS、パーソナルデータを集中管理ではなく個⼈管理
で安⼼安全に利活⽤できるパーソナルデータエコシステムによる横串連携など、多様な先進技術の連携により、
住⺠が最先端のウェルビーイング（⼼⾝ともに健康で幸せな状態）を享受できる快適未来都市にする。また南
新地地区をリビングラボと位置付け、ニューノーマル時代の新サービス創出拠点を⽬指す。

63 宮崎県 延岡市
市⺠⼀⼈ひとりが主役の時代
をつくる延岡市のスマートシティ
推進事業

・知⼒・体⼒・⼈間⼒を育む「世界⼀の⼦育て・教育のまち延岡」事業
・⾏動パターン分析による交通網を最適化事業（マイカー卒業社会の実現）及び「逃げ遅れゼロ」の避難対
策構築事業
・⾏動変容・⾏動誘発に寄与する地域ポイント活⽤サービス事業

⼦どもから⼤⼈まで⼀⼈ひとりの個性や能⼒を⼤切にしながら「製造業のまちならではの学び」を推進し、市⺠の
「⾃地域肯定感」 を育む安⼼ ・ 安全で、かつ利便性の⾼い社会をつくり、我が国のお家芸である製造業を中
⼼に、市⺠が主役のまちを⽬指す。
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表 3 KAP 調査に関する文献の概要（表番号は表 2 と同じ） 

 

論⽂の概要

1 エチオピアの⼀般⼈を対象にしたCOVID-19に関するKAP調査のシステマティックレビュー。11論⽂、合計3818⼈の参加者からの推計は、知識、態度、⾏動について、それぞれ
61.78%、72.39%、52.83%。

2
世界の⼀般⼈を対象にしたCOVID-19に関するKAP調査のシステマティックレビュー。45か国、84論⽂、215731⼈の参加者からの推計は、知識、態度、⾏動について、それぞれ
75％、74％、70％。低所得国、男性、30歳以下、教育年数12年以下では、⾏動スコアが最も低い。アフリカとヨーロッパ・オセアニアでは、⾏動スコアが60％以下。知識と⾏
動，態度と⾏動の間に正の有意な相関がみられた。

3
エチオピアの医療従事者を対象にしたCOVID-19に関するKAP調査のシステマティックレビュー。知識は11論⽂、参加者3843⼈、態度は8論⽂、参加者2842⼈、⾏動は10論⽂、参
加者3435⼈を⽤いて推計。知識は79.4%、態度は73.7%、⾏動は40.3%。

4
⼀般住⺠と医療従事者を対象にしたCOVID-19に関するKAP調査のシステマティックレビュー。21論⽂の研究から、知識は40％から99.5％の範囲に、態度は70％から97.1％の範囲
にあった。COVID-19がメンタルヘルスに与える影響では、不安だけが24.6％〜96.3％と報告されていた。COVID-19の対策に向けた⾏動は多様であった。COVID-19に関する知
識、態度、⾏動の低さについては、教育レベル、職業、収⼊、性別、年齢、居住地、仕事経験、宗教、メディアの有無、配偶者の有無、⼈種など関連するいくつかの要因があっ

5
医療従事者を対象にしたCOVID-19に関するKAP調査のシステマティックレビュー。28論⽂、16427⼈からの推計は、知識72.2％、態度70.9％、⾏動78.8％。KAPを改善するために
最も有効な⽅策はCOVID-19に関する定期的なトレーニングプログラムの提供であり、COVID-19に関する最も重要な情報源はソーシャルネットワークであった。

6 ⻭科医師を対象にしたCOVID-19に関するKAP調査のシステマティックレビュー。6論⽂のメタ解析から、COVID-19流⾏時の⻭科医師の遠隔⻭科診療に対する意識は70.4%、態度
は72.5%と⾼いが、知識レベルは57.9%、⾏動レベルは35.8%であった。

7
医療従事者を対象にしたCOVID-19に関するKAP調査のシステマティックレビュー。20論⽂、12072⼈からの推計の中央値は、知識、態度、⾏動について、それぞれ75.8％、
74.6％、79.8％。年齢、性別、教育レベル、経験、感染予防トレーニング、情報源が、知識と関連。⾼齢、⾼い教育⽔準、慢性疾患がないこと、知識と⾏動が豊富であることが、
態度と有意に関連。職種、経験、年齢、教育レベル、防護具の使⽤、性別が、⾏動と有意に関連。

8
アメリカの⼀般⼈、医療従事者、慢性疾患患者を対象にしたCOVID-19に関するKAP調査のシステマティックレビュー。13論⽂から、⼀般市⺠は主にソーシャルメディアを通じて
COVID-19に関する情報を得ており、オンライン上で流布しているデマによるいくつかの誤解が確認された。多くのアメリカ⼈はCOVID-19のリスクを認識していない、あるいは
知識が乏しい。

9 エチオピアにおけるCOVID-19に関するKAP調査のシステマティックレビュー。13論⽂の解析から、知識，態度、⾏動はそれぞれ、70.25％、69.08％、41.62％であった。

10
⻭科医師をはじめとする⼝腔保健医療従事者の呼吸器系伝染性アウトブレイクに関するKAP調査のシステマティックレビュー。11論⽂の解析から、 ⻭科医師・⼝腔衛⽣⼠の85.5%
がウイルス感染様式について⾼い認識を持っていた。⼝腔保健師の80.7%がウイルス感染様式に関する知識を持ち、⻭科医師の79.9%がウイルス感染様式に対して肯定的な態度を
⽰した。

11
医療従事者による感染予防ガイドラインの遵守を⽬的としたシステマティックレビュー。マスクやフェイスシールド、⼿袋、ガウンなどの防護具（PPE)の実装の向上を意図して
いる。36の関連研究から20論⽂を解析。10論⽂はアジア、4論⽂はアフリカ、4論⽂は北中⽶、2論⽂がオーストラリアの研究であった。SARS、H1N1、MERS、TBと季節性インフ
ルエンザを含む。ガイドラインに従う能⼒や意思に影響を与えるいくつかの要因や、⽤具の使いにくさなどが指摘された。

12
医療従事者を対象にした感染症対策（TB、MRSA、MERS-COV、COVID-19、Ebolaを含む）に関する知識調査のシステマティックレビュー。30論⽂のレビューから、医療従事者
の感染症予防対策に関する知識レベルは、標準予防策、⼿指衛⽣、尿道カテーテルに関するケアに関して良好。特定の疾患に対する感染症予防対策についても、許容できるレベ
ル。しかし、職業性予防接種、感染症の伝播様式、注射針や鋭利な刃物による感染リスクに関する知識にはギャップが認められた。

13
⼀般⼈を対象にしたCOVID-19に関するKAP調査のシステマティックレビュー。26論⽂、67143⼈の参加者の分析から、
知識、肯定的態度、不安，予防⾏動は、それぞれ0.87、0.85、0.71、0.77であった。アフリカでは他の地域よりもソーシャル・ディスタンシングの実践が少ないことが⽰された。
COVID-19の予防に関する知識はアジアで⾼いことが報告された。さらに発展途上国の⼈々は、COVID-19の流⾏に対する不安感が⾼かった。

14
⼀般⼈を対象にしたCOVID-19に関するKAP調査のシステマティックレビュー。48論⽂、76848⼈の参加者が対象。参加者の56.53％が⼥性で平均年齢は33.7歳であった。85.42％が
良質、12.50％が普通、残り2.08％が低質と判定された。約87.5％がKAPモデルの3つの構成要素すべてを調査していた。知識は、89.5％が良好、10.5％が不良。態度は、100％が肯
定的な態度を報告。⾏動は、93.2%が満⾜できる内容で、6.8%が悪かった。メタアナリシスの結果、COVID-19に関するKAP要素の総合得点は、それぞれ78.9点、79.8点、74.1点で

15 パンデミック緊急事態下の集団におけるKAP調査のシステマティックレビュー。13件、26099⼈が対象で医療従事者、⼤学⽣、臨床患者、⼀般⼈の各コホートに分類されている。
健康に関する知識は、パンデミック状況における⾏動や態度に対して重要な影響を持つことが明らかになった。

16
COVID-19の社会的・⽂化的影響に焦点を当てたシステマティックレビュー。2003年のSARS発⽣を発端とする12の量的研究と8つの質的研究を統合し、ガバナンス、危機コミュニ
ケーションと⼀般知識、スティグマと差別、予防措置の社会的遵守、医療従事者の社会経験という5つのトピック領域で整理し、COVID-19が社会に及ぼす影響を抑制する可能性
があることを実証した。

17
⻭科矯正学と⼩児⻭科学の分野に適⽤されるe-learningの有効性と教師・学⽣の受容性を評価するためのシステマティックレビュー。32論⽂のうちe-ラーニングの有効性を調査し
た論⽂は19件で、e-ラーニングと従来の⼿法の間に受容性の差はなかった。25件の論⽂で学習者の満⾜度アンケートが実施され、いずれもeラーニングに対して肯定的な態度で
あった。

18
エチオピアにおけるCOVID-19ワクチンの受容とその関連要因に焦点を当てたシステマティックレビュー。6373⼈の参加者を含む合計14論⽂の解析から、COVID-19ワクチン受容
の割合は56.02％であった。ワクチン受容の可能性は、慢性疾患の既往がある参加者で⾼く、また、良い知識、前向きな態度、良好な予防⾏動、COVID-19の深刻さに対する⾼い認
識がある⽅が⾼かった。

19
COVID-19の感染が疑われる、あるいは感染した患者に対して医療従事者がケアを提供する際に必要な個⼈防護具の使⽤に関する知識についてのシステマティックレビュー。23論
⽂の解析から、標準予防策、接触・⾶沫・エアロゾルに関する勧告に従った器具の使⽤が感染防⽌に不可⽋な対策であることを明らかにした。

20
⼼不全患者に対する mHealth 配信型教育の潜在的な有益性・有害性に焦点を当てたシステマティックレビュー。5つの論⽂、合計971⼈が対象。参加者の平均年齢は60歳〜75歳
で、63％が男性。オーストラリア、中国、イラン、スウェーデン、オランダの研究。⼼不全患者のためのmHealth配信教育介⼊の使⽤は、⼼不全の知識に差をもたらさないことが
明らかになった。

21
COVID-19への対応における国際的な医療システムの組織や関係者の経験と認識に関する調査のシステマティックレビュー。25論⽂の解析から、専⾨職レベルで、組織レベル、地
域の医療システムレベルのそれぞれの主要課題を明らかにした。

22
COVID-19が観光に及ぼした影響をウェルビーイングとレジリエンスという2つの変数に着⽬して解析したシステマティックレビュー。32論⽂のうちすべての基準を満たす18論⽂
を対象にした。パンデミックの有害な結果に対処するための前向きで弾⼒的なアプローチは、観光・ホスピタリティ分野のステークホルダーと組織の将来に対する懸念と関係が
あった。ウェルビーイングに関する研究はほとんど⾏われていない。

23
COVID-19に対する保護者のワクチン接種の意思や判断の要因を明らかにすることを⽬的としたシステマティックレビュー。317055⼈の親を含む44件の研究が対象。COVID-19ワ
クチンを⼦どもに接種する意向のある保護者は60.1%、接種を拒否する保護者は22.9%、わからないは25.8%。ワクチン接種意向の主な予測因⼦は、⽗親、両親の⾼齢、⾼所得、
COVID-19の脅威感の⾼さ、ワクチン接種に対する肯定的態度であった。

24
プライマリーケア提供者による⽪膚がん診断検査を⽀援するためにデザインされた教育的介⼊に関するシステマティックレビュー。SARS-CoV-2流⾏前の教育環境を反映してい
る。63論⽂の解析から、教育的介⼊を⾏ったもののうち4分の1以下で診療の変化が⾒られた。

25
⾼齢者とのワクチン接種に関するコミュニケーションについて医療従事者を対象にした調査のレビュー。11論⽂が対象。すべての研究は⾼所得国からのものでCOVID-19ワクチン
が利⽤可能になる前に実施された。ほとんどの研究は⾼齢者のワクチン接種に関する医療従事者の⾒解や経験について広く検討しており、特にコミュニケーションの問題について
も⾔及していた。⾼齢者とのコミュニケーションの⽬的やワクチン接種の決定における⾼齢者の役割についての認識が医療従事者間で異なっていることが⽰唆された。
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